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第 1 章 問題背景と課題の設定 

1-1．調査課題設定の背景 

本年度の調査を始めるにあたっての問題意識と、本調査課題テーマとの関係を改めて整理して

おく。本分析に入るイントロのような役割を担う。使用する図も、設計当初のラフスケッチであ

り、2 章において、分析に照応する形でより詳細にその枠組みを図示し説明する。 

調査テーマ、与えられたお題は、端的に言えば、ホームレス状態を含む不安定居住層が多くみ

られる中、全国的なボリューム感はどれくらいなのか、というストレートなものであった。路上

生活者は国の調査で毎年とらえられているが、たとえばネットカフェ難民といわれるような層が

何人いるのかは明確にはなっていない。すでにネットカフェ利用者調査は、2000 年代に東京や大

阪で実施しており、近年、東京都で再度なされていた。ただボリューム感をつかむという推計の

根拠とするための母集団選定ではなかったために、今回の調査テーマは、推計の根拠も含む調査

設計が必要とされた。つまるところ、それはネットカフェ利用者の調査の再構築、いや新規設計

が要請された。不安定居住層という母集団は何か、そしてこの母集団を構成する数、n を限りな

く多くするにはどうすればよいか、という認識を固めることにあった。不安定居住層の再定義が

必要となった。 

この調査実施上の要請と並行して、調査チームの中でこのテーマにも関連して挑戦すべきテー

マが醸成していた。それは不安定居住層という定義からすると、間違いなく入れられる社員寮・

飯場利用者であった。この社員寮・飯場の存在自体が、一方で就労希望者層の就労を家・食事付

きでかなえられる手ごろな通勤寮的存在であると当時に、不安定居住層にとっても一時的な居住

のセーフティネットとして働くという側面を有することである。今回の調査では、就労すること

自体のセーフティネット的側面に注目することで、運営企業の経済原理に左右されるが、公的セ

クターの資金で動く福祉包摂に対して、以下のような包摂の様態を提案したい。経済原理で「意

図せざる包摂」、すなわち就労に対して賃金を支払うと同時に、同時にそこから家賃と食費を差し

引かれることを条件に部屋と食事が提供され、居住が担保される。こうした不安定居住層におい

て、このシステムに乗ることでセーフティネットとすること、これを経済包摂となづけてはどう

か、という提案である。 

 

1-2. n を求めて 

調査の最大の使命は、不安定居住層のボリューム感の推計にあった。図 1-1 では、ネットカフ

ェや深夜営業の店舗、あるいは車中での不安定居住層の塊を真ん中に配しているが、この n を求

めて調査するにあたって全国規模で実施するのは大変困難である。一部大都市で調査実施の前例

はあるが、ネットカフェだけにとどまらない、多様な形態をとる不安定居住については、ある時

点での不安定居住者数の瞬間値を計測するというアプローチはほぼ実施不可能である。むしろ、

ある一定期間における不安定居住の経験数を計測するというアプローチのほうが、実態に迫りや

すい。 

図 1-1 のように、この経験数を確保できる塊として、4 つの事例を想定し、その塊自体が広義の

不安定居住を形成しているという前提のもと、主に n1 と n2 の塊において、一定の生活サービス
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を提供するという観点でサービスハブ1とみなし、その利用者へのアンケートや運営機関へのヒア

リング質問などにより、経験数の n1、n2 を得ていく設計とした。加えて自宅や知人宅を不安定

な状況のもとで利用している層も捉えることで n3 も、その経験数の対象とした。路上生活の経験

も聞くことにより、経験数のトータルな数値を調査で把握するというのが、最初の発想にあった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 不安定居住層の捉え方と、経済包摂と福祉包摂の考え方、及び 5 つの調査の位置づけ  

 

1-3. 福祉包摂と経済包摂 

一方、仕事ともに生活支援を家族代わりに提供する機関をサービスハブとすると、こうしたサ

ービスハブを利用すること自体が、不安定居住であるとみなすことができる。すなわち、n2 のみ

のいわゆる福祉包摂のみで考えてきた従前のアプローチから、社員寮／飯場もそうしたサービス

ハブとみなすことができる。この考え方から n1 の領域を経済包摂とする社会包摂の新たなサー

ビス提供機関という位置づけをここでは導入することにした。従前の福祉の領域からはその範疇

には入れていなかったが、仕事とハウジングの提供によって、不安定な居住を脱することができ

るという社員寮／飯場の機能が、生活困窮自立支援の相談窓口で、ホームレス状況を脱する一つ

の紹介／つなぎ先として重宝されているという現場からの情報入手がそうした捉え方を生み出す

に至った。 

従って調査の課題として、経済包摂という定義の中身を質問形式にする、社員寮／飯場の運営

にあたる関係者へのヒアリングと、その利用者へのアンケート調査が企画されることになった。

これは図 1-1 の n1 を求める調査として、不安定状況を尋ねるとともに、経済包摂として定義され

る、さまざまなサービスについてのチェックと、生活状況について問う設計となった。 

 
 
1 サービスハブとは、福祉を中心とした様々なサービスを提供する機能をもった集合体を意味

する。 
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もちろん、運営者側に経済包摂という意識はないが、福祉包摂の窓口を利用して、雇用者を確

保しようという動きをキャッチし、かつ福祉包摂側もそうした社員寮／飯場の機能を実際に利用

して、相談者に紹介する機会が急激に現場では増えていた。この機会を利用して、当該の施設に

紹介をもらい、社員寮側にアプローチする手法を導入することとした。 

1-4. 不安定居住層をキャッチする入口の多様性 

さらに問題意識としては、不安定居住層をキャッチする代表的な入口となる一時生活支援事業

の支援実施窓口が、地域のそれぞれの特徴や今までの経緯を反映しながら機能しているその多様

性を解明する必要性を感じていた。政策的意味合いでは、生活困窮者自立支援事業において、一

時生活支援事業が任意事業である中、その実施率が最も低いこともあり、一時生活支援事業の対

象者、すなわちどのような属性の相談者をキャッチするのか、そのキャッチ機能の多様性が明ら

かになっている。また、一時生活支援事業が実施されず場合によっては異なる窓口によりそうし

た機能を代替している、といった現状の「改善」という要請もあった。なるべく多くの n を求め

る必要性のある中、不安定居住層をキャッチする多様な入口のメカニズムを把握し、それに応じ

た調査設計を行うことも追究することになった。 

そのメカニズムを当初描いたラフスケッチが図 1-2 である。要点は、縦軸に上から【仕事軸】

から【福祉軸】につなぎ、横軸に左から【安定居住軸】から【不安定居住軸】をつないでいる。前

者は要するに、経済包摂と社会包摂の関係を上下に布置している。後者は、不安定居住化の左か

ら右への流れを想定し、それをキャッチするセーフティネットのスクリーンを「生困」、「生保」、

「民間」の 3 種の窓口を想定して配置している。もちろんこのスクリーンを通らずに、不安定居

住が深刻化する流れもある。 

このスクリーンが両方とも存在するところと、「生困」のスクリーンのないところ、また両者の

連携がうまくいっているところ、公的なスクリーンだけでなく、「民間」独自のスクリーンを有し

ているところなど、種々存在している。こうした多様性は、背景となるハウジング資源の強弱に

も関係していることは、図の下層に描いているハウジング資源の有無ともかかわってくる。 
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図 1-2 不安定居住化をキャッチする経済包摂と福祉包摂のセーフティネットのメカニズム 

 

そして従前であればこうしたセーフティネットは、下側の福祉包摂の分野のみに効いていたと

いう構図であった。今回、福祉包摂からの一つの出口の就労自立という上への流れを、福祉包摂

の経路を経ずに新たに認定し、それを経済包摂の流れとしてセーフティネットの一翼として位置

付けるというメカニズムを新たに認証することにした。 

均質な社会サービスの存在が理想とされる中、地域によって不安定居住層のキャッチ力が異な

ることをどう是正すべきか、その手掛かりを今回の調査設計の中に組み込むために、なるべく多

様な窓口を選択して、その効果を知るということを追究することも課題とした。 

 

1-5. 6 種類の調査を実施 

こうして今回の調査では、この 3 つの課題意識、すなわち不安定居住層をキャッチする、経済

包摂、福祉包摂の実態を明らかにする、そして支援の窓口の多様性の要因を探る、という点を意

識して、6 つの調査を実施することにした。支援実施窓口に対する「入口調査」、経済包摂機能を

有するハウジング資源に対する「社員寮調査」で、この両調査では、それぞれアンケート調査（調

査１，調査２）とヒアリング調査（調査３，調査４）から構成される。そしてより広範に図 1-1 で

示した、n3 の領域、不安定居住経験の有無を聞き、有と答える層を対象とする「ネット調査」（調

査５）、社員寮、あるいは飯場と呼称される業界の動向調査、「建設業における不安定就労調査」

（調査６）の 6 つの調査を実施することになった。これらの調査は、次の第 2 章での「分析枠組」

を経て、第 3 章で「入口調査（利用者アンケート）」、第 4 章で、「社員寮調査（利用者アンケー

ト）」、第 5 章で、「ネット調査」、第 6 章で「入口、社員寮調査におけるヒアリング調査」と、分
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析結果が述べられる。そして第 7 章においては、大阪大都市圏を事例にした「建設業における不

安定就労調査」の分析結果が続く。最後に第 8 章で、得られた知見のまとめと今後の方向性につ

いて論じる。 
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第 2 章 分析の枠組み・得られた知見 

2-1. 不安定居住の定義 

今回、不安定居住層を定義するにあたって、（A）安定した住居である【定住】、（B）支援付き住

宅のような福祉がなければ住まいを確保できない層、社員寮などの仕事と同時に住まいを失う可

能性のある層を広い意味での不安定居住【暫定居住】、（C）長期間の滞在には向かないと考えられ

るネットカフェおよび、短期の利用が一般的であると考えれる一時生活支援事業をはじめとした

住居喪失者に対するシェルターなどへの【滞在】、（D）これまでホームレス自立支援法で定義して

きた「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでい

る者」を【路上】として、A～D の各ステージの縦軸を図表 2-1 のように設定した。本調査では B

と C が不安定居住にあたるものとして分析を行う。 

前章においても触れたが、（B）の長期の不安定居住と、（C）の短期の不安定居住には経済原理

に基づくものと、福祉制度に基づくものがあり、それぞれを、B1＝長期的経済包摂、B2＝長期的

福祉包摂 C1＝短期的経済包摂、C2＝短期的福祉包摂と分類を行う。 

なお、ここでは、短期的経済包摂のなかにはネットカフェのような市場原理に基づくものだけ

でなく、知人宅への居候などのインフォーマルなものも含めている。 

 

図表 2-1 不安定居住の位置づけ 
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さらに、これらの分類を明確化するため、図表 2-2 のように分類を行った。 

この分類を行うにあたっては、FEANTSA（ホームレスとともに活動する国民的アソシエーシ

ョンヨーロッパ連盟）が定義しているホームレス分類、ETHOS2（European Typology on 

Homelessness and Housing Exclusion、図表 2-3 参照）を参考にしつつ、日本の状況に合わせて

大きく改変したものである。 

ETHOS の分類と違う点として女性シェルター、移民シェルターが居住施策として日本では大

きく位置づけられていないため大分類としてあげなかったほか、ひとつの家に大人数で居住し一

人あたり面積が極端に狭くなる状況など日本では問題とされにくいもの、定義しづらいものは除

外した。 

一方で、ETHOS で位置づけられている「立ち退きが必要な住宅」を日本でも新しい不安定居

住概念として定義している。また、ETHOS において車中泊は insecure accomodition として、友

人宅やネットカフェのようなものとして分類されているが、日本の事情を鑑み、路上生活に近い

ものとして位置づけた。 

 

図表 2-2 不安定居住の分類 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-

housing-exclusion 
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図表 2-3 ETHOS 分類（参考） 
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2-2. 調査対象 

今回の調査では、量的調査として、①住み込み寮調査、②入口調査、③ネット調査を次の枠組

みで行っている。これに加え質的調査として、④住み込み寮調査に関連した派遣企業ヒアリング、

⑤入口調査に関連した自治体、支援団体ヒアリング、さらに、⑥飯場の日雇労働の求人状況に関

連したヒアリング、データ分析の 6 つを実施した。 

 

 

 

2-3. 得られた知見 

 

2-3-1. 不安定居住としての住み込み寮 

仕事と一体の安定した住まいである、住み込み寮であるが今回その不安定の一部が明らかとな

った。かなり粗い推計であるが、11 万 7500 人以上の不安定な住み込みが潜在しているという結

果となった。ヒアリングから、住まいの無い生活困窮者に対して一時生活支援事業が使えない場

合の選択肢に、住み込み寮が利用されることが多い事も確認できている。 

支援の出口として、住み込み寮を利用することの是非についての議論は、今後のより丁寧に調

査、検討を進めていく必要がある。主要な結果を以下にしめす。 

・ 入口調査において、相談者の 4 割が住み込み寮経験者であった。 

・ 住み込み寮調査において、回答者の半数は住居喪失経験をもつ。 

・ 住み込み寮調査において、働けなくなった場合に行く場所があるのは回答者の 2 割 

・ インターネット調査において、過去 3 年以内の不安定居住経験者のうち、過去 3 年以内の

住み込み寮等の経験は 39.6％である。また、現時点の住み込み寮等 4.1％、飯場は 1.6％、

ドヤが 1.0％である。 

・ インターネット調査において、住み込み寮等からの移行先をみると、生活保護の利用、生活
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保護施設、自立支援センター利用などが 4 割を占める。一時生活支援のシェルターへ移行

したのは 3.9％のみ。親族宅、知人・友人宅等のインフォーマルな移行先が 2 割、通常の賃

貸住宅に移行したのは 7.2％、住み込み寮のままが 9.7％、残りの 1 割は、路上や、24 時間

営業のネットカフェなどに流れている。 

 

2-3-2. 不安定居住としての知人・友人宅への同居 

今回の調査ではじめて数字がでたのが知人・友人宅への同居という居住形態である。 

・ 入口調査で、不安定になってからの居場所としては 19.4％、不安定になる直前の居所とし

ては 5％という数値があがっている。 

・ 住み込み寮調査では、住むところに困ったときに夜を過ごした場所として、31.2％が知人宅

という結果になった。 

・ インターネット調査では 46.5％が知人友人宅への同居経験ありと回答があり、過去 3 年に

絞っても 42.6％が知人友人宅への同居経験ありと回答した 

・ インターネット調査での現時点の知人友人宅への同居は 5.5％である。 

調査設計段階では大きく取り上げていなかったため、ネットカフェや 24 時間営業の店舗を転々

とするなかのひとつとしてしか位置づけておらず、詳しい分析ができる設計とはなっていないが、

すべての年齢層、性別であがってくるインフォーマルなセーフティネットであり、安定居住に移

行するためのステップにもなりうるといえるだろう。 

 

2-3-3. 不安定居住としてのネットカフェ 

不安定居住の代表格として取り上げられることが多いネットカフェ、24 時間営業店舗の利用に

ついても調査から利用者の割合が明らかになった。 

・ 入口調査では、「ネットカフェ」（34.1％）、「24 時間営業の店」（8.2％）が住まいを失って

からの居場所としてあげている。また、住まいを失う直前の居場所としてネットカフェ

2.2％となっている。 

・ 住み込み寮調査では、住むところに困ったときに夜を過ごした場所としてネットカフェ

45.9％、24 時間営業店舗 15.6％とあげている。 

・ インターネット調査では過去 3 年以内の不安定居住経験者のうち、過去 3 年以内の不安

定居住として「ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス」27.5％、「24 時間営業の飲食

店（ファーストフード店、ファミレス等）」18.2％があげられた。 

 

2-3-4. 路上・車上経験 

不安定居住と同様に、路上・車上経験についてもそれぞれの調査で確認を行っている。 

・ 入口調査では、26.1％が路上経験あり、3.2％が車上経験ありと回答している。 

・ 住み込み寮調査では、住むところに困って路上・公園を利用したのが 28.4％となってい

る。 

・ インターネット調査では、過去 3 年の不安定居住経験者のうち、過去 3 年の路上生活・

車上生活経験は 38.2％である。 
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・ インターネット調査では、不安定居住経験がある 3018 名全体では、重複はあるものの

9.6％が車上生活経験、4.8％が路上生活経験と回答している。 

 

 

2-3-5. 不安定居住を転々としている実態 

今回の調査から、これまで感覚的にしか、また部分的にしか把握できてこなかった不安定居住

者の総体が、本人の意識の有無も勘案することで、さまざまな不安定状況の摘出のもとに明らか

になったと言える。 

入口調査では、類似の調査をこれまでに行ってきたが、相談者自らの判断や認識にもとづく不

安定居住をとらえることで、ネットカフェや社員寮を安定したものと捉えるか、捉えないかの多

様性が浮き彫りになった。さらに調査対象を住まいの確保に関する相談者に絞り込むとともに、

なるべく関連する入口を全国的に多様に選択することで、一時生活支援事業および住居確保給付

金の利用状況、生活保護による不安定状況の一時的解消を、全体的に垣間見れる調査結果になっ

たことが確認できた。 

住み込み寮調査では、約半数に住居喪失経験があり、その多くがネットカフェや路上を経験し

てきたことがあきらかになった。ただし住み込み寮調査の協力の得られた事業所が限られている

ことは、現段階では止むを得ない。本報告書では、良心的な事業所からの回答にもとづく結果で

あり、類例のない調査であることも含め、今後の調査につながる試金石であるといえよう。 

50,000 人を母数とした大規模なインターネット調査そのものが、本邦において初めてのもので

あったが、全体の 6%が不安定居住を経験したという驚くべき結果が得られた。「知人友人宅・ネ

ットカフェ・サウナ・24 時間営業店舗等」、「無料低額宿泊所、生活保護施設等」「住み込み派遣

寮、飯場、ドヤ等」「路上生活・車上生活」といった多様な不安定居住があぶりだされた。それぞ

れの不安定居住に今まで対処が福祉の名のもとになされてきたが、不安定居住のキャリアが、こ

れらの不安定状況を転々（平均 2 箇所以上）としていることが明らかになった。 

また、今回実施した 3 つの量的調査の関係性として、「入口調査」は不安定居住者が、セーフテ

ィネットにリーチした事例であるが、セーフティネットにリーチしなかったケースもふくめたも

のとして、「社員寮調査」や「ネット調査」が位置づけられる。まだまだ多くの不安定居住層が、

生活困窮者自立相談支援事業を始めとするセーフティネットにリーチしていない実態もつかめた

のではないかと思われる。知人・友人・家族といったインフォーマルセクターの存在感も見て取

れたが、今後の調査、分析が待たれよう。社員寮のような経済包摂の形がセーフティネットとし

て機能し得るためにも、引き続き実態解明の調査の継続が必要であり、政策的議論を促すことも

要請されよう。   
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第 3 章 入口調査の分析 

3-1. 調査対象先と回答数 

表 3-1 は、入口調査で回答が得られた機関（以下「調査対象先」）の種別、一覧、それぞれの機

関でどれだけ回答数が得られたかを示している。 

 

表 3-1 調査対象先と回答数 

種別 名称 回答数 ％ 

アセスメントセンター

自立支援センター 

大阪市 97 16.9 

横浜市 109 19.0 

川崎市 49 8.5 

北九州市 28 4.9 

名古屋市 89 15.5 

小計 372   

生
活
保
護
窓
口 

自
立
相
談
支
援
事
業 

そ
の
他
支
援
窓
口 

広島市 9 1.6 

中間市 38 6.6 

ワンファミリー仙台 10 1.7 

札幌一時生活支援協議会 30 5.2 

市川ガンバの会 12 2.1 

東大阪市 14 2.4 

相模原市 8 1.4 

豊橋市 2 0.3 

尼崎市 9 1.6 

岡山市 16 2.8 

沖縄県 5 0.9 

那覇市 10 1.7 

新宿区 24 4.2 

茨木市 1 0.2 

神戸の冬を支えるかい 10 1.7 

市川市 5 0.9 

小計 203   

  合計 575 100.0 

 

3-2. 調査時の年齢 

 表 3-2 は上述した表 3-1 の調査対象先に訪れた際（調査実施時）の「年齢」を示している。み

るように年齢が上がるにつれて構成割合が高くなっていることがわかる。平均年齢は 50.3 歳であ

った。 
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表 3-2 調査時の年齢  

  人 ％ 有効％ 

～29 歳 65 11.3 11.3 

30～39 歳 89 15.5 15.5 

40～49 歳 117 20.3 20.4 

50～59 歳 120 20.9 20.9 

60 歳以上 182 31.7 31.8 

合計 573 99.7 100.0 

未回答 2 .3   

合計 575 100.0   

 

 

3-3. 居所（住宅）の確保が大変になったときの年齢 

 

対して表 3-3 は、「居所（住宅）の確保が大変になったときの年齢」を示したものである。なお

ここでいう「居所（住宅）の確保が大変になったとき」というのは、本人の主観的な認識に基づ

くものである。こちらも年齢が上がるにつれて、構成割合が増えていることがわかる。主観的な

認識であるとはいえ、年齢が上がるにつれて居所（住宅）の確保が困難になるリスクが高まるこ

とが示唆される。平均年齢は 46.1 歳であった。 

表 3-3 「居所（住宅）の確保が大変になったときの年齢」 

  人 ％ 有効％ 

～29 歳 94 16.3 16.4 

30～39 歳 112 19.5 19.5 

40～49 歳 119 20.7 20.7 

50～59 歳 107 18.6 18.6 

60 歳以上 142 24.7 24.7 

合計 574 99.8 100.0 

未回答 1 .2   

合計 575 100.0   

 

 

3-4. 居所（住宅）の確保が大変になって以後の寝泊まりの場所（複数回答） 

  

図 3-1 は、「居所（住宅）の確保が大変になって以後の寝泊まりの場所（複数回答）」を示した

ものである。 
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図 3-1 「居所（住宅）の確保が大変になって以後の寝泊まりの場所（複数回答）」 

 

もっとも割合が高いのは、「ネットカフェ」（34.1％）である。類似あるいはそれに近い商業施設

と考えられる「24 時間営業の店」（8.2％）、「ホテル・ドヤ」（19.0％）も含めると、回答者の 6 割

強が居所（住宅）の確保が大変になった後、これらの場所を寝泊まりの場所として利用していた

ことがわかる。次に割合が高いのは「住み込みの寮」（29.2％）である。この居所（住宅）の解釈

については次節で検討する。注目すべきは、「福祉施設」（20.8％）という回答が 3 割にのぼるこ

とである。今回の調査が何らかの福祉サービスへつながる入口での調査であること鑑みると、回

答者の1/5が過去に何らかの福祉施設に入所して、その後その支援が継続していないことになる。

なお、近年話題となっている「車上」は 3.2％であった。 

 

3-5. 居所（住宅）の確保が大変になる前の直前の居所（住宅） 

 

 表 3-4 は、「居所（住宅）の確保が大変になる前の直前の居所（住宅）」についてみたものであ

る。これも上述の年齢と同様、本人の主観的な認識に基づく回答である。 

 

表 3-4 「居所（住宅）の確保が大変になる前の直前の居所（住宅）」 

  人 ％ 有効％ 

実家 91 15.8 16.4 

賃貸住宅 233 40.5 41.9 

知人宅 28 4.9 5.0 

住み込みの寮 121 21.0 21.8 

飯場 13 2.3 2.3 

ネットカフェ 12 2.1 2.2 

ホテル・ドヤ 12 2.1 2.2 

19.4%

29.7%

6.4%

34.1%

8.2%

19.0%
20.8%

6.0%

26.1%

3.2%

9.1%
7.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%
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福祉施設 16 2.8 2.9 

刑務所 11 1.9 2.0 

路上 4 .7 .7 

不安定居住の状態はない 1 .2 .2 

その他 14 2.4 2.5 

合計 556 96.7 100.0 

欠損値 19 3.3   

合計 575 100.0   

 

客観的に考えると不安定な住まいと考えられる、「知人宅」（5.0％）、「ネットカフェ」（2.2％）、

「ホテル・ドヤ」（2.2％）が併せて約 9％にのぼる。少なくともこれらの回答をした人の主観では、

こうした居所は不安定な居所として捉えられていなかったという意味で興味深い結果といえる。 

「住み込みの寮」と答えた割合は 21.8％である。これも同様に、この回答をした人々の主観では、

「住み込みの寮」は不安定な居所とは捉えられていなかったということになる。とはいえ、先の

「居所（住宅）の確保が大変になって以後の寝泊まりの場所（複数回答）」では、「住み込みの寮」

と回答した割合が約 34.1％に上っていた（図 3-1）。ここから、「住み込みの寮」は、安定した居所

みる人と不安定な居所とみる人との認識の隔たりが大きい居所であるということができる。なお、

「住み込みの寮」の調査の詳細については次章を参照されたい。 

  

 

3-6. 居所（住宅）の確保が大変になる前の直前の居所（住宅）にいたときの仕事の形態 

 

 それでは、上の表 3-4 の居所（住宅）にいたときの仕事の形態はどのようなものだったのであ

ろうか。表 3-5 はその結果である。 

 

表 3-5 居所（住宅）の確保が大変になる前の直前の居所（住宅）にいたときの仕事の形態 

  人 ％ 有効％ 

正社員 119 20.7 21.1 

自営業 31 5.4 5.5 

派遣・請負・契約 138 24.0 24.5 

アルバイト・パート 107 18.6 19.0 

日雇い 64 11.1 11.3 

無職 94 16.3 16.7 

その他 11 1.9 2.0 

合計 564 98.1 100.0 

欠損値 11 1.9   

合計 575 100.0   



 
 

 
21 

 

 

 「正社員」は 21.1％にとどまり、居所（住宅）の確保が困難になる以前から、「派遣・請負・契

約」（24.5％）、「アルバイト・パート」（19.0％）、「日雇い」（11.3％）といった仕事に就いていた

人が少なくないことがわかる。ただしこの結果は、上述の居所にいる間のどの時点の仕事の形態

を回答しているのかはわからない。例えば「実家」に住んでいた人が、最初は「正社員」であった

が、その住まいを失う直前に「派遣・請負・契約」といった形態で仕事をしていた場合、どちらを

回答しているかは不明である。 

 

3-7. 年代別にみる不安定居住期間の内実 

 

 上述した通り、今回の調査時点における回答者の平均年齢は 50.3 歳であり（表 3-2）、「居所

（住宅）の確保が大変になったときの年齢」は 46.1 歳であった（表 3-3）。したがって回答者

は、（途中「福祉施設」に入所した経験がある人々もいるとはいえ）、今回の調査対象先に来所す

るまで、平均して約 4 年間の「不安定居住期間」があったことになる。 

しかし、これはあくまでも平均値であり、人によっては居所の確保が困難になってから、ほと

んど間を置かずに今回の調査対象先を訪れた人もいれば、長く不安定居所を転々とした果てに今

回の調査対象先に来た人もいる。 

以降では、どのような人が「不安定居住期間」が長くなる傾向にあるのか、どういった人がど

ういった場所を利用する傾向にあるのか、という点について年代別にみていく。 

ではまず、回答者の「不安定居住期間」についてみてみよう。表 3-6 は、居所（住宅）の確保

が大変になってから、今回の調査対象先に来るまでの期間をカテゴリー別にみたものである。 

 

表 3-6 「居所（住宅）の確保が大変になってから、今回の調査対象機関に来るまでの期間」 

  人 ％ 有効％ 

1 年未満 251 43.7 44.4 

1 年以上 5年未満 159 27.7 28.1 

5 年以上 155 27.0 27.4 

合計 565 98.3 100.0 

未回答 10 1.7   

合計 575 100.0   

 

 「1 年未満」が 44.4％であり、回答者の約半数が居所（住宅）の確保が困難になってから比較

的短い間に今回の調査対象先を訪れていることがわかる。他方で、「5 年以上」も 27.4％おり、

相当の期間が経過してから今回の調査対象先に訪れている人もいることがわかる。 

 これを踏まえて、年代別に「不安定居住期間」（平均値）の関係をみたものが表 3-7 である。

年齢が上がるにつれて、平均値が下がっていることがわかる。すなわち、年齢が若いほど今回の

調査対象先につながるまでの期間が長かったことになる。 
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表 3-7 年代と不安定居住期間（平均／年）との関係 

年代 
不安定居住期間 

（平均／年） 

～39 歳 5.88 

40～59 歳 3.75 

60 歳以上 2.37 

 

 それでは、年代別に「不安定居住期間」に利用している居所（住宅）の数と種類に違いはある

であろうか。表 3-8 は、それらの関係についてみたものである。（利用平均数は、下表の居所

【住宅】の数を足し合わせて算出） 

 

 

表 3-8 年代と不安定居住期間中の利用居所の数・種類の関係 

  知人宅 住み込みの寮 飯場 ネットカフェ 

24 時間 

営業の店 

ホテル・ドヤ 福祉施設 刑務所 車上 合計 平均利用数 

～39 歳 

42 77 22 98 25 32 55 14 5 180 

1.80 

23.3% 42.8% 12.2% 54.4% 13.9% 17.8% 30.6% 7.8% 2.8%   

40～59 歳 

40 68 9 78 16 48 41 13 6 177 

1.41 

22.6% 38.4% 5.1% 44.1% 9.0% 27.1% 23.2% 7.3% 3.4%   

60 歳以上 

27 22 5 16 5 27 21 7 7 97 

0.96 

27.8% 22.7% 5.2% 16.5% 5.2% 27.8% 21.6% 7.2% 7.2%   

合計 109 167 36 192 46 107 117 34 18 454   

 

図 3-2 年代と不安定居住期間中の利用居所種類の関係 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
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年代が上がるにつれて、平均利用数が下がっていることがわかる。「60 歳以上」の数値は 0.96

である。すなわち不安定居住期間中に利用した居所（住宅）の数は約 1 ヶ所ということになる。

一方「～39 歳」は 1.80 であり、1 ヶ所以上利用していたことがわかる。 

利用している居所（住宅）の種類では、「知人宅」では、60 歳以上で利用している割合が高

い。「住み込みの寮」、「飯場」は若い年代ほど利用している。「ネットカフェ」、「24 時間営業の

店」では若い年代の利用の割合が高いが、類似のものと考えられる「ホテル・ドヤ」では「60

歳以上」の利用の割合が高い。おそらく若い年代にとってドヤはなじみがない居所であることが

この結果に反映していると思われる。「福祉施設」は若い年代ほど利用の割合が高い。健康状態

や仕事の見つけやすさといった点から考えるとやや意外な結果である。とはいえ、先も述べた通

りこの調査は福祉サービスの入口での調査であり、その意味では、若い年代ほど福祉の利用が継

続していないという理解が可能である。 

 

3-8. まとめ 

 最後の本章で明らかになったことを簡単にまとめ、今後の不安定な居住状態にある生活困窮者

の把握手法の課題について述べる。 

 居所（住宅）の確保が大変になったときの平均年齢は 46.1 歳であった。ただしこれはあくま

でも本人の主観であり、これ以前の居所（住宅）をみると、客観的に見て不安定な居所と考えら

れる「知人宅」、「ネットカフェ」、「ホテル・ドヤ」等の居所（住宅）に住んでいる人もいた。こ

うした人々はこれらの居所（住宅）に住んでいても、居所（住宅）の確保が大変であるとは捉え

ていないので、支援を求めるような行動はとらないという意味で、その実態の把握が困難である

層である。「住み込みの寮」は、安定した居所みる人と不安定な居所とみる人との認識の隔たり

が大きい居所であったが、居所（住宅）の確保が大変になる前と後でも 3 割程度の人が利用して

いた。これまで「住み込みの寮」に住まう人々は、仕事も住まいもあるという意味で、「不安定

な居住状態にある生活困窮者」とは必ずしもみなされてこなかったが、結果として、今回の入口

調査での回答者なっている（すなわち生活に困窮している）ということを鑑みれば、そういうよ

うに位置付けることも可能であるといえる。今後、こうした居所（住宅）に住まう人をどのよう

に把握していくかが、不安定な居住状態にある生活困窮者の把握手法の課題の一つであるといえ

る。 

 また、回答者の 6 割強が、居所（住宅）の確保が大変になった後、「ネットカフェ」、「24 時間

営業の店」、「ホテル・ドヤ」を寝泊まりの場所として利用していた。こうした商業施設での調査

は、全国レベルでは 2007 年にネットカフェを対象にして行われたのみであり、必ずしもその実

態が明らかになっているとはいえない。この背景には、商業施設であるということが調査の実施

を困難にしていることがある。しかしながら今回の調査結果を鑑みると、不安定な居住状態にあ

る生活困窮者の把握手法を考えるにあたっては、これらの居所に対する多様な手法を駆使した実

態把握が不可欠であると考えられる。 

 年代別にみると、若い年代の方が「不安定居住期間」が長く、その間の利用居住先も多い傾向

にあった。不安定な居住状態にある生活困窮者の把握手法の開発にあたっては、年代別のこのよ

うな動向を踏まえ、どこにどのような調査をするかを見定めていく必要があろう。なお、今回の
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調査では、居所（住宅）の確保が大変になった後の寝泊まりの場所を複数回答で尋ねているが、

今後、調査の実施にあたっては、居所（住宅）の確保が大変になった後「まずどこを寝泊まりの

場所として利用したのか」ということを属性別に明らかにしていく必要があるだろう。これが明

らかになることにより、不安定な居住状態にある生活困窮者の把握がより可能になると考えられ

る。 
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参考資料（調査票） 
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第 4 章 社員寮・住み込み入居者調査 

4-1. 調査の概要 

 本調査研究事業において、不安定居住状態にある者の実態や生活困窮者自立支援事業の対応を

把握する目的で、同事業の自立相談支援事業や一時生活相談支援事業を行う事業者等に対して聞

き取り調査を行ったところ、建築・土木や製造などの労働者が入居する社員寮・飯場・住み込み

といった居住形態の存在感が浮き彫りとなってきた。それは、一つには、社員寮や住み込み先に

入居する労働者が職と住まいを失って生活困窮者自立支援事業の相談窓口に辿り着くという局面

である。もう一つには、生活困窮者自立支援事業の相談援助の結果として、例えば無職で路上生

活の状態から社員寮・住み込みに移って職と住まいを得るという路上生活脱却のルートが、各地

で一定程度のボリュームを持っていることが判明したという点である。 

 そこで本調査研究事業では、全国各地の生活困窮者支援や生活保護、ハローワーク等に関わる

行政機関や民間支援団体等に聞き取りを重ねて得られた情報にもとづいて、社員寮や住み込み先

に労働者を入居させて雇用する各地の事業者を訪問して聞き取りや視察を行ったとともに、社員

寮・住み込みの入居者を対象とするアンケート調査を行った。このアンケート調査で尋ねたのは、

社員寮・住み込みの入居期間や良いと思うサービス、そこに入居して働くようになったきっかけ、

住むところに困った経験の有無、そして今後の仕事や住まいについての意向、働けなくなった場

合の行き先の有無などである。用いた調査票については、本章の末尾に掲載している。 

 アンケート調査の依頼と回収の方法については、われわれ調査チームが行政機関や民間支援団

体等から情報を得た社員寮・住み込み事業者の管理者等に対して調査の依頼を行い、その管理者

等が入居者に調査票が配布し、入居者が回答した調査票をその内容が管理者等の目にふれないよ

うにして管理者等が集約し、管理者等から調査チーム事務局へ返送していただいた。われわれ調

査チームが訪問して調査への協力を得られた社員寮・住み込み事業者数は 8 事業者で、回答の得

られた入居者数は 216 人である（表 4-1-1）。訪問がかなわなかった事業者や、訪問して調査を

依頼したものの様々な事情によって調査への協力が得られなかった事業者もある。 

 これらの事業者の業種は、建築・土木を主とするものが 4 事業者、製造やサービスが 4 事業者

となっている。 

 なお、今回の調査は、あくまで「不安定な居住状態にある生活困窮者の把握手法」の開発を目

的としていることから、調査対象は統計学的なサンプリング手法にもとづいて選定したものでは

なく、上記の通りわれわれ調査チームが各地の行政機関や民間支援団体等から情報を得た社員寮・

住み込み事業者の一つひとつに依頼して行ったものである。そのため今回の調査の結果について

は、もちろん一般化することはできないことを断りつつも、かつて十分に明らかにされてこなか

った実態やニーズの一端にアプローチできた点で、今後の調査研究や施策検討の具体的課題を捉

える手がかりとなり得ると考えられる。 
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表 4-1-1 調査対象事業者と回答者数 

事業者名 回答者数 ％ 有効％ 

A 80 37.0  37.0  

B 27 12.5  12.5  

C 20 9.3  9.3  

D 20 9.3  9.3  

E 10 4.6  4.6  

F 27 12.5  12.5  

G 26 12.0  12.0  

H 6 2.8  2.8  

合計 216 100.0  100.0  

注）この表中の事業者名の記号は、本報告書の他章で用い

る事業者名記号とは異なる。 

 

 それでは次節以降で、調査票の構成にもとづき、次の三つの柱の順で調査結果について述べる。

まず社員寮・住み込み入居者の現在の仕事・生活、次に現在の仕事・生活に至るプロセスやきっ

かけ、最後に今後の仕事・生活に関する意向である。 

 

4-2. 入居者の現在の仕事・生活 

 まず調査結果の一本目の柱として、社員寮・住み込み入居者の現在の仕事・生活についてみて

いくことにする。 

 

4-2-1. 入居者の性別、年齢、最終学歴 

 社員寮・住み込み入居者の基本的な属性について、表 4-2 は性別をみたものである。男性が 195

人（93.3％）と全体の 9 割を上回っている。女性 14 人については、主に製造やサービスの業種の

3 つの事業者に分布している。 

 

表 4-2-1 入居者の性別 

  人 ％ 有効％ 

男性 195 90.3  93.3  

女性 14 6.5  6.7  

合計 209 96.8  100.0  

無回答 7 3.2   

合計 216 100.0   
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 次に表 4-2-2 で入居者の年齢階層をみると、最も多いのは 40 代（52 人、26.7％）と 50 代（50

人、25.6％）で両者を合わせて全体の 5 割を占め、次いで 20 代（28 人、14.4％）と 30 代（33

人、16.9％）を合わせて 3 割となっている。20 代から 50 代で全体の 8 割強にのぼっており（163

人、83.6％）、いわゆる稼働年齢層が大半を占めている。なお、年齢は最も若くて 18 歳、高齢で

67 歳、年齢の平均は 44.3 歳、標準偏差は 13.3 となっている。 

 

表 4-2-2 入居者の年齢層 

  人 ％ 有効％ 

20 歳未満 5 2.3  2.6  

20 代 28 13.0  14.4  

30 代 33 15.3  16.9  

40 代 52 24.1  26.7  

50 代 50 23.1  25.6  

60 代 27 12.5  13.8  

合計 195 90.3  100.0  

無回答 21 9.7   

合計 216 100.0   

 

 この年齢層別に先の性別分布をみたものが表 4-2-2-1 である。男性と女性ともに、主に 20 代か

ら 50 代に分布していることが分かる。 
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 入居者の最終学歴をみると（表 4-2-3）、高校卒業が 100 人（48.1％）で 5 割近くを占め、中学

卒業の 40 人（19.2％）と高校中退の 35 人（16.8％）の両者で 36％となっている。1 割を下回る

ものの大学卒業が 17 人（8.2％）となっている。なお、この最終学歴について年齢層別にみても、

全体の傾向はほぼ同様の結果となっている。 

 

表 4-2-3 入居者の最終学歴 

  人 ％ 有効％ 

中学校 40 18.5  19.2  

高校中退 35 16.2  16.8  

高校 100 46.3  48.1  

専門学校 15 6.9  7.2  

大学 17 7.9  8.2  

大学院 1 0.5  0.5  

合計 208 96.3  100.0  

無回答 8 3.7   

合計 216 100.0   

 

4-2-2. 雇用形態 

 入居者の雇用形態をみたものが表 4-2-4 である。雇用形態の回答をみる際には留意を要する。

例えば、建築・土木業種のある事業者の場合は、すべての労働者について日雇いで雇用して社会

保険（厚生年金、健康保険）に加入している。そのため、この事業者の社員寮入居者の回答は正

確には「日雇い（日給月給を含む）」となるはずが、彼らの多くは月に 25 日程度就労し、社会保

険に加入していることからも、一定程度の回答者が「正社員」と回答している。あるいは一定期

間ごとに建築・土木の現場へ送迎されて就労するためか、「派遣・請負・契約」の回答も多くみら

れる。このように、雇用形態の回答が実際の労働契約と異なる点について注意が必要である。 

 

表 4-2-4 雇用形態       

  人 ％ 有効％ 

正社員 60 27.8  29.9  

派遣・請負・契約 91 42.1  45.3  

アルバイト・パート 4 1.9  2.0  

日雇い（日給月給を含む） 44 20.4  21.9  

その他 2 0.9  1.0  

合計 201 93.1  100.0  

無回答 15 6.9   

合計 216 100.0   
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4-2-3. 現在の社員寮・住み込み先に住んでいる期間 

 次の表 4-2-5 は、現在の社員寮・住み込み先に住んでいる期間（年・月・日）について尋ねた結

果を整理して集計したものである。全体の分布を大きく分けると、1 年未満の期間に 4 割強（83

人、41.2％）、1〜5 年未満に 3 割（60 人、29.9％）、5〜10 年未満に 2 割弱（33 人、16.4％）と

なっている。期間の最も短い者で 1 週間未満が 3 人、長い者では約 25 年と約 27 年がそれぞれ 1

人みられる。全体を 5 年以上の括りでみると 3 割（58 人、28.8％）となり、現在の社員寮・住み

込み先での一定程度の定着度合いがみてとれる。 

 

表 4-2-5 現在の社員寮・住み込み先に住んでいる期間 

  人 ％ 有効％ 

1 ヶ月未満 9 4.2 4.5 

1 ヶ月〜3 ヶ月未満 23 10.6 11.4 

3 ヶ月〜半年未満 24 11.1 11.9 

半年〜1 年未満 27 12.5 13.4 

1〜3 年未満 41 19.0 20.4 

3〜5 年未満 19 8.8 9.5 

5〜10 年未満 33 15.3 16.4 

10 年以上 25 11.6 12.4 

合計 201 93.1 100.0 

無回答 15 6.9  

合計 216 100.0  

 

 この住み込み期間について年齢層別に集計すると（表 4-2-5-1）、年齢が比較的若いほど住み込

みの短い者の割合が高く、年齢が上がっていくにしたがって住み込み期間の長くなる傾向がみら

れ、20〜30 代と 40〜60 代とで特徴が分かれている様子がうかがえる。 
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4-2-4. 国民年金・厚生年金と健康保険の加入有無 

 国民年金・厚生年金と健康保険の加入有無をみると（表 4-2-6）、加入していると回答した者が

154 人（76.2％）、加入していないと回答した者が 32 人（15.8％）となっている。この設問では

加入している年金制度が国民年金か厚生年金かの判別はできないものの、先の雇用形態の箇所で

ふれた建築・土木業種の事業者のようにすべての入居者について社会保険（厚生年金、健康保険）

に加入させている場合もある。 

 

表 4-2-6 国民年金・厚生年金と健康保険の加入有無 

  人 ％ 有効％ 

加入している 154 71.3 76.2 

加入していない 32 14.8 15.8 

わからない 16 7.4 7.9 

合計 202 93.5 100 

無回答 14 6.5  

合計 216 100  

 

 国民年金・厚生年金と健康保険の加入期間については（表 4-2-7）、これは前職を含めた加入期

間を問うているもので、1〜5 年未満が 17 人（35.4％）、5〜10 年未満が 10 人（20.8％）、20〜30

年が 12 人（25.0％）となっている。 

 

表 4-2-7 前職を含めた国民年金等の加入期間 

  人 ％ 有効％ 

1 年未満 2 0.9  4.2  

1〜5 年未満 17 7.9  35.4  

5〜10 年未満 10 4.6  20.8  

10〜15 年未満 4 1.9  8.3  

15〜20 年未満 3 1.4  6.3  

20〜30 年 12 5.6  25.0  

合計 48 22.2  100.0  

無回答・非該当 168 77.8   

合計 216 100.0   
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4-2-5. 労働日数と労働時間 

 表 4-2-8 で一週間の労働日数をみると、6 日が最も多く 106 人（58.9％）で 6 割弱、次いで 5 日

が 69 人（38.3％）で 4 割弱を占めている。 

 この労働日数を年齢層別に集計すると、どの年齢層においても主に5日と6日に分布しており、

年齢層ごとの明確な特徴はみられない。 

 事業者別にみると、建築・土木の場合に 6 日の割合が高く、製造の場合に 5 日の割合が高い傾

向にある。ただし、事業者のサンプルが少ないことから、それぞれの事業者や入居者の個別的な

特徴が影響していることも想定される。 

 

表 4-2-8 一週間の労働日数 

  人 ％ 有効％ 

5 日未満 2 0.9  1.1  

5 日 69 31.9  38.3  

6 日 106 49.1  58.9  

7 日 3 1.4  1.7  

合計 180 83.3  100.0  

無回答・不明 36 16.7   

合計 216 100.0   

 

 次に表 4-2-9 で一日あたりの平均労働時間をみると、8 時間が 173 人（84.0％）で大半を占め

ている。8 時間未満については 7 時間台がほとんどで、8 時間未満の 4 分の 3 を占める。 

 

表 4-2-9 一日あたりの平均労働時間 

  人 ％ 有効％ 

8 時間未満 21 9.7  10.2  

8 時間 173 80.1  84.0  

8 時間超 12 5.6  5.8  

合計 206 95.4  100.0  

無回答・不明 10 4.6   

合計 216 100.0   
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4-2-6. 収入と寮費・食費 

 1 ヶ月あたりの収入（手取り額）をみたものが表 4-2-10 である。回答者は単身生活で、そのう

ち多くが 10 万円から 25 万円にかけて分布している。ただし、すぐ後にふれるように、この収入

（手取り額）から寮費・食費を支払う場合が大半である。 

 この収入（手取り額）について年齢層別および住み込み期間別に集計したところ、統計学的に

有意ではないものの、ごく若干程度、年齢層や住み込み期間が上がるにつれて収入（手取り額）

が高くなる傾向がみられる。 

 

表 4-2-10 1 ヶ月の収入（手取り額） 

  人 ％ 有効％ 

10 万円未満 33 15.3  15.3  

10〜15 万円未満 48 22.2  22.2  

15〜20 万円未満 41 19.0  19.0  

20〜25 万円未満 50 23.1  23.1  

25〜30 万円未満 30 13.9  13.9  

30 万円以上 14 6.5  6.5  

合計 216 100.0  100.0  

 

 この収入のなかに社員寮・住み込み先に支払う寮費・食費が含まれているかどうかについて問

うたところ、表 4-2-11 のように、含まれている（「寮費・食費を給与から支払っている」）との回

答が 183 人（92.0％）と大部分を占める。 

 この回答について住み込み先の事業者別に集計したところ、収入が寮費・食費が含まれるかど

うかは各事業者のなかでも入居者ごとに回答の散らばりがみられる。 

 

表 4-2-11 上記の収入に寮費・食費が含まれるか 

  人 ％ 有効％ 

寮費・食費を給与から支払っている 183 84.7  92.0  

寮費・食費を給与から支払っていない 16 7.4  8.0  

合計 199 92.1  100.0  

無回答 17 7.9   

合計 216 100.0   
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 入居者が社員寮・住み込み先に支払う 1 ヶ月の寮費・食費は表 4-2-12 の通りで、8〜10 万円未

満が 88 人（57.1％）と半数超を占めている。次いで、5〜8 万円未満が 28 人（18.2％）、3〜5 万

円未満が 24 人（15.6％）となっている。 

 この寮費・食費については、住み込み先の事業者別に特徴がみられる。寮費・食費が主に「3〜

5 万円未満」と「5〜8 万円未満」に分布するのが 2 事業者、大半が「8〜10 万円以上」に分布す

るのが 3 事業者となっている。 

 

表 4-2-12 1 ヶ月の寮費・食費 

  人 ％ 有効％ 

3 万円未満 5 2.3  3.2  

3〜5 万円未満 24 11.1  15.6  

5〜8 万円未満 28 13.0  18.2  

8〜10 万円未満 88 40.7  57.1  

10 万円以上 9 4.2  5.8  

合計 154 71.3  100.0  

無回答 62 28.7   

合計 216 100.0   

 

 そこで、現在の社員寮・住み込み先への入居前と比べて自由に使えるお金が増えたかどうかを

尋ねたところ、表 4-2-13 のように、多数を占めるのは「あまり変わらない」82 人（40.2％）と

「増えた」76 人（37.3％）で「減った」は 46 人（22.5％）となっている。 

 この回答について、住み込み先の事業者、住み込み期間、寮費・食費ごとに集計したところ、

かならずしも明確な特徴はみられない。 

 

表 4-2-13 入居前と比べて自由に使えるお金が増えたか 

  人 ％ 有効％ 

増えた 76 35.2  37.3  

あまり変わらない 82 38.0  40.2  

減った 46 21.3  22.5  

合計 204 94.4  100.0  

無回答 12 5.6   

合計 216 100.0   
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4-2-7. 休みの日の過ごし方 

 休みの日に過ごすことの多い相手をみると（表 4-2-14）、最も多いのが「一人」で 108 人（52.7％）

と 5 割を上回っている。次いで、「同じ寮の友人」と「寮以外の友人」がそれぞれ 29 人（14.1％）

となっている。 

 

表 4-2-14 休みの日は誰と過ごすことが多いですか 

  人 ％ 有効％ 

同じ寮の友人 29 13.4 14.1 

寮以外の友人 29 13.4 14.1 

家族 9 4.2 4.4 

恋人 6 2.8 2.9 

一人 108 50.0 52.7 

その他 24 11.1 11.7 

合計 205 94.9 100.0 

無回答 11 5.1  

合計 216 100.0  

 

 この、休みの日に過ごすことの多い相手について年齢層別にみたものが、表 4-2-14-1 である。

まず注目される特徴は、40 代から 60 代の年齢層で「一人」の回答割合が高くなっている点であ

る。他方で 20 代や 30 代の場合は、「同じ寮の友人」や「寮以外の友人」と過ごす割合が比較的高

いことが分かる。 
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 次に、休みの日に何をして過ごすことが多いかについて、自由回答をカテゴリー化して集計し

たものが表 4-2-15 である。例えば、ゲームと買い物のように複数の記載がある場合は、それぞれ

を一つの回答として扱い、全体を複数回答として集計を行った。結果をみると、最も多いのは「ギ

ャンブル（パチンコ、競馬、競輪など）」で 41 人（34.5％）と 3 分の 1 にのぼっている。次いで、

「居室でゲーム」が 26 人（21.9％）、「居室で寝る、休養」が 24 人（20.2％）、「買い物」が 23 人

（19.3％）とそれぞれ 2 割程度を占める。全体的に主な特徴といえるのは、ギャンブルの回答が

多い点、居室において一人で過ごすとする回答が多い点である。 

 

表 4-2-15 休みの日に何をして過ごすことが多いか（複数回答） 

  回答数 ％ ケース％ 

ギャンブル（パチンコ、競馬、競輪など） 41 19.7  34.5  

居室でゲーム 26 12.5  21.8  

居室で寝る、休養 24 11.5  20.2  

買い物 23 11.1  19.3  

外出してその他の趣味（イベント、スポーツ、図書館、散歩など） 18 8.7  15.1  

居室でテレビ 14 6.7  11.8  

居室でその他の趣味（DVD、漫画、料理など） 12 5.8  10.1  

外食 12 5.8  10.1  

居室で読書 9 4.3  7.6  

飲みに行く 8 3.8  6.7  

家事（洗濯、掃除など） 6 2.9  5.0  

居室で過ごす 6 2.9  5.0  

ネットカフェ 3 1.4  2.5  

家族と会う 2 1.0  1.7  

その他 4 1.9  3.4  

合計 208 100.0  174.8  
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4-2-8. 社員寮・住み込み先・仕事場で良いと思う点、サービス 

 現在の社員寮・住み込み先や仕事場について、良いと思う点やサービスを複数回答で尋ねたと

ころ、表 4-2-16 の結果となった。大きな特徴として、まず、食事（46.5％）やお風呂（55.9％）、

テレビ（48.5％）、wifi（31.2％）、個室（72.8％）といった日常生活環境に関わる回答が多くみら

れ、食事の栄養バランスや日常的な入浴の確保などの機能を社員寮・住み込み先がはたしている。 

 次に、諸々の支払い手続きや家計管理に関するものとして「家賃や光熱費の支払い手続きがい

らない」（66.3％）や「社会的諸手続き（税金、健康保険、住民票等）のサポートがある」（30.7％）、

「給与の先払い・預かりがある」（30.7％）などのように、入居者の家計や行政手続きに関する生

活マネジメントをサポートする機能を社員寮・住み込み先が提供している点にも注目できる。 

 さらに、社会関係に関するものとして、「日常会話の相手がいる」（22.8％）や「休日・仕事終わ

りに遊ぶ相手がいる」（19.3％）、「困ったときの相談ができる」（34.7％）にも一定程度の回答がな

されている。事業者に対する聞き取りにおいても、寮における社会関係の意義は印象的で、仕事

から寮に帰ってきて入居者どうしで会話をしながら夕食をとっている様子や、休日に同じ寮の友

人と出かけたり、家計に困ったり行政手続きで不明なことがあった場合に寮の管理者に相談をし

たりするなどの様子を伺ったことをふまえると、社員寮・住み込み先が日常的な会話や相談など

の社会関係基盤となっており、社会的孤立を防いでいる面があるともいえる。 

 

 この、現在の社員寮・住み込み先や仕事場について良いと思う点やサービスについて、年齢層

表 4-2-16 現在の社員寮・住み込み先・仕事場で良いと思う点、サービス（複数回答） 

  回答数 ％ ケース％ 

食事が出る 94 8.8% 46.5% 

毎日、お風呂に入れる 113 10.6% 55.9% 

テレビがある 98 9.2% 48.5% 

wifi がある 63 5.9% 31.2% 

個室である 147 13.8% 72.8% 

朝起こしてもらえる 24 2.3% 11.9% 

家賃や光熱費の支払い手続きがいらない 134 12.6% 66.3% 

日常会話の相手がいる 46 4.3% 22.8% 

休日・仕事終わりに遊ぶ相手がいる 39 3.7% 19.3% 

困ったときの相談ができる 70 6.6% 34.7% 

立地・アクセスが良い 65 6.1% 32.2% 

社会的諸手続き（税金、健康保険、住民票等）のサポートがある 62 5.8% 30.7% 

資格取得のサポートがある 26 2.4% 12.9% 

技能訓練が受けられる 15 1.4% 7.4% 

給与の先払い・預かりがある 62 5.8% 30.7% 

その他 6 0.6% 3.0% 

合計 1064 100.0% 526.7% 



 
 

 
38 

 

別に集計したところ、食事やお風呂、wifi、会話や遊ぶ相手、各種支払い等の手続きなどについて、

年齢層ごとの特徴的な傾向はみられない。これは住み込み期間別に集計した場合も同様の結果で

あった。 

 一般的に社員寮・住み込みという居住形態は、職を失う場合に住まいも同時に失う点で不安定

な面をもつこともあって、例えば生活困窮者自立支援事業において路上やネットカフェ等で寝泊

りする状態から脱却する際に社員寮・住み込みを活用することについては、聞き取りを行った支

援員のなかでも評価が分かれている。しかしここでは、生活困窮者支援における社員寮・住み込

み活用の是非を述べるものでなく、あくまで調査で得られた結果として、入居者が積極的に評価

している点を示している。このように入居者が社員寮・住み込み先に対して積極的に評価してい

る点は、彼らが日常生活を送るうえで自ら行ったり確保したりすることが困難なものとして捉え

ることもできる。 

 

4-3. 現在の仕事・生活に至るプロセスやきっかけ 

 次に、調査結果の二本目の柱として、現在の社員寮・住み込み先に入居して働くようになった

きっかけや、それまでのプロセスについてみていくことにする。 

 

4-3-1. 現在の会社で働くようになったきっかけ 

 現在の会社で働くようになったきっかけを尋ねたところ（表 4-3-1）、「求人情報誌を見て」（57

人、28.9％）や「ハローワークの紹介」（36 人、18.3％）、「インターネットで知った」（19 人、

9.6％）が比較的多くみられる。それらと匹敵する割合で、「行政、支援機関の紹介」が 45 人（22.8％）

と 2 割強を占めている。職や住まいを失った相談者に対して、行政や支援機関が社員寮・住み込

みの仕事を紹介していると想定され、そうしたルートでの入居がこの調査で入居者の 4 分の 1 程

度にのぼる点は注目される。 

 

表 4-3-1 現在の会社で働くようになったきっかけ 

 人 ％ 有効％ 

求人情報誌を見て 57 26.4  28.9  

ハローワークの紹介 36 16.7  18.3  

インターネットで知った 19 8.8  9.6  

友達が働いていたから 10 4.6  5.1  

過去にこの会社で働いていた 7 3.2  3.6  

行政、支援機関の紹介 45 20.8  22.8  

路上で声をかけられて 1 0.5  0.5  

その他 22 10.2  11.2  

合計 197 91.2  100.0  

無回答 19 8.8   

合計 216 100.0   
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 この回答について年齢層別に集計したところ（表 4-3-1-1）、「求人情報誌を見て」は 40 代から

60 代にかけて比較的高くなっている。「インターネットで知った」は 30 代と 40 代で高めとなっ

ている。他方で「行政、支援機関の紹介」は、いずれの年齢層にもまたがって分布していること

が分かる。 

 

 

 

 さらに、事業所別に集計すると、全体では「行政、支援機関の紹介」が 2 割強を占めるのに対

して、複数の事業者（建築・土木、製造）においては約 7〜8 割にのぼっている。各地の相談機関

の特質が、社員寮・住み込み先への入居に影響を与えていると捉えることができる。 

 

  



 
 

 
40 

 

4-3-2. 現在の会社に来る直前の住居と仕事 

 現在の会社に来る直前に住んでいた住居の種類をみたものが、表 4-3-2 である。多いのは「一

人暮らし（貸家）」が 78 人（38.0％）で 4 割弱、次いで「家族と同居（持ち家）」と「住み込みの

寮」がそれぞれ 35 人（17.1％）で 2 割弱となっている。特徴的なのは、現在と同じく住み込みの

寮に住んでいた者が 2 割近くを占めている点、「福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提

供する居住施設等）」が 15 人（7.3％）と一定程度みられる点、少数ながら知人宅やネットカフェ、

ホテル・ドヤといった居住状態もみられる点である。 

 ここで回答された居住形態を大まかに二つに分けてみると、安定的な居住形態（「家族と同居」、

「一人暮らし」）は 7 割弱（138 人、67.3％）で、不安定的な居住形態（「知人宅」、「住み込みの

寮」、「飯場」、「ネットカフェ」、「ホテル・ドヤ」、「福祉施設」）は 3 割（61 人、29.8％）という構

成割合となっている。このような割合で、不安定的な居住形態にあった者が社員寮・住み込みへ

と注ぎ込んでいる流れがうかがえる。 

 

表 4-3-2 現在の会社に来る前に住んでいた住居の種類 

  人 ％ 有効％ 

家族と同居（持ち家） 35 16.2 17.1 

家族と同居（貸家） 18 8.3 8.8 

一人暮らし（持ち家） 7 3.2 3.4 

一人暮らし（貸家） 78 36.1 38.0 

知人宅 5 2.3 2.4 

住み込みの寮 35 16.2 17.1 

飯場 1 0.5 0.5 

ネットカフェ 2 0.9 1.0 

ホテル・ドヤ 3 1.4 1.5 

福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等） 15 6.9 7.3 

その他 6 2.8 2.9 

合計 205 94.9 100.0 

無回答 11 5.1  

合計 216 100.0  
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 これを年齢層別にみると（表 4-3-2-1）、20 歳未満と 20 代では「家族と同居（持ち家）」が多く、

50 代と 60 代で「一人暮らし（貸家）」が多い。そして、現在の社員寮・住み込み先に入居する直

前も「住み込み寮」だった者は 40 代から 60 代の年齢層で割合が高い。「福祉施設（救護施設、シ

ェルター、支援団体の提供する居住施設等）」については、30 代と 40 代で比較的高めとなってい

る。 

 

 
 

 現在の会社に来る直前の住居とあわせて、現在の会社に来る直前に就いていた仕事の形態をみ

たものが、表 4-3-3 である。ここでも、先にふれた現在の雇用形態と同様に、実際には日雇いで

あったものの本人が正社員と認識して回答していることも推察されるため、留意が必要である。

結果をみると、「正社員」とする回答が 73 人（35.4％）と多い一方で、「派遣・請負・契約」（49

人、23.8％）、「アルバイト・パート」（31 人、15.0％）、「日雇い（日給月給を含む）」（26 人、

12.6％）といった非正規雇用が 5 割を上回っていることが分かる。さらに「無職」であった者が

12 人（5.8％）存在することも注目される。 

 

表 4-3-3 現在の会社に来る直前の仕事の形態 

  人 ％ 有効％ 

正社員 73 33.8 35.4 

自営業 7 3.2 3.4 

派遣・請負・契約 49 22.7 23.8 

アルバイト・パート 31 14.4 15.0 

日雇い（日給月給を含む） 26 12.0 12.6 

無職 12 5.6 5.8 

その他 8 3.7 3.9 

合計 206 95.4 100.0 

無回答 10 4.6  

合計 216 100.0  
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4-3-3. 実家等を出てから最も長く住んでいた住居と就いていた仕事 

 次に、実家等を出てから最も長く住んでいた住居の種類をみると（表 4-3-4）、半数近くを「一

人暮らし（貸家）」（94 人、47.0％）が占めている。そして、「住み込みの寮」での居住が最も長か

った者が 43 人（21.5％）と 2 割強を占めている点も特徴的である。 

 この回答については、年齢層別の明確な特徴はみられなかった。「一人暮らし（貸家）」も「住

み込みの寮」も各年齢層にまたがって分布している。 

 

表 4-3-4 実家等を出てから最も長く住んでいた住居の種類 

 人 ％ 有効％ 

家族と同居（持ち家） 13 6.0 6.5 

家族と同居（貸家） 17 7.9 8.5 

一人暮らし（持ち家） 12 5.6 6.0 

一人暮らし（貸家） 94 43.5 47.0 

知人宅 4 1.9 2.0 

住み込みの寮 43 19.9 21.5 

飯場 3 1.4 1.5 

ネットカフェ 1 0.5 0.5 

ホテル・ドヤ 3 1.4 1.5 

福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等） 2 0.9 1.0 

その他 8 3.7 4.0 

合計 200 92.6 100.0 

無回答 16 7.4  

合計 216 100.0  
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 あわせて、実家等を出てから最も長く働いていた仕事の形態をみたものが表 4-3-5 である。先

ほどみた、現在の会社に来る直前の仕事の形態と同様に、実際は日雇いであったものの本人が正

社員と認識して回答していることも推察されるため、留意が必要である。結果をみると、「正社員」

が 88 人（43.3％）と最も多いものの、一方で「派遣・請負・契約」（51 人、25.1％）、「アルバイ

ト・パート」（22 人、10.8％）、「日雇い（日給月給を含む）」（27 人、13.3％）といった非正規雇

用の回答が 5 割を占めており、少なくともこの割合の入居者が、不安定な雇用形態での仕事が最

も長かったことが分かる。 

 

表 4-3-5 実家等を出てから最も長く働いていた仕事の形態 

  人 ％ 有効％ 

正社員 88 40.7 43.3 

自営業 5 2.3 2.5 

派遣・請負・契約 51 23.6 25.1 

アルバイト・パート 22 10.2 10.8 

日雇い（日給月給を含む） 27 12.5 13.3 

無職 3 1.4 1.5 

その他 7 3.2 3.4 

合計 203 94.0 100.0 

無回答 13 6.0  

合計 216 100.0  
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4-3-4. 住むところに困った経験とそのきっかけ 

 それでは次に、これまでに仕事やお金がなくなったりして住むところに困った経験の有無をみ

ると（表 4-3-6）、「あった」が 110 人（52.6％）で半数を上回っており、「なかった」が 99 人（47.4％）

となっている。本調査の対象となった社員寮・住み込み入居者の半数もが、これまでに住居の確

保に困った経験を持っているとする点は注目される。 

 

表 4-3-6 これまでに、仕事やお金がなくなったりして住むところ

に困ったことはありますか 

  人 ％ 有効％ 

あった 110 50.9  52.6  

なかった 99 45.8  47.4  

合計 209 96.8  100.0  

無回答 7 3.2   

合計 216 100.0   

 

 さらに、この回答について年齢層別にみたところ、どの年齢層においても、これまでに住むと

ころに困った経験の有無には大きな差異がなく、全体と同様に概ね半々の分布であった。 

 性別で集計すると、住むところに困った経験が「あった」とする回答が、男性では 101 人（52.1％）、

女性では 8 人（57.1％）と女性で比較的高い割合となっているものの、女性のサンプル数が少な

いことから、性別の傾向とまではいいきれない。 

 事業者別にみると、行政や支援機関の紹介で現在の社員寮・住み込み先に入居した者の割合が

約 7〜8 割と高い複数の事業者（建築・土木、製造）において、住むところに困った経験が「あっ

た」とする回答の割合が、他の事業者の入居者の回答に比べて著しく高い。 
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 そこで、これまでに住むところに困ったことがあったと回答した 110 人に対して、住むところ

に困ったきっかけを複数回答で尋ねたところ、表 4-3-7 の結果となった。「失業」が最も多く、67

人（60.7％）と 6 割にのぼる。次いで「家庭内不和」が 31 人（28.2％）、「借金」が 28 人（25.5％）

となっている。 

 

表 4-3-7 住むところに困ったきっかけ（複数回答） 

  回答数 ％ ケース％ 

失業 67 49.3% 60.9% 

借金 28 20.6% 25.5% 

家庭内不和 31 22.8% 28.2% 

災害 4 2.9% 3.6% 

その他 6 4.4% 5.5% 

合計 136 100.0% 123.6% 

 

 この回答について性別に集計したところ（表 4-3-7-1）、女性のサンプルが少ないため統計学的

に傾向とまではいえないものの、女性で「家庭内不和」の回答が 4 人（44.4％）と男性に比べて

割合が高くなっている。 
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 さらに、この回答について年齢層別に集計したものが、表 4-3-7-2 である。全体の回答では「失

業」が 6 割を占めているのに対し、年齢層別にみると 20 代と 30 代では他の年齢層に比べてその

割合が著しく低いことが分かる。一方で、20 代と 30 代の場合は「家庭内不和」の割合が高く、

住むところに困ったきっかけが年齢層ごとに顕著な特徴をもっていることが分かる。 
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4-3-5. 住むところに困ったときに夜を過ごした場所 

 この、これまでに仕事やお金がなくなったりして住むところに困ったときに、どこで夜を過ご

したかを複数回答で尋ねた結果が、表 4-3-8 である。最も多い回答は「ネットカフェ」で 50 人

（45.9％）と 5 割近くにのぼっており、「24 時間営業の店」（17 人、15.6％）と合わせると、これ

らの業態の店舗で実に 6 割を上回る（61.5％）。次いで多いのは「知人宅」で 34 人（31.2％）と

3 割を上回っており、存在感のあるボリュームとなっている。そして、職と住まいがセットとなっ

た「住み込みの寮」が 23 人（21.1％）と 2 割程度みられる。「福祉施設（救護施設、シェルター、

支援団体の提供する居住施設等）」については、26 人（23.9％）と 2 割強の回答がみられるもの

の、ネットカフェ等の店舗や知人宅等のボリュームには満たない。さらに、「路上・公園」で過ご

したとの回答が 31 人（28.4％）と 3 割弱みられ、住むところに困ったときの路上生活経験につい

て明らかになったことも注目される。 

 

表 4-3-8 住むところに困ったときに夜を過ごした場所（複数回答） 

  回答数 ％ ケース％ 

知人宅 34 16.5% 31.2% 

住み込みの寮 23 11.2% 21.1% 

飯場 2 1.0% 1.8% 

ネットカフェ 50 24.3% 45.9% 

24 時間営業の店 17 8.3% 15.6% 

ホテル・ドヤ 19 9.2% 17.4% 

福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等） 26 12.6% 23.9% 

路上・公園 31 15.0% 28.4% 

その他 4 1.9% 3.7% 

合計 206 100.0% 189.0% 
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 この回答について、まず年齢層別にみると（表 4-3-8-1）、全体で最も多かった「ネットカフェ」

については 20 代と 30 代で割合が高めとなっている。次に「知人宅」についても、他の年齢層に

比べて 20 代と 30 代で割合が高い。他方で、40 代以上の年齢層で割合が高くなっているのは、

「路上・公園」、「ホテル・ドヤ」、「福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施

設等）」である。「住み込みの寮」は、概ねどの年齢層にもまたがった分布となっており、その点

では住居確保困難や不安定居住の実態を捉えるうえで、社員寮・住み込み入居者を対象とした調

査は各年齢層をバランスよく見渡せる面があるといえる。 

 

 

 

 さらに、性別で集計すると（表 4-3-8-2）、女性のサンプルが少ないため統計学的に傾向とまで

はいえないものの、女性の場合に「知人宅」の割合が男性に比べて高い点が特徴的であり、「福祉

施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等）」の割合も高くなっている。男性

に比べて割合が低いものの、「住み込みの寮」や「ネットカフェ」、「路上・公園」の回答もみられ

る。女性が住居確保困難に直面した際の行き場所を示す結果として、これらの特徴は、今後に住

居確保困難や不安定居住の実態調査をさらに展開していくうえでの手掛かりになるといえる。 
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 次に、住むところに困ったときに夜を過ごした場所のうち、最も長かったものを表 4-3-9 でみ

ると、多いのは「知人宅」20 人（22.7％）、「ネットカフェ」18 人（20.5％）、「住み込みの寮」

14 人（15.9％）となっている。「福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施

設等）」は 7 人（8.0％）に留まっており、「路上・公園」が 5 人（5.7％）みられる。先に、期間

を問わず夜を過ごした場所を複数回答で尋ねた結果では（表 4-3-8）、「ネットカフェ」が一番多

かったものの、ここで最も長かったものを単数回答で尋ねると「知人宅」が一番多くなってい

る。住居確保困難の状態から抜け出すまでに時間のかかる場合に「知人宅」が居住先となってい

る割合が高いとみることもできる。 

 

表 4-3-9 住むところに困ったときに夜を過ごした場所のうち、最も長かったもの（場所） 

  人 ％ 有効％ 

知人宅 20 9.3 22.7 

住み込みの寮 14 6.5 15.9 

飯場 1 0.5 1.1 

ネットカフェ 18 8.3 20.5 

24 時間営業の店 3 1.4 3.4 

ホテル・ドヤ 7 3.2 8.0 

福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等） 7 3.2 8.0 

路上・公園 5 2.3 5.7 

その他 13 6.0 14.8 

合計 88 40.7 100.0 

無回答 128 59.3  

合計 216 100.0  
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 この、最も長かった期間については（表 4-3-10）、大きく分けると 1 年未満と 1 年以上で半々

の割合となっている。場所ごとに期間をみると、「ネットカフェ」では 6 ヶ月までで 3 分の 2 を占

め、「知人宅」では 1 年未満が半数を占めるなど、これらの場所では滞在期間が他に比べて短い。

「住み込みの寮」では 1 年を超える者が 3 分の 2 を占め、なかには 5 年や 10 年を超える場合も

あるなど、期間が比較的長いのが特徴である。 

 

表 4-3-10 住むところに困ったときに夜を過ごした場所のうち、

最も長かったもの（期間） 

  人 ％ 有効％ 

1 ヶ月未満 10 4.6 12.0 

1〜3 ヶ月未満 16 7.4 19.3 

3 ヶ月〜1 年未満 17 7.9 20.5 

1〜3 年未満 16 7.4 19.3 

3〜5 年未満 9 4.2 10.8 

5〜10 年未満 12 5.6 14.5 

10 年以上 3 1.4 3.6 

合計 83 38.4 100.0 

無回答・不明 133 61.6  

合計 216 100.0  
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 他方で、住むところに困ったときに夜を過ごした場所のうち、最も短かったものをみると（表

4-3-11）、最も多いのが「路上・公園」で 20 人（28.6％）、次いで「ネットカフェ」が 18 人

（25.7％）となっており、短期間の場合は路上生活やネットカフェで凌いでいる傾向がみてとれ

る。そして、「知人宅」が 8 人（11.4％）、「ホテル・ドヤ」が 6 人（8.6％）とそれぞれ 1 割前後

を占めている。「福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等）」は 3 人

（4.3％）に留まっている。 

 

表 4-3-11 住むところに困ったときに夜を過ごした場所のうち、最も短かったもの（場所） 

 人 ％ 有効％ 

知人宅 8 3.7 11.4 

住み込みの寮 2 0.9 2.9 

飯場 1 0.5 1.4 

ネットカフェ 18 8.3 25.7 

24 時間営業の店 2 0.9 2.9 

ホテル・ドヤ 6 2.8 8.6 

福祉施設（救護施設、シェルター、支援団体の提供する居住施設等） 3 1.4 4.3 

路上・公園 20 9.3 28.6 

その他 10 4.6 14.3 

合計 70 32.4 100.0 

無回答 146 67.6  

合計 216 100.0  
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 この、最も短かった期間については（表 4-3-12）、3 日以内が最も多くて 24 人（34.8％）とな

っており、それを含めて 1 ヶ月以内の括りに概ね 8 割（78.3％）が収まっている。場所ごとに期

間を集計したところ、サンプルが少ないために傾向を捉えがたいものの、場所ごとに明確な違い

はみられなかった。 

 

表 4-3-12 住むところに困ったときに夜を過ごした場所のうち、

最も短かったもの（期間） 

  人 ％ 有効％ 

3 日以内 24 11.1 34.8 

4 日〜1 週間以内 9 4.2 13.0 

2 週間〜1 ヶ月以内 21 9.7 30.4 

2〜3 ヶ月以内 8 3.7 11.6 

3 ヶ月〜1 年以内 5 2.3 7.2 

1 年超 2 0.9 2.9 

合計 69 31.9 100.0 

無回答・不明 147 68.1  

合計 216 100.0  
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4-4. 今後の仕事・生活に関する意向 

 次に、調査結果の三本目の柱として、今後の仕事・生活に関する意向についてみていくことに

する。 

 

4-4-1. 今の仕事をこれからも続けようと思うか 

 今の仕事をこれからも続けようと思うかについて尋ねた結果、表 4-4-1 のように、最も多いの

は「可能な限りずっと」で 91 人（44.4％）と半数近くにのぼっている。次いで特徴的なのは「今

は考えていない」が 62 人（30.2％）と 3 割を占める点である。転職の意向がみられるのは 2 割程

度（43 人、21.0％）である。 

 この設問で「可能な限りずっと」以外を回答した者に対して、転職する場合の仕事について尋

ねたところ（表 4-4-2）、「正社員の仕事」が 40 人（47.1％）と最も多い。注目されるのは、「現在

と同じ住み込み就労」が 20 人（23.5％）と 2 割を上回っている点であり、転職後も現在と同じく

職と住まいがセットとなった形態の生活を志向している様子がうかがえる。 

 

表 4-4-1 今の仕事をこれからも続けようと思いますか 

  人 ％ 有効％ 

可能な限りずっと 91 42.1 44.4 

1 年以内には転職したい 20 9.3 9.8 

半年以内には転職したい 10 4.6 4.9 

現在転職を考えている 13 6.0 6.3 

仕事をやめる予定である 6 2.8 2.9 

今は考えていない 62 28.7 30.2 

その他 3 1.4 1.5 

合計 205 94.9 100.0 

無回答 11 5.1  

合計 216 100.0  

 

表 4-4-2 転職を考えている方は、どのような仕事を考えていますか 

  人 ％ 有効％ 

現在と同じ住み込み就労 20 9.3 23.5 

正社員の仕事 40 18.5 47.1 

他のアルバイト 8 3.7 9.4 

その他 17 7.9 20.0 

合計 85 39.4 100.0 

無回答 131 60.6  

合計 216 100.0  
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 この、今の仕事をこれからも続けようと思うかという設問について、住み込み期間別に集計し

たものが表 4-4-1-1 である。集計表の各セルのサンプル数が少ないため統計学的に傾向とまでは

いえないものの、ごく大まかな特徴として、住み込み期間が 1 年以上となると「可能な限りずっ

と」の回答割合が高くなっている。転職意向（1 年以内、半年以内、現在）については、住み込

み期間が半年未満のところで高い割合となっている。「今は考えていない」については、それぞ

れの住み込み期間に一定程度またがって分布している。 

 なお、年齢別にみたところ、明確な傾向とまではいえないものの、50 代と 60 代で「可能な限

りずっと」の回答割合が高めで、20 代と 30 代で転職意向（1 年以内、半年以内、現在）が比較的

高くなっている。 

 

 
 

 さらに、これまでに住むところに困った経験の有無別に集計したところ、表 4-4-1-2 の通り、そ

うした経験の有無によって全体的に大きな違いはみられない。ただし「今は考えていない」につ

いては、そのような経験が「なかった」者で回答割合が高くなっている。 
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4-4-2. 今後の住まいと働き方 

 今後の住まいについてどのように考えているかを尋ねた結果が、表 4-4-3 である。最も多いの

は「現在のところでよい」の 100 人（49.0％）で、実に半数が現在の社員寮・住み込み先と回答

している。他方で、現在もしくは他の地域でアパートを借りたいとする回答は 3 割（30.9％）を

占めている。 

 この今後の住まいについての回答は、年齢別に集計すると、ごく大まかながら 40 代以上の年齢

層で「現在のところでよい」の割合が高く、20 代と 30 代でアパートへの転居意向が高めとなっ

ている。 

 社員寮・住み込み事業者別に集計すると特徴が大きく二つに分かれ、一つは「現在のところで

よい」が 7〜8 割を占める回答となっているもの、もう一つは「現在のところでよい」の回答が 5

割程度で残りはアパート転居や他の住み込みの意向となっているものである。この結果はシンプ

ルには捉えがたく、以下の点で留意が必要である。この調査の対象事業者の業種は主に建築・土

木と製造、サービスであり、業種との関わりでは建築・土木以外の事業者で「現在のところでよ

い」の回答が高く出ている。これは、建築・土木の業種では労働市場の特性もあって流動性が高

いといわれる点が背景にある可能性もある。事業者への聞き取りによると、入居者に対して安定

的な雇用形態への転職を積極的に促しているところもあった。さらに、業種に関わりなく、居室

設備でみると、居室にトイレ・風呂、台所、洗濯機等を備えたワンルーム借り上げ型のタイプが、

「現在のところでよい」の回答割合に影響を与えている可能性も考えられる。また、それらの業

種や居室設備を問わず、事業者別の年齢構成でみると、20〜30 代の割合が高い事業者で「現在の

ところでよい」の回答割合が高めに出て、40〜60 代の割合が高い事業者でその回答割合が低く出

ていることから、年齢層が影響を与えているとみることもできる。このように、今後の住まいの

意向について業種や居室設備、年齢層などで一概に特徴づけることはできないことから、結果を

慎重に捉える必要がある。今後の住まいの意向については、当然のことながら様々なファクター

が絡み合い、そこに入居者個人の事情も関わって回答されると想定されるため、具体的な把握や

分析を行う場合には入居者や事業者に対する聞き取りなどを含めた詳細な調査が求められる。 

 

表 4-4-3 今後のお住まいについて、どのように考えていますか 

  人 ％ 有効％ 

現在のところでよい 100 46.3 49.0 

現在と同じ地域でアパートを借りたい 35 16.2 17.2 

他の地域での住み込み就労を探す可能性がある 16 7.4 7.8 

他の地域でアパートを借りたい 28 13.0 13.7 

実家、家族の家に戻る 5 2.3 2.5 

その他 20 9.3 9.8 

合計 204 94.4 100.0 

無回答 12 5.6  

合計 216 100.0  
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 この今後の住まいについて、住み込み期間別にみると（表 4-4-3-1）、集計表の各セルのサンプ

ル数が少ないため統計学的に傾向とまではいえないものの、ごく大まかな特徴として、住み込み

期間が 1 年以上となると「現在のところでよい」の回答割合が高くなっている。これは先にみ

た、今の仕事をこれからも続けようと思うかについての設問と重なり合う点である。ただしアパ

ート転居意向については、それぞれの住み込み期間に一定程度またがって分布している。 
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 次に、今後どのような働き方が自分に合っていると思うかを尋ねたところ、表 4-4-4 の通り、

「正社員」が 77 人（37.6％）4 割近くを占める一方で、「派遣・請負・契約」（43 人、21.0％）や

「日雇い（日給月給を含む）」（31 人、15.1％）、「アルバイト・パート」（11 人、5.4％）といった

非正規雇用の回答が 4 割強（41.5％）となっている。ただし、この雇用形態の回答についても留

意が必要で、先の今後の住まいの回答とクロスさせると、今後の住まいで「現在のところでよい」

と回答した者も、他の住まいを回答した者と同様に、今後の働き方について 4 割程度が「正社員」

と回答していることから、現在の日雇いを正社員として認識している可能性が高い。 

 

表 4-4-4 どのような働き方が自分に合っていると思いますか 

  人 ％ 有効％ 

正社員 77 35.6 37.6 

自営業 14 6.5 6.8 

派遣・請負・契約 43 19.9 21.0 

アルバイト・パート 11 5.1 5.4 

日雇い（日給月給を含む） 31 14.4 15.1 

無職 6 2.8 2.9 

その他 23 10.6 11.2 

合計 205 94.9 100.0 

無回答 11 5.1  

合計 216 100.0  

 

 この回答について年齢層別にみたものが、表 4-4-4-1 である。上記の通り「正社員」との回答に

ついては留保し、「派遣・請負・契約」や「アルバイト・パート」、「日雇い（日給月給を含む）」に

ついては各年齢層にまたがって分布しており、いずれかの年齢層への大きな偏りはみられない。 
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4-4-3. 働けなくなった場合の行き先 

 今後について、怪我や病気で働けなくなるなど現在の会社で働けなくなった場合に行くあてが

あるかどうかを尋ねた結果が、表 4-4-5 である。「ある」が 48 人（23.4％）、「ない」が 94 人（45.9％）、

「わからない」が 62 人（30.2％）となっている。「ない」が半数近くにのぼっており、「ない」と

「わからない」を合わせると 8 割近く（156 人、76.1％）を占める。 

 

表 4-4-5 怪我や病気で働けなくなるなど、ここで働けなくなった

場合に行くあてはありますか 

  人 ％ 有効％ 

ある 48 22.2 23.4 

ない 94 43.5 45.9 

わからない 62 28.7 30.2 

その他 1 0.5 0.5 

合計 205 94.9 100.0 

無回答 11 5.1  

合計 216 100.0  

 

 この設問で「ある」と回答した者に対して、行くあてを尋ねたところ（表 4-4-6）、最も多いの

が「実家」で 25 人（52.1％）と 5 割を上回っている。次いで、「実家以外の家族・親戚宅」が 8

人（16.7％）、「友人宅」が 4 人（8.3％）となっている。 

 

表 4-4-6 ここで働けなくなった場合の行くあては、どこですか 

  人 ％ 有効％ 

実家 25 11.6 52.1 

実家以外の家族・親戚宅 8 3.7 16.7 

友人宅 4 1.9 8.3 

他の住み込み就労先 2 0.9 4.2 

その他 9 4.2 18.8 

合計 48 22.2 100.0 

無回答 168 77.8  

合計 216 100.0  
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 この、行くあての有無について年齢層別にみたところ（表 4-4-5-1）、20 代と 30 代で「ある」

の割合が他の年齢層に比べて高くなっている。それと同時に、20 代と 30 代を含めた各年齢層で

「ない」の回答が 35％から 55％程度となっており、いずれの年齢層においても一定程度が「な

い」と回答している点が注目される。 

 

 

 

 さらに、この行くあての有無別に、今後の住まいについての意向を集計したところ（表 4-4-5-

2）、行くあての有無いずれの場合も「現在のところでよい」が 5 割程度みられる。今後の住まい

が「現在のところでよい」との回答は、行くあての有無と大きく関わっているとはいえない。 
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4-4-4. 家族関係 

 家族等と連絡をとったり会ったりする頻度を尋ねると（表 4-4-7）、「連絡していない」（71 人、

34.8％）と「いない・連絡がつかない」（33 人、16.2％）の両者で 5 割を占める。他方で、「月に

1 回以上」の回答も 47 人（23.0％）と 4 分の 1 程度みられる。 

 

表 4-4-7 家族、親族との関係、連絡をとったり会いに行ったりする頻度 

  人 ％ 有効％ 

月に 1 回以上 47 21.8 23.0 

年に 3 回以上 21 9.7 10.3 

年に 1－2 回 31 14.4 15.2 

連絡していない 71 32.9 34.8 

いない・連絡がつかない 33 15.3 16.2 

その他 1 0.5 0.5 

合計 204 94.4 100.0 

無回答 12 5.6  

合計 216 100.0  

 

 表 4-4-8 は婚姻経験をみたものである。「未婚（結婚していたことはない）」が 129 人（62.9％）

と最も多く、6 割を上回っている。「離別（離婚した）」が 64 人（31.2％）、「結婚している」が 11

人（5.4％）となっている。 

 

表 4-4-8 婚姻経験 

  人 ％ 有効％ 

結婚している 11 5.1 5.4 

離別（離婚した） 64 29.6 31.2 

死別 1 0.5 0.5 

未婚（結婚していたことはない） 129 59.7 62.9 

合計 205 94.9 100.0 

無回答 11 5.1  

合計 216 100.0  
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4-4-5. 福祉制度・社会サービスの認知状況 

 知っている福祉制度や社会サービスについて複数回答で尋ねたところ、表 4-3-9 の通り、いず

れの制度等も一定程度知られている様子がうかがえる。なかでも認知度が高いのは、働くうえで

関わりの大きい「社会保険（健康保険と厚生年金保険）」（185 人、95.9％）、「労災」（169 人、87.6％）

である。「自己破産」についても認知度は相対的に高く、131 人（67.9％）となっている。一方、

経済的困窮等に対応する制度に関しては、「生活保護制度」は 147 人（76.2％）と認知度が高いも

のの、それ以外は認知度が相対的に低く、「生活困窮者自立支援制度」が 91 人（47.2％）、「シェ

ルター（一時生活支援）」が 78 人（40.4％）、「生活福祉資金貸付」が 79 人（40.9％）、「社会福祉

協議会」が 67 人（34.7％）となっている。 

 

表 4-3-9 知っている福祉制度・社会サービス（複数回答） 

  回答数 ％ ケース％ 

社会保険（健康保険と厚生年金保険） 185 14.5% 95.9% 

労災 169 13.3% 87.6% 

傷病手当金 95 7.5% 49.2% 

高額療養費制度 105 8.2% 54.4% 

自己破産 131 10.3% 67.9% 

教育訓練給付制度 69 5.4% 35.8% 

生活福祉資金貸付 79 6.2% 40.9% 

生活保護制度 147 11.5% 76.2% 

生活困窮者支援制度 91 7.1% 47.2% 

シェルター（一時生活支援） 78 6.1% 40.4% 

社会福祉協議会 67 5.3% 34.7% 

民間の支援団体 58 4.6% 30.1% 

合計 1274 100.0% 660.1% 
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4-5. まとめ 

 最後に、以上でみた調査結果のまとめと合わせて、今後に不安定居住の実態調査をさらに展開

していくうえでの示唆についても言及することとしたい。 

 この調査は、「不安定な居住状態にある生活困窮者の把握手法」の開発を目的する調査研究事業

の一環として実施したもので、本章の冒頭で断った通り、調査対象のサンプリング手法等の面で

調査結果を一般化することはできない。その点でこの調査は、今後の本格的な不安定居住実態調

査の実施に向けたパイロット的かつフロンティア的な意味合いを持っている。実際にこの調査で

は社員寮・住み込み入居者の実態について、広く不安定居住のなかに占める存在感、行政・相談

機関からの紹介という点でのネットワーク、入居者のこれまでの不安定居住経験や今後の意向な

どの観点から浮き彫りにすることができ、貴重な知見や手がかりを得ることができた。 

 この調査の三つの柱に沿って述べると、第一に社員寮・住み込み入居者の現在の仕事・生活に

関しては、20 代から 50 代にかけての入居者が 8 割強を占めるボリュームや、入居期間の短い者

や長い者の分布の特徴、収入と寮費・食費の水準、そして休日の過ごし方などについても把握す

ることができた。あわせて、現在の社員寮・住み込み先や仕事場で良いと思う点やサービスにつ

いて問うことで、社員寮・住み込み先が入居者に対して、日常生活環境の確保や生活マネジメン

トのサポート機能、日常的な会話や相談などの社会関係基盤といった機能をはたしていることが

明らかとなった。この点については、社員寮・住み込み先という居住形態の不安定的な面をふま

えつつ、それらの機能を必要とする入居者の各種のニーズという観点からも、今後の調査で着目

する必要があろう。 

 第二に、現在の仕事・生活に至るプロセスやきっかけに関しては、現在の社員寮・住み込み先

に入居するきっかけとして行政・支援機関からの紹介というルートの存在感や、不安定な居住形

態や雇用形態から現在の社員寮・住み込み先へと注ぎ込んでいる流れなどについて把握すること

ができた。そして、住むところに困った経験の有無やきっかけ、そのときに夜を過ごした場所を

問うことで、住居確保の困難や不安定居住の形態といった、その進行中にリアルタイムでキャッ

チすることが非常に困難な状態について、入居者のこれまでの経験から明らかにすることができ

た。この手法は、住居確保困難や不安定居住の実態を明らかにするうえで有効な面を持っている

といえるとともに、把握が難しい短期間の路上生活等の不安定居住や、ネットカフェや知人宅で

の居住といったアプローチ困難な実態を捉えるうえで、今後の不安定居住実態調査の展開の手が

かりになるといえる。 

 第三に、今後の仕事・生活に関する意向に関しては、現在の仕事や住まいについて今後も継続

する意向が半数近くを占めている点やその分布の特徴、現在の仕事が続けられなくなった場合の

行き先の有無、家族・親族との連絡の有無や頻度などについて把握することができた。特に今後

の住まいについては、アパートへの転居意向がかならずしも高くないことから、第一の柱でみた

社員寮・住み込み先がはたしている諸機能や入居者のニーズなどとの関わりにも着目した調査を

進めることで、現在や今後の取り組み課題等を明らかにする必要があろう。福祉制度や社会サー

ビスの認知状況については、経済的困窮や不安定居住におちいった場合の相談機関・制度である

生活困窮者自立支援制度やシェルター、生活福祉資金貸付、社会福祉協議会などについての認知

度が比較的低く、半数を下回っていることも明らかとなり、この点は不安定居住状態に対して必
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要な施策や相談支援を行き渡らせるための課題が表れているともいえる。 

 以上の通り、この調査を通して、これまで十分に明らかにされてこなかった社員寮・住み込み

入居者や不安定居住の実態の一端をつかむことができた。あわせて、今後の本格的な不安定居住

実態調査の実施に向けて、内容や手法の面で有用な手がかりを得ることができたとともに、検討

の必要な論点や課題についても明らかにすることができたと考えられる。 
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参考資料（調査票） 
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第 5 章 インターネット調査からみえてきた居住実態 

5-1．調査概要 

調査設計段階で、支援団体の入口調査、住み込み派遣寮における調査を企画したが、当初の不

安定居住の全体スケールを十分に把握できない可能性が高かったため、急遽、設計、実施したの

がインターネット調査である。インターネット調査は 2 段階のプロセスを経て実施した。 

第 1 段階のスクリーニング調査（調査期間： 2020.02.26～ 2020.03.04）では不安定居住経験

のあるものを抽出し、第 2 段階の本調査（調査期間： 2020.03.04～ 2020.03.09）で不安定居住

の実態を調査した。 

調査対象は、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、

福岡県に住む 18 歳以上の男女 50,000 人。マクロミルのインターネット調査パネル3を利用した 

対象となる都道府県は、平成 31 年 1 月に厚生労働省が実施した「ホームレスの実態に関する全

国調査（概数調査）」において、ホームレス数が多かった上位 10 都道府県を対象としている。 

インターネット調査パネルの特性として、パソコンやスマートフォンが利用でき、かつ、調査

パネルへの登録ができる者という条件となる。そのため、長期高齢路上層などは対象外となって

いる可能性が高い点は考慮したうえで結果を見る必要がある。 

参考として、過去にマクロミルが実施したオンライン調査で、「生活保護経験／ホームレス経験」

を聞いた調査では 0.5％が経験したとなっているという情報が目安として提供された。被保護者

調査（厚生労働省）における令和元年 12 月度の保護率は 1.64％であることから、生活困窮者が

インターネットにリーチしづらい可能性があることに留意が必要である。 

 

  

 
 
3 当初、若年層へのリーチを考え、LINE リサーチに依頼をしたが侵襲性が高い調査とみなさ

れ、実施拒否となったためマクロミル社に依頼をしている。 
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5-2．スクリーニング調査 

5-2-1. スクリーニング調査の母集団 

5 万人の調査パネルの属性は、次の通りである。 

 

表 5-2-1-1 性別 

単一回答 N ％ 

男性 24863  49.7  

女性 25137  50.3  

全体 50000  100.0  

表 5-2-1-2 年齢 

単一回答 N ％ 

18 才～19 才 1277  2.6  

20 才～24 才 2424  4.8  

25 才～29 才 4392  8.8  

30 才～34 才 4001  8.0  

35 才～39 才 4460  8.9  

40 才～44 才 4466  8.9  

45 才～49 才 5557  11.1  

50 才～54 才 4119  8.2  

55 才～59 才 3640  7.3  

60 才以上 15664  31.3  

全体 50000  100.0  

表 5-2-1- 3 都道府県 

単一回答 N ％ 

宮城県 1423  2.8  

埼⽟県 4917  9.8  

千葉県 4179  8.4  

東京都 10402  20.8  

神奈川県 6863  13.7  

静岡県 2033  4.1  

愛知県 5517  11.0  

⼤阪府 7075  14.2  

兵庫県 4409  8.8  

福岡県 3180  6.4  

その他 2  0.0  

全体 50000  100.0  
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5-2-2. スクリーニング調査の結果 

スクリーニング調査は次の 3 問のみである。 

① Q1 これまでに安定した住まいを確保できなかったことがありますか？  

② Q2 これまでに安定した住まいを確保できなくなり、次のような居住を経験したことは

ありますか？ 

③ Q3 Q2 のような居住を経験したのは、最も直近でいつですか？ 

 

Q1 において、住居喪失経験を確認するとともに、Q2 において居住形態を確認している。 

Q3 および本調査では、Q1 ではなく、Q2 の回答をもとに回答者を抽出した。 

 

 

5-2-2-1.住居喪失経験 

これまでに安定した住まいを確保できなかったという回答は、5 万人中 3126 人（6.25％）とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2-2-1-1 

  

3,126 人, 6.25%

46,874 人, 
93.75%

これまでに安定した住まいを確保できなかったことがありますか

安定した住まいを確保できなかったことがある

安定した住まいを確保できなかったことがない N=50,000
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この内訳をみると、経済的な理由が最も多く、次に家庭問題（21.1％）、災害、病気怪我等（13.7％）、

災害等（14.7％）と続く。 

経済的な理由としては、賃貸住宅の家賃滞納（30.4％）と比べ、持ち家を手放す状況（21.6％）

もかなり多い。 

 

 

図表 5-2-2-1-2 

 

5-2-2-2.不安定居住経験 

これまでの不安定居住を経験について確認すると、こちらも 3018 人（6.04％）が不安定居住経

験ありと回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2-2-2-1 
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不安定な居住経験としては「知人友人宅への同居」が最も多く、「ネットカフェ・漫画喫茶・DVD

ボックス」は 19.9％と 2 番目に多い。次に多いのが「サウナ、カプセルホテル等」13.6％、「24 時

間営業の飲食店」11.2％である。福祉施設の利用は「一時生活支援等のシェルター」6.0％、「無料

低額宿泊所等」3.8％。就労を伴う不安定居住として「住み込み寮」は 10.8％である。 

「路上生活」が 4.7％、「車上生活」が 9.6％である。「立ち退きが必要な住居」も 4.7％である。 

ここでは不安定な居住の期間を聞いていないため 1 日だけといったものも含まれる可能性があ

る点に留意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2-2-2-1 
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5-2-2-3. 不安定居住を経験した時期 

全問の不安定居住を経験した時期について、現在不安定居住をしていると回答したのは 263 名

である。5 万人に対する割合としては実に 0.53％を占める。1 ヶ月以内に経験したのは 167 名、

3 ヶ月以内は 149 名となり、現在を含め過去 3 ヶ月以内までに不安定居住を経験した方は、5 万

人中 579 名であり、1.16％となる。 

今回対象とした 10 都道府県において、少なくとも 1.16％の方が 3 ヶ月以内に一時的にでも不

安定居住を経験しているという結果である。 

 

  度数 有効％ 累積％ 

有効 現在 263 8.7 8.7 

1 ヶ月以内 167 5.5 14.2 

3 ヶ月以内 149 4.9 19.2 

6 ヶ月以内 147 4.9 24.1 

1 年以内 139 4.6 28.7 

3 年以内 207 6.9 35.5 

5 年以内 234 7.8 43.3 

10 年以内 463 15.3 58.6 

それ以上前 1249 41.4 100.0 

合計 3018 100.0   

図表 5-2-2-3-1 
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5-2-2-3. 住居喪失理由と、不安定居住の関係 

複数回答同士のクロス集計となるが、住居喪失と不安定居住の関係を見たのが次の表である。

ここでは、住居喪失経験がなくとも不安定居住を選択したとの回答が確認できる。逆に、住まい

を確保できなくなっても不安定居住を選択しなかった回答も見られる。特に持ち家を手放すケー

スでは不安定居住経験がないとの回答割合が相対的に高い。 

これらから、適切なタイミングでの支援が重要であることを示唆すると同時に、入口調査でも

みられたように、知人友人宅や、ネットカフェ、サウナ・カプセルホテル等への住まいを確保で

きなかったと認識しない層が一定いることも意味する。 

 

図表 5-2-2-3-1 
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5-3．本調査 

スクリーニング調査の結果をもとに、3 年以内に不安定居住を経験した 1072 人を対象として本

調査を実施し、705 人から回答を得た。回収率は 65.7％となる。 

 

5-3-1. 基本属性 

5-3-1-1. 性別 

性別は男性が 68.7％、女性が 31.3％となった。スクリーニング調査全体に占める割合は男性が

1.95％に対して女性が 0.88％である。 

  度数 ％ SCR（5 万人）に占める割合 

男性 484 68.7 1.95% 

女性 221 31.3 0.88% 

合計 705 100.0 1.41% 

図表 5-3-1-1 

5-3-1-2. 年齢 

年齢は「25 才～29 才」が最も多く 23.4％を占める。「60 才以上」は 10.4％である。 

スクリーニング調査全体に占める割合としては、20 代が最も高く「20 才～24 才」で 3.84％、

「25 才～29 才」で 3.76％である。「35 才以上」では 2％を切り、「50 才以上」では 1％を切り、

「55 才以上」では 0.5％程度となっている。若年層ほど 3 年以内に不安定居住を経験している傾

向がはっきり出ている。 

 

  度数 ％ SCR（5 万人）に占める割合 

18 才～19 才 29 4.1 2.27% 

20 才～24 才 93 13.2 3.84% 

25 才～29 才 165 23.4 3.76% 

30 才～34 才 87 12.3 2.17% 

35 才～39 才 85 12.1 1.91% 

40 才～44 才 54 7.7 1.21% 

45 才～49 才 61 8.7 1.10% 

50 才～54 才 39 5.5 0.95% 

55 才～59 才 19 2.7 0.52% 

60 才以上 73 10.4 0.47% 

合計 705 100.0 1.41% 

 

図表 5-3-1-2 
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5-3-1-3. 年齢と性別の関係 

年齢と性別の関係をみると、全体的に男性が多い傾向があるが、20 才未満、60 才以上では女性

の割合も高い結果となっている。 

  
性別 

合計     男性 女性 

18 才～19 才 度数 16 13 29 

％ 55.2% 44.8% 100.0% 

20 才～24 才 度数 65 28 93 

％ 69.9% 30.1% 100.0% 

25 才～29 才 度数 123 42 165 

％ 74.5% 25.5% 100.0% 

30 才～34 才 度数 60 27 87 

％ 69.0% 31.0% 100.0% 

35 才～39 才 度数 66 19 85 

％ 77.6% 22.4% 100.0% 

40 才～44 才 度数 33 21 54 

％ 61.1% 38.9% 100.0% 

45 才～49 才 度数 41 20 61 

％ 67.2% 32.8% 100.0% 

50 才～54 才 度数 26 13 39 

％ 66.7% 33.3% 100.0% 

55 才～59 才 度数 16 3 19 

％ 84.2% 15.8% 100.0% 

60 才以上 度数 38 35 73 

％ 52.1% 47.9% 100.0% 

合計 度数 484 221 705 

％ 68.7% 31.3% 100.0% 

 

図表 5-3-1-3 
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5-3-1-4. 都道府県 

都道府県別に見ると、東京が最も多く 25％を占める。次に、神奈川（12.6％）、大阪

（12.3％）、愛知（12.2％）と人口の多く大都市を抱える都府県が並ぶ。 

また、スクリーニング調査に占める割合でみると、静岡県の割合が最も高く 1.72％、次に東京

都 1.69％、愛知県 1.56％などとなっている。 

  度数 ％ SCR（5 万人）に占める割合 

宮城県 17 2.4 1.19% 

埼玉県 67 9.5 1.36% 

千葉県 49 7.0 1.17% 

東京都 176 25.0 1.69% 

神奈川県 89 12.6 1.30% 

静岡県 35 5.0 1.72% 

愛知県 86 12.2 1.56% 

大阪府 87 12.3 1.23% 

兵庫県 52 7.4 1.18% 

福岡県 47 6.7 1.48% 

合計 705 100.0 1.41% 

図表 5-3-1-4 
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5-3-1-5. 現在の主な住まい 

現在の住まいとしては、過去 3 年以内に不安定居住を経験しているにもかかわらず、77.4％が

賃貸住宅・持ち家に住んでいるとの回答となった。一方で 22.6％が未だに（もしくは再び）不安

定居住となっている。知人友人宅への同居が 5.5％、立ち退きが必要な住居が 4.5％、住み込み寮

が 4.1％などのほか、ネットカフェ、24 時間営業の店舗、路上、車上といった住居喪失状態とい

える回答が合わせて 2.7％、シェルターや生活保護施設、更生保護施設をあわせると 2.0%などと

なっている。 

その他の不安定居住として、家族・親族宅への一時的な同居があげられている。 

 

  度数 ％ 

賃貸住宅・持ち家 546 77.4 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 32 4.5 

知人・友人宅への同居 39 5.5 

建築土木／警備／製造業における住み込みの寮 29 4.1 

飯場 11 1.6 

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ） 7 1.0 

ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス 8 1.1 

24 時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファミレス等） 6 0.9 

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 6 0.9 

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅 3 0.4 

更生保護施設 5 0.7 

路上生活 3 0.4 

車上生活 2 0.3 

その他の不安定居住【   】 8 1.1 

合計 705 100.0 

図表 5-3-1-5 
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5-3-1-6. 現在の収入 

現在の収入（複数回答）としては、就労収入が 68.1％と最も多く、就労自立しているケースが

多数を占めることがわかる。生活保護は 7.0％、年金収入は 11.9％である。 

自分以外の年金収入に頼っているのが 20.4％、自分以外の年金収入が 6.0％となっており、複

数回答のため重複はあるもののインフォーマルな支援による自立が一定割合存在するといってい

いだろう。 

  応答数 ％ 

生活保護 49 7.0% 

自分の就労収入 480 68.1% 

自分の年金収入 84 11.9% 

自分以外の就労収入 144 20.4% 

自分以外の年金収入 42 6.0% 

その他の収入【   】 7 1.0% 

収入なし（貯蓄等での生活） 36 5.1% 

合計 842 119.4% 

n=705 

図表 5-3-1-6 

 

 

5-3-1-7. 現在の貯蓄 

現在の貯蓄をみると、貯蓄なしが 18.7％、5 万円未満が 8.5％と、あわせると 4 分の 1 以上を占

める。一方で、100 万円以上の貯蓄があると回答したのは 29.6％である。 

 
度数 ％ 

なし 132 18.7 

5 万円未満 60 8.5 

5 万円以上 10 万円未満 67 9.5 

10 万円以上 30 万円未満 96 13.6 

30 万円以上 50 万円未満 74 10.5 

50 万円以上 100 万円未満 67 9.5 

100 万円以上 209 29.6 

合計 705 100.0 

図表 5-3-1-7 
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5-3-1-8. 現在、一緒に暮らしている方 

同居家族を聞くと、配偶者・パートナーの割合が 41.8％と最も高い割合となっている。一人暮

らしはその次に多く 32.1％である。親との同居 22.4％、子供との同居 28.2％なども、高い割合

となっている。 

  応答数 ％ 

一人暮らし 226 32.1% 

親 158 22.4% 

配偶者・パートナー 295 41.8% 

子ども 199 28.2% 

その他親族 35 5.0% 

知人・友人 14 2.0% 

その他【   】 9 1.3% 

合計 936 132.8% 

n=705 

図表 5-3-1-8 

 

5-3-1-9. 婚姻歴 

未婚者が 44.0％、結婚しているのは 35.9％、離別が 15.2％、死別 5.0％となった。 

  度数 ％ 

結婚している 253 35.9 

離別（離婚した） 107 15.2 

死別 35 5.0 

未婚（結婚していたことはない） 310 44.0 

合計 705 100.0 

図表 5-3-1-9 
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5-3-1-10. 最終学歴 

最終学歴は、大学卒が最も多く 42.6％、高卒が 26.5％、専門学校 14.6％と続く。 

  度数 ％ 

中学校 26 3.7 

高校中退 41 5.8 

高校 187 26.5 

専門学校 103 14.6 

大学 300 42.6 

大学院 37 5.2 

その他 11 1.6 

図表 5-3-1-10 

 

 

5-3-2. 不安定居住の期間、過ごし方 

5-3-2-1. 不安定居住経験 

不安定居住経験としては、知人友人宅、ネットカフェ等が 64.1％と最も多い。次に住み込み寮、

飯場、ドヤ等の経験が 39.6％、路上生活・車上生活が 38.2％、無料低額宿泊所等の福祉施設、生

活保護施設は 35.0％、一時生活支援等のシェルターは 29.6％が経験したと回答した。 

 

種別 度数 ％ 

B1）建築土木／警備／製造業における住み込みの寮、飯場、日雇い労働者向

けの簡易宿所（ドヤ）での生活 

279 39.6% 

B2）無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅、救護施設・更生施設・女

性保護施設等の福祉施設 

247 35.0% 

C1）知人・友人宅への同居、ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス、サウ

ナ、カプセルホテル、24 時間営業の店舗等 

452 64.1% 

C2）一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 209 29.6% 

D）路上生活・車上生活 269 38.2% 

合計 1456 206.5% 

図表 5-3-2-1 
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5-3-2-2.不安定居住の具体的内訳（スクリーニング調査） 

本設問と質問の仕方が違うため、整合性は担保されていないが、本設問に回答した 705 名のス

クリーニング調査における不安定居住経験の内訳は次の通りである。 

例えば、本設問では路上／車上経験が 269 件の回答があるのに、スクリーニング調査ではそれ

ぞれを足し合わせても 108 件（重複あり）の回答しかない。これは本設問では時期まで含めて確

認しているのに対して、スクリーニング調査ではごく短期間ものにチェックをいれていない可能

性が高いと思われる。このあたりに留意をして、具体的内訳を確認してほしい。 

 

  度数 ％ 

知人・友人宅への同居 300 42.6% 

建築土木／警備／製造業における住み込みの寮 87 12.3% 

飯場 81 11.5% 

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ） 91 12.9% 

ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス 194 27.5% 

24 時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファミレス等） 128 18.2% 

サウナ、カプセルホテル等 114 16.2% 

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 70 9.9% 

救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設 43 6.1% 

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅 41 5.8% 

刑務所・更生保護施設 26 3.7% 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 41 5.8% 

路上生活 46 6.5% 

車上生活 62 8.8% 

その他の不安定居住 56 7.9% 

合計 1380 195.7% 

N=705 

図表 5-3-2-2 
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5-3-2-3. 不安定居住の居住期間 

不安定居住の期間は、「B1 住み込み寮、飯場、ドヤ」では「1 週間以上 1 ヶ月未満」が最も多

く 31.9％を占める。「B2 無料低額宿泊所、生活保護施設」でも「1 週間以上 1 ヶ月未満」が最も

多く 31.2％となった。「C1 知人宅やネットカフェ等」で最も多いのは「1 週間未満」32.5％であ

る。「一時生活支援、シェルター」においても最も多いのは「1 週間未満」28.2％である。 

当初の設計どおり B1,B2 よりも C1,C2 の分類のほうがやや長期滞在傾向にあるといってよい

だろう。また、路上を含むいずれの居住形態も 3 ヶ月未満が 7 割以上を占め、1 年未満が 9 割前

後を占める結果となった。 

 

図表 5-3-2-3-1 
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1
0
年
以
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合
計
 

B1 建築⼟⽊／警備／製造業における

住み込みの寮、飯場、⽇雇い労働者向

けの簡易宿所（ドヤ）での⽣活 

62 89 45 30 21 15 2 11 4 279 

22.2% 31.9% 16.1% 10.8% 7.5% 5.4% 0.7% 3.9% 1.4% 100.0% 

B2 無料低額宿泊所・⽣活保護による

⽀援付住宅、救護施設・更⽣施設・⼥

性保護施設等の福祉施設 

64 77 47 29 11 13 4 2 0 247 

25.9% 31.2% 19.0% 11.7% 4.5% 5.3% 1.6% 0.8% 0.0% 100.0% 

C1 知⼈・友⼈宅への同居、ネットカ

フェ・漫画喫茶・DVD ボックス、サウ

ナ、カプセルホテル、24 時間営業の店

舗等 

147 107 84 43 25 27 7 10 2 452 

32.5% 23.7% 18.6% 9.5% 5.5% 6.0% 1.5% 2.2% 0.4% 100.0% 

C2 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホー

ムレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設 

59 50 50 25 11 6 7 1 0 209 

28.2% 23.9% 23.9% 12.0% 5.3% 2.9% 3.3% 0.5% 0.0% 100.0% 

路上⽣活・⾞上⽣活 
88 56 58 26 16 15 7 2 1 269 

32.7% 20.8% 21.6% 9.7% 5.9% 5.6% 2.6% 0.7% 0.4% 100.0% 
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次の５つの図表は、不安定居住経験を年齢別、性別でクロス集計をかけたものである。 

さまざまな読み方が考えられるため、ここでは表を掲載するだけに留める。 

 

 

図表 5-3-2-3-2 
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図表 5-3-2-3-2 

性別

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅、救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設

合計1週間未満

男性 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

女性 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

合計 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

3 3 0 1 1 0 1 0 9

33.3% 33.3% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 100.0%

10 9 7 7 1 0 1 0 35

28.6% 25.7% 20.0% 20.0% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0% 100.0%

21 24 13 6 1 1 0 1 67

31.3% 35.8% 19.4% 9.0% 1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 100.0%

7 8 5 4 0 0 0 0 24

29.2% 33.3% 20.8% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7 8 6 1 0 4 0 0 26

26.9% 30.8% 23.1% 3.8% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 100.0%

3 2 0 0 0 0 1 1 7

42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 100.0%

2 2 4 3 2 2 0 0 15

13.3% 13.3% 26.7% 20.0% 13.3% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0%

0 1 1 1 1 3 1 0 8

0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 37.5% 12.5% 0.0% 100.0%

0 1 0 1 0 0 0 0 2

0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 2 1 3 2 1 0 0 9

0.0% 22.2% 11.1% 33.3% 22.2% 11.1% 0.0% 0.0% 100.0%

53 60 37 27 8 11 4 2 202

26.2% 29.7% 18.3% 13.4% 4.0% 5.4% 2.0% 1.0% 100.0%

2 1 0 0 0 0 3

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 4 1 0 1 0 8

25.0% 50.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 100.0%

1 6 3 0 0 1 11

9.1% 54.5% 27.3% 0.0% 0.0% 9.1% 100.0%

3 2 0 1 0 0 6

50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 3 0 0 0 4

25.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 1 1 2

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%

1 0 0 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 1 0 0 0 0 1

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 3 3 1 1 0 9

11.1% 33.3% 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 100.0%

11 17 10 2 3 2 45

24.4% 37.8% 22.2% 4.4% 6.7% 4.4% 100.0%

5 4 0 1 1 0 1 0 12

41.7% 33.3% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 8.3% 0.0% 100.0%

12 13 8 7 2 0 1 0 43

27.9% 30.2% 18.6% 16.3% 4.7% 0.0% 2.3% 0.0% 100.0%

22 30 16 6 1 2 0 1 78

28.2% 38.5% 20.5% 7.7% 1.3% 2.6% 0.0% 1.3% 100.0%

10 10 5 5 0 0 0 0 30

33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

8 8 9 1 0 4 0 0 30

26.7% 26.7% 30.0% 3.3% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0%

3 2 0 0 1 1 1 1 9

33.3% 22.2% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 100.0%

3 2 4 3 2 2 0 0 16

18.8% 12.5% 25.0% 18.8% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0%

0 1 1 1 1 3 1 0 8

0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 37.5% 12.5% 0.0% 100.0%

0 2 0 1 0 0 0 0 3

0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 5 4 4 3 1 0 0 18

5.6% 27.8% 22.2% 22.2% 16.7% 5.6% 0.0% 0.0% 100.0%

64 77 47 29 11 13 4 2 247

25.9% 31.2% 19.0% 11.7% 4.5% 5.3% 1.6% 0.8% 100.0%
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図表 5-3-2-3-3 

DVD 24

性別

知人・友人宅への同居、ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス、サウナ、カプセルホテル、24時間営業の店舗等

合計1週間未満 10年以上

男性 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

女性 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

合計 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

3 2 2 0 1 0 1 0 0 9

33.3% 22.2% 22.2% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 100.0%

14 11 9 8 1 1 0 1 0 45

31.1% 24.4% 20.0% 17.8% 2.2% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 100.0%

29 21 14 6 5 4 0 1 0 80

36.3% 26.3% 17.5% 7.5% 6.3% 5.0% 0.0% 1.3% 0.0% 100.0%

15 15 1 4 4 1 0 0 0 40

37.5% 37.5% 2.5% 10.0% 10.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

13 12 8 2 2 2 0 3 1 43

30.2% 27.9% 18.6% 4.7% 4.7% 4.7% 0.0% 7.0% 2.3% 100.0%

9 6 2 1 0 2 2 0 0 22

40.9% 27.3% 9.1% 4.5% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0%

10 8 7 2 0 0 1 1 0 29

34.5% 27.6% 24.1% 6.9% 0.0% 0.0% 3.4% 3.4% 0.0% 100.0%

5 4 4 1 2 1 0 0 0 17

29.4% 23.5% 23.5% 5.9% 11.8% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 2 2 1 0 2 0 0 0 9

22.2% 22.2% 22.2% 11.1% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

5 5 5 1 1 1 1 1 1 21

23.8% 23.8% 23.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 100.0%

105 86 54 26 16 14 5 7 2 315

33.3% 27.3% 17.1% 8.3% 5.1% 4.4% 1.6% 2.2% 0.6% 100.0%

3 1 2 1 1 0 0 0 8

37.5% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7 3 6 1 3 0 0 1 21

33.3% 14.3% 28.6% 4.8% 14.3% 0.0% 0.0% 4.8% 100.0%

10 4 3 3 4 2 0 0 26

38.5% 15.4% 11.5% 11.5% 15.4% 7.7% 0.0% 0.0% 100.0%

5 5 4 1 1 1 0 0 17

29.4% 29.4% 23.5% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

6 2 2 3 0 1 0 0 14

42.9% 14.3% 14.3% 21.4% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 100.0%

3 1 2 0 0 2 0 1 9

33.3% 11.1% 22.2% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 11.1% 100.0%

1 1 3 2 0 3 2 1 13

7.7% 7.7% 23.1% 15.4% 0.0% 23.1% 15.4% 7.7% 100.0%

3 0 1 0 0 1 0 0 5

60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 1 1 1 0 0 0 0 3

0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

4 3 6 5 0 3 0 0 21

19.0% 14.3% 28.6% 23.8% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

42 21 30 17 9 13 2 3 137

30.7% 15.3% 21.9% 12.4% 6.6% 9.5% 1.5% 2.2% 100.0%

6 3 4 1 2 0 1 0 0 17

35.3% 17.6% 23.5% 5.9% 11.8% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

21 14 15 9 4 1 0 2 0 66

31.8% 21.2% 22.7% 13.6% 6.1% 1.5% 0.0% 3.0% 0.0% 100.0%

39 25 17 9 9 6 0 1 0 106

36.8% 23.6% 16.0% 8.5% 8.5% 5.7% 0.0% 0.9% 0.0% 100.0%

20 20 5 5 5 2 0 0 0 57

35.1% 35.1% 8.8% 8.8% 8.8% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

19 14 10 5 2 3 0 3 1 57

33.3% 24.6% 17.5% 8.8% 3.5% 5.3% 0.0% 5.3% 1.8% 100.0%

12 7 4 1 0 4 2 1 0 31

38.7% 22.6% 12.9% 3.2% 0.0% 12.9% 6.5% 3.2% 0.0% 100.0%

11 9 10 4 0 3 3 2 0 42

26.2% 21.4% 23.8% 9.5% 0.0% 7.1% 7.1% 4.8% 0.0% 100.0%

8 4 5 1 2 2 0 0 0 22

36.4% 18.2% 22.7% 4.5% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 3 3 2 0 2 0 0 0 12

16.7% 25.0% 25.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

9 8 11 6 1 4 1 1 1 42

21.4% 19.0% 26.2% 14.3% 2.4% 9.5% 2.4% 2.4% 2.4% 100.0%

147 107 84 43 25 27 7 10 2 452

32.5% 23.7% 18.6% 9.5% 5.5% 6.0% 1.5% 2.2% 0.4% 100.0%
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図表 5-3-2-3-4 

性別

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設

合計1週間未満

男性 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

女性 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

合計 年齢 12才～19才 度数

年齢 の %

20才～24才 度数

年齢 の %

25才～29才 度数

年齢 の %

30才～34才 度数

年齢 の %

35才～39才 度数

年齢 の %

40才～44才 度数

年齢 の %

45才～49才 度数

年齢 の %

50才～54才 度数

年齢 の %

55才～59才 度数

年齢 の %

60才以上 度数

年齢 の %

合計 度数

年齢 の %

2 3 2 0 0 0 1 8

25.0% 37.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0%

8 7 6 4 1 1 0 27

29.6% 25.9% 22.2% 14.8% 3.7% 3.7% 0.0% 100.0%

15 18 16 8 3 1 1 62

24.2% 29.0% 25.8% 12.9% 4.8% 1.6% 1.6% 100.0%

7 3 5 2 1 0 2 20

35.0% 15.0% 25.0% 10.0% 5.0% 0.0% 10.0% 100.0%

6 5 7 2 0 1 1 22

27.3% 22.7% 31.8% 9.1% 0.0% 4.5% 4.5% 100.0%

0 2 1 1 1 0 0 5

0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%

3 1 4 2 2 0 1 13

23.1% 7.7% 30.8% 15.4% 15.4% 0.0% 7.7% 100.0%

3 1 1 1 0 0 0 6

50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 0 0 0 1 0 0 3

66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 1 1 1 0 0 4

25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%

47 40 43 21 10 3 6 170

27.6% 23.5% 25.3% 12.4% 5.9% 1.8% 3.5% 100.0%

0 1 0 0 0 0 0 1 2

0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%

1 3 1 1 0 0 1 0 7

14.3% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 100.0%

2 2 2 1 0 1 0 0 8

25.0% 25.0% 25.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0%

3 2 0 0 0 0 0 0 5

60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 0 2 0 0 0 0 0 4

50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 1 0 1 0 0 0 3

33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 2 1 2 0 2 0 0 8

12.5% 25.0% 12.5% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%

12 10 7 4 1 3 1 1 39

30.8% 25.6% 17.9% 10.3% 2.6% 7.7% 2.6% 2.6% 100.0%

2 4 2 0 0 0 1 1 10

20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 100.0%

9 10 7 5 1 1 1 0 34

26.5% 29.4% 20.6% 14.7% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 100.0%

17 20 18 9 3 2 1 0 70

24.3% 28.6% 25.7% 12.9% 4.3% 2.9% 1.4% 0.0% 100.0%

10 5 5 2 1 0 2 0 25

40.0% 20.0% 20.0% 8.0% 4.0% 0.0% 8.0% 0.0% 100.0%

8 5 9 2 0 1 1 0 26

30.8% 19.2% 34.6% 7.7% 0.0% 3.8% 3.8% 0.0% 100.0%

1 2 2 1 2 0 0 0 8

12.5% 25.0% 25.0% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

4 1 4 2 2 0 1 0 14

28.6% 7.1% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 7.1% 0.0% 100.0%

3 1 1 1 0 0 0 0 6

50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

3 0 0 0 1 0 0 0 4

75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 2 2 3 1 2 0 0 12

16.7% 16.7% 16.7% 25.0% 8.3% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0%

59 50 50 25 11 6 7 1 209

28.2% 23.9% 23.9% 12.0% 5.3% 2.9% 3.3% 0.5% 100.0%
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図表 5-3-2-3-5 
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5-3-2-4. 不安定居住期間の過ごし方 

不安定居住の期間、休みの日に誰と、どのようにして過ごすことが多かったかを聞いたところ、

1 人で過ごすという回答が最も多く、31.2％ 次に友人 26.7％、家族 26.2％などとなった。 

 

  度数 ％ 

友人 188 26.7 

家族 185 26.2 

恋人 94 13.3 

ひとり 220 31.2 

施設職員 10 1.4 

その他 8 1.1 

合計 705 100.0 

図表 5-3-2-4-1 

 

家族と連絡を取る頻度は、「月に 1 回以上」が 27.4％、「年 3 回以上」が 15.5％、「年に 1-2 回」

が 16.7％などとなっている。「年に 1 回未満」が 9.9％、「連絡していない」、「いない・連絡がつ

かない」を合わせると、30.5％となっている。 

 

  度数 ％ 

月に 1回以上 193 27.4 

年に 3回以上 109 15.5 

年に 1－2回 118 16.7 

それ以下 70 9.9 

連絡していない 148 21.0 

いない・連絡がつかない 67 9.5 

合計 705 100.0 

図表 5-3-2-4-2 
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過ごし方としては、、職探しは 2.7％、家探しは 1.3％のみであり、基本的に何もしていない、ま

たは外を出歩くだけというケースが多かった。 

内容 度数 ％ 

特に何もしていない 236 33.5% 

家で過ごした 142 20.1% 

外出 85 12.1% 

散歩 84 11.9% 

その他 37 5.2% 

読書 27 3.8% 

インターネット 24 3.4% 

アルバイト 21 3.0% 

職探し 19 2.7% 

ゲーム 17 2.4% 

テレビ 15 2.1% 

ギャンブル 11 1.6% 

家探し 9 1.3% 

お酒 6 0.9% 

友人宅 5 0.7% 

勉強 4 0.6% 

映画 4 0.6% 

体調不良で寝ていた 2 0.3% 

ラジオ 2 0.3% 

合計 750 106.4% 

図表 5-3-2-4-3 
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5-3-2-5. 生活保護の利用について 

生活保護を利用したことがあるのは 10.6％のみであった。利用しなかった理由として最も多い

のは「自分で働いて生活していこうと思った」32.8％であり、「家族・親族・知人を頼ることがで

きた」が 17.2％と続く。 

また、「役所で、生活保護の利用を断られた」が 6.4％、「手続きが難しいので生活保護を利用で

きなかった」7.0%などの手続きの際の支援が必要なケースがあげられる。 

「生活保護制度を知らなかった」が 10.2％、「自分が生活保護制度の対象だと思わなかった」

18.4％というのも大きな割合であり、生活保護制度をはじめとした福祉制度につながるまでのハ

ードルが存在することが明らかになっている。 

 

  応答数 ％ 

生活保護を利用したことがある 75 10.6% 

生活保護制度を知らなかった 72 10.2% 

自分が生活保護制度の対象だと思わなかった 130 18.4% 

自分で働いて生活していこうと思った 231 32.8% 

家族・親族・知人等を頼ることができた 121 17.2% 

生活保護以外の福祉制度等を利用した 47 6.7% 

役所で、生活保護の利用を断られた 45 6.4% 

手続きが難しいので、生活保護を利用できなかった 49 7.0% 

家族・親族等に知られたくなく、生活保護を利用し

たくなかった 

44 6.2% 

施設に入りたくないので、生活保護を利用したくな

かった 

33 4.7% 

そもそも福祉制度を利用したくなかった 53 7.5% 

その他の理由で生活保護を利用しなかった 111 15.7% 

合計 1011 143.4% 

n=705 

図表 5-3-2-5 
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5-3-3. 路上生活・車上生活（D） 

5-3-3-1. 路上生活・車上生活になる直前の住まい 

路上生活・車上生活を経験したと答えた方の直前の住まいは、知人・友人宅が最も多く 20.4％、

ネットカフェ・漫画喫茶等が 14.1％、24 時間営業の店舗が 8.2％、住み込みの寮は 9.3％などで

ある。持ち家・賃貸住宅等の安定した住居から路上生活となった割合は 17.8％である。 

  度数 有効％ 

知人・友人宅への同居 55 20.4 

建築土木／警備／製造業における住み込みの寮 25 9.3 

飯場 19 7.1 

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ） 28 10.4 

ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス 38 14.1 

24 時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファミレス等） 22 8.2 

サウナ、カプセルホテル等 12 4.5 

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 7 2.6 

救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設 2 0.7 

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅 2 0.7 

刑務所・更生保護施設 1 0.4 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 9 3.3 

持ち家・賃貸住宅等の安定した住居 48 17.8 

その他 1 0.4 

合計 269 100.0 

図表 5-3-3-1 
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5-3-3-2. 路上生活・車上生活後の住まい 

路上生活・車上生活後は、生活保護の利用が最も多く無料低額宿泊所や支援付きアパートが

16.4％、通常の賃貸アパートが 8.6％、生活保護施設が 8.9％である。ホームレス自立支援センタ

ーは 8.2％、その他シェルターが 4.8％。一方で家族・親族宅が 13.8％、友人知人宅が 11.2％とイ

ンフォーマルな出口も一定の割合見られた。生活保護を利用せず賃貸住宅等に入居したケースが

10％あり、この経緯は不明であるがインフォーマルセクターの支援が考えられる。 

 

  度数 有効％ 

今も路上生活・車上生活をしている 11 4.1 

生活保護を利用して、通常の賃貸アパートに入居した 23 8.6 

生活保護を利用して、無料低額宿泊所や支援付アパート等に入居した 44 16.4 

救護施設・更生施設等に入所した 24 8.9 

ホームレス自立支援センターに入所した 22 8.2 

その他の福祉施設（一時生活支援、シェルター等）に入所した 13 4.8 

病院に入院した 12 4.5 

家族・親族宅に住んだ 37 13.8 

友人・知人宅に住んだ 30 11.2 

ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利用した 11 4.1 

住み込み派遣寮、飯場等に入居した 8 3.0 

生活保護を利用せず、賃貸住宅等に入居した 27 10.0 

留置所・刑務所等に入所した 4 1.5 

その他 3 1.1 

合計 269 100.0 

図表 5-3-3-3 
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5-3-4. 知人友人宅・ネットカフェ・サウナ・24 時間営業店舗等の利用（C1） 

5-3-4-1. 知人友人宅・ネットカフェ・サウナ・24 時間営業店舗等の利用前の住まい 

知人友人宅・ネットカフェ・24 時間営業店舗等の利用前の住まいとしては、持ち家・賃貸住宅

等の安定した住居からの割合が45.4％と多い。路上生活や車上生活からの移行も10.6％みられる。

福祉施設などからの出口としても利用されていることがわかる。 

 

  度数 有効％ 

路上生活・車上生活 48 10.6 

建築土木／警備／製造業における住み込みの寮 35 7.7 

飯場 23 5.1 

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ） 38 8.4 

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 37 8.2 

救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設 13 2.9 

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅 7 1.5 

刑務所・更生保護施設 5 1.1 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 30 6.6 

持ち家・賃貸住宅等の安定した住居 205 45.4 

その他 11 2.4 

合計 452 100.0 

図表 5-3-4-1 
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5-3-4-2. 知人友人宅・ネットカフェ・サウナ・24 時間営業店舗等の利用後の住まい 

知人友人宅・ネットカフェ・24 時間営業店舗等からの移行先として、最も多いのが家族・親族

宅で 23.7％、次に生活保護を利用しないで賃貸住宅に移行したケースで 17.9％となっている。 

生活保護の利用も、無料低額宿泊所や支援付きアパートで 10.6%、賃貸アパートで 8.6％、生活

保護施設で 4.5％である。自立支援センターは 4.0％、一時生活等のシェルターは 3.3％であった。 

  度数 有効％ 

今も友人宅・ネットカフェ等を転々とする生活をしている 47 10.4 

生活保護を利用して、通常の賃貸アパートに入居した 39 8.6 

生活保護を利用して、無料低額宿泊所や支援付アパート等に入居した 48 10.6 

救護施設・更生施設等に入所した 21 4.6 

ホームレス自立支援センターに入所した 18 4.0 

その他の福祉施設（一時生活支援、シェルター等）に入所した 15 3.3 

病院に入院した 5 1.1 

家族・親族宅に住んだ 107 23.7 

住み込み派遣寮、飯場等に入居した 25 5.5 

生活保護を利用せず、賃貸住宅等に入居した 81 17.9 

留置所・刑務所等に入所した 6 1.3 

路上生活・車上生活になった 12 2.7 

その他 28 6.2 

合計 452 100.0 

図表 5-3-4-2 
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5-3-5. 一時生活支援事業、シェルター、ホームレス自立支援センターの利用（C2） 

5-3-5-1. 一時生活支援事業、シェルター、ホームレス自立支援センターの利用前の住まい 

短期シェルターとしての一時生活支援事業等のシェルター、自立支援センターの利用前の住ま

いとしては、持ち家・賃貸住宅が 15.3％、知人友人宅が 13.4％、ドヤが 13.4％、住み込みの寮が

12.4％、ネットカフェや漫画喫茶等が 11.5％などである。この結果と入口調査の結果を比較考察

することで、既存の自立相談支援窓口がどの層を主たるターゲットにしているかが読み取ること

ができるだろう。 

  度数 有効％ 

路上生活・車上生活 20 9.6 

知人・友人宅への同居 28 13.4 

建築土木／警備／製造業における住み込みの寮 26 12.4 

飯場 18 8.6 

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ） 28 13.4 

ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス 24 11.5 

24 時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファミレス等） 13 6.2 

サウナ、カプセルホテル等 7 3.3 

救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設 5 2.4 

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅 4 1.9 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 4 1.9 

持ち家・賃貸住宅等の安定した住居 32 15.3 

合計 209 100.0 

図表 5-3-5-1 

 

  



 
 

 
97 

 

5-3-5-2. 一時生活支援事業、シェルター、ホームレス自立支援センターの利用後の住まい 

短期シェルターとしての一時生活支援事業等のシェルター、自立支援センターの利用後の住ま

いとしては、家族親族宅が 16.7％、知人友人宅が 9.6％などとインフォーマルセクターが 4 分の

１を締めている。生活保護の利用は、無料低額宿泊所等が 12.0％、賃貸が 12.0％、生活保護施設

が 10.5％である。住み込み派遣、飯場への移行は 3.3％、路上へもどったのが 2.4％である。 

  度数 有効％ 

現在も施設に入所している 13 6.2 

生活保護を利用して、通常の賃貸アパートに入居した 25 12.0 

生活保護を利用して、無料低額宿泊所や支援付アパート等に入居した 25 12.0 

救護施設・更生施設等に入所した 22 10.5 

病院に入院した 25 12.0 

家族・親族宅に住んだ 35 16.7 

友人・知人宅に住んだ 20 9.6 

ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利用した 15 7.2 

住み込み派遣寮、飯場等に入居した 7 3.3 

生活保護を利用せず、賃貸住宅等に入居した 10 4.8 

留置所・刑務所等に入所した 1 0.5 

路上生活・車上生活をするようになった 5 2.4 

その他 6 2.9 

合計 209 100.0 

図表 5-3-5-2 
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5-3-5-3. 一時生活支援事業、シェルター、ホームレス自立支援センターを利用する際の相

談先 

短期シェルターとしての一時生活支援事業等のシェルター、自立支援センターを利用するにあ

たっては、社会福祉協議会への相談が最も多いが 21.1％のみ。NPO、自立相談支援機関が 17.7％

とならぶ。また行政の窓口（生活保護）18.7％、行政の窓口（生活保護以外）16.7％と、高い割合

を示している。 

  応答数 ％ 

行政の窓口（生活保護） 39 18.7% 

行政の窓口（生活保護以外） 35 16.7% 

生活困窮者自立相談支援機関 37 17.7% 

社会福祉協議会 44 21.1% 

NPO 等の民間支援団体 37 17.7% 

巡回相談 31 14.8% 

医療機関の職員 22 10.5% 

友人・知人・家族 30 14.4% 

飯場・社員寮の従業員 11 5.3% 

ネットカフェ等の店員 14 6.7% 

警察 14 6.7% 

刑務所・保護観察所の職員 1 0.5% 

その他【   】 2 1.0% 

どこにも相談しなかった 14 6.7% 

合計 331 158.4% 

図表 5-3-5-3 
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5-3-6. 無料低額宿泊所、生活保護施設等の利用（B2） 

5-3-6-1. 無料低額宿泊所、生活保護施設等の利用前の住まい 

長期の福祉施設としての無料低額宿泊所、生活保護施設等の利用前の住まいは、友人知人宅が

最も多く 17.4％、次に住み込みの寮が 11.7％、ドヤ 11.7％、飯場 10.9％と仕事と住まいが一体と

なった現場が多い。ネットカフェ等は 10.9％、24 時間営業の店舗等は 6.5％、路上生活・車上生

活は 8.5％である。 

  度数 有効％ 

路上生活・車上生活 21 8.5 

知人・友人宅への同居 43 17.4 

建築土木／警備／製造業における住み込みの寮 29 11.7 

飯場 27 10.9 

日雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ） 29 11.7 

ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス 27 10.9 

24 時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファミレス等） 16 6.5 

サウナ、カプセルホテル等 5 2.0 

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 10 4.0 

刑務所・更生保護施設 3 1.2 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 7 2.8 

持ち家・賃貸住宅等の安定した住居 30 12.1 

合計 247 100.0 

図表 5-3-6-1 
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5-3-6-2. 無料低額宿泊所、生活保護施設等の利用後の住まい 

長期の福祉施設としての無料低額宿泊所、生活保護施設等の利用前の住まいからの移行先とし

ては、一時生活支援等のシェルターが 16.6%と最も多い。無料低額宿泊所や生活保護施設の集団

生活になじまないケースなどと推測されるがはっきりといえるデータはとれていない。 

次に家族親族宅が 12.1％、生活保護を利用してアパートに入居したのが 11.7%、ホームレス自

立園センターが 8.1％などとなっている。入院の割合も 11.3％と高い。 

  度数 有効％ 

現在も施設に入所している 11 4.5 

生活保護を利用して、通常の賃貸アパートに入居した 29 11.7 

ホームレス自立支援センターに入所した 20 8.1 

その他の福祉施設（一時生活支援、シェルター等）に入所した 41 16.6 

病院に入院した 28 11.3 

家族・親族宅に住んだ 30 12.1 

友人・知人宅に住んだ 22 8.9 

ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利用した 25 10.1 

住み込み派遣寮、飯場等に入居した 10 4.0 

生活保護を利用せず、賃貸住宅等に入居した 18 7.3 

留置所・刑務所等に入所した 2 0.8 

路上生活・車上生活をするようになった 7 2.8 

その他 4 1.6 

合計 247 100.0 

図表 5-3-6-2 
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5-3-6-3. 無料低額宿泊所、生活保護施設等へ入所する際の相談先 

長期の福祉施設としての無料低額宿泊所、生活保護施設等を利用するにあたっての相談先は、

短期シェルター同様に、社会福祉協議会、NPO、行政、生活困窮者自立相談支援機関が高い割合

となっている。 

  応答数 ％ 

行政の窓口（生活保護） 40 16.2% 

行政の窓口（生活保護以外） 39 15.8% 

生活困窮者自立相談支援機関 42 17.0% 

社会福祉協議会 48 19.4% 

NPO 等の民間支援団体 44 17.8% 

巡回相談 28 11.3% 

医療機関の職員 28 11.3% 

友人・知人・家族 38 15.4% 

飯場・社員寮の従業員 20 8.1% 

ネットカフェ等の店員 14 5.7% 

警察 13 5.3% 

刑務所・保護観察所の職員 8 3.2% 

その他【   】 2 0.8% 

どこにも相談しなかった 18 7.3% 

合計 382 154.7% 

図表 5-3-6-3 
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5-3-7. 住み込み派遣寮、飯場、ドヤ等での生活（B1） 

5-3-7-1. 住み込み派遣寮、飯場、ドヤ等での生活前の住まい 

住み込み寮等の手前の住まいとしては、知人・友人宅が最も多く 20.4％、持ち家・賃貸住宅等

が 17.2％と続く。ネットカフェ等が 16.1％、24 時間営業店舗等が 11.8％、サウナ・カプセルホ

テル 10.4％などとなっており、住み込み派遣寮が受け皿として機能していることを改めて確認で

きる。 

  度数 有効％ 

路上生活・車上生活 20 7.2 

知人・友人宅への同居 57 20.4 

ネットカフェ・漫画喫茶・DVD ボックス 45 16.1 

24 時間営業の飲食店（ファーストフード店、ファミレス等） 33 11.8 

サウナ、カプセルホテル等 29 10.4 

一時生活支援、シェルター、ホームレス自立支援センター等の福祉施設 19 6.8 

救護施設・更生施設・女性保護施設等の福祉施設 9 3.2 

無料低額宿泊所・生活保護による支援付住宅 9 3.2 

家賃滞納・差し押さえ等で、立ち退きが必要な住宅 7 2.5 

持ち家・賃貸住宅等の安定した住居 48 17.2 

その他 3 1.1 

合計 279 100.0 

図表 5-3-7-1 
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5-3-7-2. 住み込み派遣寮、飯場、ドヤ等での生活後の住まい 

住み込み寮等のあとの住まいとしては、生活保護の利用、生活保護施設、自立支援センター利

用などが 38％と多くを占める。一時生活支援のシェルターへ移行したのは 3.9％のみであった。

就労とセットの住まいであるため、稼働年齢層であるはずが、生活保護が多い実態には疑問が多

い。年齢別にみても大きな違いがみられなかった。このため、一時生活支援と就労支援を適切に

行うことで就労に結びつくケースも多いのではないかと思われる。 

ほかには、家族・親族宅、友人、知人宅などのインフォーマルな出口が 20.4％。通常の賃貸住

宅に移行したのは 7.2％、住み込み寮のままが 9.7％となり、残りの 1 割は、路上や、24 時間営業

のネットカフェなどに流れている。 

  度数 有効％ 

現在も住み込み寮や飯場、ドヤで生活している 27 9.7 

生活保護を利用して、通常の賃貸アパートに入居した 31 11.1 

生活保護を利用して、無料低額宿泊所や支援付アパート等に入居した 43 15.4 

救護施設・更生施設等に入所した 33 11.8 

ホームレス自立支援センターに入所した 21 7.5 

その他の福祉施設（一時生活支援、シェルター等）に入所した 11 3.9 

病院に入院した 9 3.2 

家族・親族宅に住んだ 31 11.1 

友人・知人宅に住んだ 26 9.3 

ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利用した 12 4.3 

生活保護を利用せず、賃貸住宅等に入居した 20 7.2 

留置所・刑務所等に入所した 2 0.7 

路上生活・車上生活をするようになった 6 2.2 

その他 7 2.5 

合計 279 100.0 

図表 5-3-7-2 
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5-3-7-3. 住み込み派遣寮、飯場、ドヤ等での生活のきっかけ 

住み込み等のきっかけは、インターネットで知ったという回答が 30.5％と最も多い。次が友達

が働いていたから 26.5％、求人情報誌を見て 22.6％、ハローワークの紹介 22.6％などとなってい

る。第 4 章の表 4-3-1 とは、大きく違う結果となった。 

  応答数 ％ 

求人情報誌を見て 63 22.6% 

ハローワークの紹介 63 22.6% 

インターネットで知った 85 30.5% 

友達が働いていたから 74 26.5% 

過去にこの会社で働いていた 49 17.6% 

行政、支援機関の紹介 25 9.0% 

路上で声をかけられて 21 7.5% 

その他【   】 6 2.2% 

合計 386 138.4% 

N=279 

図表 5-3-7-3 

 

5-3-7-4. 住み込み派遣寮、飯場、ドヤ等での生活のときの職種 

住み込み等の職種も多様である。製造系が最も多く、25.1％、次に建築土木 16.8％、運輸 15.8％、

警備 12.2％となっている。 

  度数 ％ 

建築土木 47 16.8 

港湾 17 6.1 

警備 34 12.2 

運輸 44 15.8 

製造（工場等） 70 25.1 

販売・小売（スーパー、コンビニ等） 24 8.6 

サービス（ホテル・飲食店等） 26 9.3 

清掃 9 3.2 

その他【   】 8 2.9 

合計 279 100.0 

図表 5-3-7-4 
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5-3-7-5. 住み込み派遣寮、飯場、ドヤ等での生活のときの雇用形態 

雇用形態は、第 4 章と同様に正しく答えられていない可能性あ高いが、パートアルバイトとい

う回答が 31.5％、派遣・契約・請負が 24.0％、正社員が 23.3％などであった。 

 

  度数 ％ 

正社員 65 23.3 

派遣・請負・契約 67 24.0 

アルバイト・パート 88 31.5 

日雇い（日給月給を含む） 54 19.4 

その他【   】 5 1.8 

合計 279 100.0 

図表 5-3-7-5 

 

 

 

5-4. まとめ 

不安定居住を扱った調査としては、初めての大規模なインターネット調査である。欧米では一

般を対象とした電話調査知人宅等への居候も含む 10 年以内の広義の不安定居住経験が 5%程度あ

がってくるといわれており、今回のインターネット調査でも時期は多様であるが 6%とそれに近

い結果となった。 

今回は 5 万人を対象として実施したが、日本でのインターネット調査のパネルは、1,000 万人

程度が登録している（重複あり）とされ、さらに網を広げることも可能である。 

回答の中には不自然なものも含まれることも否めないが、肌感覚的にも、入口調査、派遣調査

結果とも整合性のとれる回答が多く数を集めることで十分なインターネット調査でも十分な精度

があることが確認できた。 

自助努力による自立が一定数あること、家族・知人友人宅などのインフォーマルセクターによ

る支援も一定数あること、これらのスケール感が明らかになったことは非常に大きな意味をもつ。

一方で、福祉に頼らなければならなかった層、各種施策から漏れ落ちて再び路上生活に陥ってし

まう実態も数値として現れている。住み込みなどで直近まで就労していたにもかからず、一時生

活支援での就労支援よりも、生活保護へのリーチが多い実態など施策上の課題と思われる点も明

らかになった。今後さらに分析を深め、より焦点を絞った調査の実施も検討していきたいと考え

ている。 
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参考資料（調査票） 

1 MA これまでに安定した住まいを確保できなかったことがありますか？
意識を問う 1 経済的理由により家賃を払えず、住まいを確保できなくなくなったことがある

2 経済的理由により持ち家を⼿放し、住まいを確保できなくなったことがある
3 家庭問題（DVや家庭環境等）により、住まいを確保できないまま、家を離れたことがある
4 病気・怪我等の理由により、住まいを確保できなくなったことがある
5 災害等の理由により、住まいを確保できなくなったことがある
6 その他理由により、住まいを確保できなくなったことがある

99 上記のような経験はない

2 MA これまでに安定した住まいを確保できなくなり、次のような居住を経験したことはありますか？
実態を問う C１ 1 知⼈・友⼈宅への同居

B１ 2 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮
B１ 3 飯場
B１ 4 ⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）
C１ 5 ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス
C１ 6 24時間営業の飲⾷店（ファーストフード店、ファミレス等）
C１ 7 サウナ、カプセルホテル等
C２ 8 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設
B２ 9 救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 
B２ 10 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅

11 刑務所・更⽣保護施設
C１ 12 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅
D 13 路上⽣活
D 14 ⾞上⽣活

15 その他の不安定居住
A 99 不安定居住の経験はない

3 SA Q2のような居住を経験したのは、最も直近でいつですか？
※Q2で99以外 1 現在

2 １ヶ⽉以内
3 ３ヶ⽉以内
4 ６ヶ⽉以内
5 １年以内
6 ３年以内
7 ５年以内
8 １０年以内
9 それ以上前

SEX 男性／⼥性
AGEID ５歳刻み
JOB 公務員／経営者・役員／会社員（事務系／技術系／その他）／パート・アルバイト／⾃営業／⾃由業／専業主婦／その他
PREFECTURE
MARRIAGE 未婚／既婚
CHILD あり／なし
Household INCOME ２００万刻み
Personal INCOME ２００万刻み

1 FAS 現在主に住んでいる市区町村はどちらですか。
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

2 SA 現在の主な住まいは次のうちどれですか？
1 賃貸住宅・持ち家
2 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅

実態を問う形態 3 知⼈・友⼈宅への同居
4 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮
5 飯場
6 ⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）
7 ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス
8 24時間営業の飲⾷店（ファーストフード店、ファミレス等）
9 サウナ、カプセルホテル等

10 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設
11 救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 
12 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅
13 更⽣保護施設
14 路上⽣活
15 ⾞上⽣活
16 その他の不安定居住

スクリーニング質問

本設問

パネルデータ
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3 MA 現在の収⼊源は次のうちどれにあたりますか
1 ⽣活保護
2 ⾃分の就労収⼊
3 ⾃分の年⾦収⼊
4 ⾃分以外の就労収⼊
5 ⾃分以外の年⾦収⼊
6 その他の収⼊
7 収⼊なし（貯蓄等での⽣活）

4 SA 現在の収⼊は、１か⽉あたりいくらぐらいになりますか（ここ３ヶ⽉くらいの平均）。
1 ５万円未満
2 ５万円以上１０万円未満
3 １０万円以上１５万円未満
4 １５万円以上２０万円未満
5 ２０万円以上２５万円未満
6 ２５万円以上３０万円未満
7 ３０万円以上

5 SA 現在の貯蓄はどれくらいありますか。
なし
５万円未満
５万円以上１０万円未満
１０万円以上３０万円未満
３０万円以上５０万円未満
５０万円以上１００万円未満
１００万円以上

6 MA 現在、⼀緒に暮らしている⽅は次のうちどれにあたりますか
1 ⼀⼈暮らし
2 親
3 配偶者・パートナー
4 ⼦ども
5 その他親族
6 知⼈・友⼈
7 その他

7 MTS これまでに安定した住まいを確保できなくなり、次のような居住を経験した、それぞれの期間を教えて下さい。
形態 A 1 持ち家・賃貸住宅等の安定した住居

B-1 2 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮、飯場、⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）での⽣活
B-2 3 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅、救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 
C-1 4 友⼈・知⼈宅、ネットカフェ・サウナ・24時間営業の店舗等
C-2 5 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設
D 6 路上⽣活・⾞上⽣活

期間 1 未経験
2 1週間未満
3 1週間以上3ヶ⽉未満
4 1ヶ⽉以上3ヶ⽉未満
5 3ヶ⽉以上6ヶ⽉未満
6 6ヶ⽉以上1年未満
7 1年以上3年未満
8 3年以上5年未満
9 5年以上10年未満

10 １０年以上
8 SA これまでに安定した住まいを確保できなくなり、Q7のような居住だったとき、休みの⽇は誰と過ごすことが多かったですか。

1 友⼈
2 家族
3 恋⼈
4 ひとり
5 施設職員
6 その他【FA】

9 FA これまでに安定した住まいを確保できなくなり、Q7のような居住だったとき、休みの⽇は主に何をして過ごすことが多かったですか。
10 MA これまでに安定した住まいを確保できなくなり、Q7のような居住だったとき、⽣活保護を利⽤しましたか。利⽤しなかった理由があればすべて教えて下さい。

1 ⽣活保護を利⽤したことがある
2 ⽣活保護制度を知らなかった
3 ⾃分が⽣活保護制度の対象だと思わなかった
4 ⾃分で働いて⽣活していこうと思った
5 家族・親族・知⼈等を頼ることができた
6 ⽣活保護以外の福祉制度等を利⽤した
7 役所で、⽣活保護の利⽤を断られた
8 ⼿続きが難しいので、⽣活保護を利⽤できなかった
9 家族・親族等に知られたくなく、⽣活保護を利⽤したくなかった

10 施設に⼊りたくないので、⽣活保護を利⽤したくなかった
11 そもそも福祉制度を利⽤したくなかった
12 その他の理由で⽣活保護を利⽤しなかった

11 SA これまでに安定した住まいを確保できなくなり、Q7のような居住だったときに、家族・親族と連絡をとったり会いに⾏ったりする頻度はどのようになっていましたか。
1 ⽉に１回以上
2 年に３回以上
3 年に１−２回
4 それ以下
5 連絡していない
6 いない・連絡がつかない
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路上⽣活・⾞上⽣活をしていた時期についてお答えください
12 FAS 路上⽣活・⾞上⽣活時に主に住んでいた市区町村はどちらですか

都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）
具体的にどのような場所で⽣活されていましたか（公園、河川敷、駅構内、道の駅等）

13 FAS 路上⽣活・⾞上⽣活となる直前に住んでいた市区町村はどちらですか
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

14 SA 路上⽣活・⾞上⽣活となる直前の居住形態は次のうちどれですか
実態を問う C 1 知⼈・友⼈宅への同居

B１ 2 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮
B１ 3 飯場
ABC 4 ⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）
C 5 ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス
C 6 24時間営業の飲⾷店（ファーストフード店、ファミレス等）
C 7 サウナ、カプセルホテル等
C２ 8 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設
B２ 9 救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 
B２、A 10 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅
E 11 刑務所・更⽣保護施設
A、C 12 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅
A 13 持ち家・賃貸住宅等の安定した住居

14 その他（            ）
15 SA 路上⽣活・⾞上⽣活から脱した後、どこに住みましたか

1 今も路上⽣活・⾞上⽣活をしている
2 ⽣活保護を利⽤して、通常の賃貸アパートに⼊居した
3 ⽣活保護を利⽤して、無料低額宿泊所や⽀援付アパート等に⼊居した
4 救護施設・更⽣施設等に⼊所した
5 ホームレス⾃⽴⽀援センターに⼊所した
6 その他の福祉施設（⼀時⽣活⽀援、シェルター等）に⼊所した
7 病院に⼊院した
8 家族・親族宅に住んだ
9 友⼈・知⼈宅に住んだ

10 ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利⽤した
11 住み込み派遣寮、飯場等に⼊居した
12 ⽣活保護を利⽤せず、賃貸住宅等に⼊居した
13 留置所・刑務所等に⼊所した
14 その他

安定した住まいを確保できなくなり、友⼈・知⼈宅、ネットカフェ・サウナ・24時間営業の店舗等の転々としていた時期についてお答えください
16 FAS そのときに主に住んでいた市区町村はどちらですか

都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）
具体的にどのような場所で⽣活されていましたか（知⼈宅・友⼈宅、ネットカフェ等）

17 FAS 友⼈宅・ネットカフェ等を転々としていた時期の直前に住んでいた市区町村はどちらですか
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

18 SA 友⼈宅・ネットカフェ等を転々としていた時期の直前の居住形態は次のうちどれですか
1 路上⽣活・⾞上⽣活
2 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮
3 飯場
4 ⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）
5 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設
6 救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 
7 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅
8 刑務所・更⽣保護施設
9 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅

10 持ち家・賃貸住宅等の安定した住居
11 その他

19 SA 友⼈宅・ネットカフェ等を転々とする⽣活の後に、どこに住みましたか
1 今も友⼈宅・ネットカフェ等を転々とする⽣活をしている
2 ⽣活保護を利⽤して、通常の賃貸アパートに⼊居した
3 ⽣活保護を利⽤して、無料低額宿泊所や⽀援付アパート等に⼊居した
4 救護施設・更⽣施設等に⼊所した
5 ホームレス⾃⽴⽀援センターに⼊所した
6 その他の福祉施設（⼀時⽣活⽀援、シェルター等）に⼊所した
7 病院に⼊院した
8 家族・親族宅に住んだ
9 住み込み派遣寮、飯場等に⼊居した

10 ⽣活保護を利⽤せず、賃貸住宅等に⼊居した
11 留置所・刑務所等に⼊所した
12 路上⽣活・⾞上⽣活になった
13 その他
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短期⼊所の福祉施設（⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等）に⼊所していた時期についてお答えください 
20 FAS ⼊所していた施設があった市区町村はどちらですか

都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

21 FAS 施設に⼊所する直前に⽣活していた市区町村はどちらですか
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

22 SA 施設に⼊所する直前の居住形態は次のうちどれですか
1 路上⽣活・⾞上⽣活
2 知⼈・友⼈宅への同居
3 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮
4 飯場
5 ⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）
6 ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス
7 24時間営業の飲⾷店（ファーストフード店、ファミレス等）
8 サウナ、カプセルホテル等
9 救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 

10 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅
11 刑務所・更⽣保護施設
12 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅
13 持ち家・賃貸住宅等の安定した住居
14 その他

23 MA 施設に⼊所するにあたって、どこに相談しましたか
1 ⾏政の窓⼝（⽣活保護）
2 ⾏政の窓⼝（⽣活保護以外）
3 ⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関
4 社会福祉協議会
5 NPO等の⺠間⽀援団体
6 巡回相談
7 医療機関の職員
8 友⼈・知⼈・家族
9 飯場・社員寮の従業員

10 ネットカフェ等の店員
11 警察
12 刑務所・保護観察所の職員
13 その他（     ）
14 どこにも相談しなかった

24 SA 施設を退所した後、どこに住みましたか
1 現在も施設に⼊所している
2 ⽣活保護を利⽤して、通常の賃貸アパートに⼊居した
3 ⽣活保護を利⽤して、無料低額宿泊所や⽀援付アパート等に⼊居した
4 救護施設・更⽣施設等に⼊所した
5 病院に⼊院した
6 家族・親族宅に住んだ
7 友⼈・知⼈宅に住んだ
8 ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利⽤した
9 住み込み派遣寮、飯場等に⼊居した

10 ⽣活保護を利⽤せず、賃貸住宅等に⼊居した
11 留置所・刑務所等に⼊所した
12 路上⽣活・⾞上⽣活をするようになった
13 その他
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無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅、福祉施設（救護施設、更⽣施設、⼥性保護施設等）に⼊所していた時期についてお答えください
25 FAS ⼊所していた施設があった市区町村はどちらですか

都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

26 FAS 施設に⼊所する直前に⽣活していた市区町村はどちらですか
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

27 SA 施設に⼊所する直前の居住形態は次のうちどれですか
1 路上⽣活・⾞上⽣活
2 知⼈・友⼈宅への同居
3 建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮
4 飯場
5 ⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）
6 ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス
7 24時間営業の飲⾷店（ファーストフード店、ファミレス等）
8 サウナ、カプセルホテル等
9 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設

10 刑務所・更⽣保護施設
11 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅
12 持ち家・賃貸住宅等の安定した住居
13 その他

28 MA 施設に⼊所するにあたって、どこに相談しましたか
1 ⾏政の窓⼝（⽣活保護）
2 ⾏政の窓⼝（⽣活保護以外）
3 ⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関
4 社会福祉協議会
5 NPO等の⺠間⽀援団体
6 巡回相談
7 医療機関の職員
8 友⼈・知⼈・家族
9 飯場・社員寮の従業員

10 ネットカフェ等の店員
11 警察
12 刑務所・保護観察所の職員
13 その他（     ）
14 どこにも相談しなかった

29 SA 施設を退所した後、どこに住みましたか
1 現在も施設に⼊所している
2 ⽣活保護を利⽤して、通常の賃貸アパートに⼊居した
3 ホームレス⾃⽴⽀援センターに⼊所した
4 その他の福祉施設（⼀時⽣活⽀援、シェルター等）に⼊所した
5 病院に⼊院した
6 家族・親族宅に住んだ
7 友⼈・知⼈宅に住んだ
8 ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利⽤した
9 住み込み派遣寮、飯場等に⼊居した

10 ⽣活保護を利⽤せず、賃貸住宅等に⼊居した
11 留置所・刑務所等に⼊所した
12 路上⽣活・⾞上⽣活をするようになった
13 その他
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建築⼟⽊／警備／製造業における住み込みの寮、飯場、⽇雇い労働者向けの簡易宿所（ドヤ）で⽣活していた時期についてお答えください
30 FAS 主に利⽤していた住み込み寮や飯場、ドヤがあった市区町村はどちらですか

都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

31 FAS 住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活する直前に⽣活していた市区町村はどちらですか
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

32 SA 住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活する直前の居住形態は次のうちどれですか
1 路上⽣活・⾞上⽣活
2 知⼈・友⼈宅への同居
3 ネットカフェ・漫画喫茶・DVDボックス
4 24時間営業の飲⾷店（ファーストフード店、ファミレス等）
5 サウナ、カプセルホテル等
6 ⼀時⽣活⽀援、シェルター、ホームレス⾃⽴⽀援センター等の福祉施設
7 救護施設・更⽣施設・⼥性保護施設等の福祉施設 
8 無料低額宿泊所・⽣活保護による⽀援付住宅
9 刑務所・更⽣保護施設

10 差し押さえ等で、⽴ち退きが必要な住宅
11 持ち家・賃貸住宅等の安定した住居
12 その他（            ）

33 MA 住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活するようになったきっかけは次のうちどれですか
1 求⼈情報誌を⾒て
2 ハローワークの紹介
3 インターネットで知った
4 友達が働いていたから
5 過去にこの会社で働いていた
6 ⾏政、⽀援機関の紹介
7 路上で声をかけられて
8 その他

34 SA 住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活していたときの主な職種は次のうちどれですか
1 建築⼟⽊
2 港湾
3 警備
4 運輸
5 製造（⼯場等）
6 販売・⼩売（スーパー、コンビニ等）
7 サービス（ホテル・飲⾷店等）
8 清掃
9 その他

35 SA 住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活していたときの主な雇⽤形態は次のうちどれですか
1 正社員
2 派遣・請負・契約
3 アルバイト・パート
4 ⽇雇い（⽇給⽉給を含む）
5 その他

36 SA 住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活した後、どこに住みましたか
1 現在も住み込み寮や飯場、ドヤで⽣活している
2 ⽣活保護を利⽤して、通常の賃貸アパートに⼊居した
3 ⽣活保護を利⽤して、無料低額宿泊所や⽀援付アパート等に⼊居した
4 救護施設・更⽣施設等に⼊所した
5 ホームレス⾃⽴⽀援センターに⼊所した
6 その他の福祉施設（⼀時⽣活⽀援、シェルター等）に⼊所した
7 病院に⼊院した
8 家族・親族宅に住んだ
9 友⼈・知⼈宅に住んだ

10 ネットカフェやサウナ・カプセルホテル等を利⽤した
11 ⽣活保護を利⽤せず、賃貸住宅等に⼊居した
12 留置所・刑務所等に⼊所した
13 路上⽣活・⾞上⽣活をするようになった
14 その他
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37 SA 現在の、婚姻関係について教えて下さい。
1 結婚している
2 離別（離婚した）
3 死別
4 未婚（結婚していたことはない）

38 FAS 中学卒業時に住んでいた市区町村はどちらですか
都道府県名
市区町村名（政令市の場合は区までご回答ください）

39 SA 最後に卒業した学校（最終学歴）を教えてください。
1 中学校
2 ⾼校中退
3 ⾼校
4 専⾨学校
5 ⼤学
6 ⼤学院
7 その他
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第 6 章 調査記録・ヒアリング結果 

今回の調査を設計、依頼するなかで、全国の支援機関（入口調査）や、住み込み派遣寮（住み込

み寮調査）や関係機関にヒアリングを行った結果をまとめた。 

入口調査については、自立支援センター、生活困窮者自立相談支援、一時生活支援の実施、生

活保護活用などを軸として分類している。 

 

6-1．入口調査 

6-1-1．自立支援センターのある大都市の老舗型 
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1-1-1.大阪市(三徳生活ケアセンター) 

◆概要 

利用者は年間延べ 4 万名ほどとなる。実人数にするとおそらく 2000 名ほどである。1 日平均

100 名ほどとなる。新規利用者は年間 500～600 名で、新規利用者の年齢は 60 歳くらいである。

2 泊 3 日ほどの利用が多い。宿泊と食事の提供が事業の中心である。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

①利用者 

ネットカフェや友人宅から来る方はは少ない。8 割はリピーターであり、あいりん地区で暮ら

していた方が多い。新規の 500 名は、あいりん地区の巡回支援団体(釜ヶ崎キリスト教協友会や釜

ヶ崎支援機構)や関連機関(西成労働福祉センターの分館)の紹介で来ることが多い。自立相談支援

事業の窓口に家が無い人が来ると、担当者が三徳生活ケアセンターを紹介することがある。利用

者には拘置所から来る方も多い。刑余者が多い。自彊館全体で言うと、日雇をやっていたという

人は最近少ない。平成 20 年ごろは派遣や日雇いの方が多かった。 

②(生活困窮者自立支援法の)自立相談支援事業の窓口を通じた利用 

基本的に、三徳生活ケアセンターを利用する際は、(生活困窮者自立支援法の)自立相談支援事業

の窓口を通している。あいりん地区の巡回支援団体の紹介で来る場合もあるが、そういう場合も

自立相談支援事業の窓口を通したという手続きを取る。 

③利用の容易さ 

三徳生活ケアセンターは、犯罪歴、出身地、精神疾患歴くらいしか問わないため、「自立支援セ

ンター舞洲」よりも利用しやすい。また、生活保護の保護施設は即日入居が難しいが、三徳生活

ケアセンターは即日入居がしやすい。ただし、三徳生活ケアセンターも結核検診を受けてからで

ないと入れない。 

 

◆出口 

三徳生活ケアセンターを出た後で「ホームレス自立支援施設には行きたくない」という人もお

り、その場合、福祉事務所を通して生活保護の居宅保護あるいは保護施設を考える。 

また、三徳生活ケアセンターを利用したがらない人については、巡回している支援団体(釜ヶ崎

キリスト教協友会など)を通じて福祉事務所に行き、生活保護の保護施設に入る。保護施設に入る

場合は必ず福祉事務所を通さなければならない。ただ、生活保護の保護施設も即日入所は難しい

ので、三徳生活ケアセンターに何泊かすることになる。  
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1-1-2.名古屋市(社会福祉法人芳龍福祉会) 

 

◆概要 

社会福祉法人芳龍福祉会は自立支援センターや一時保護事業を運営してきた。自立支援センタ

ーを「生活困窮者・ホームレス自立支援センター」へと名称を変え、より幅広い層を受け入れる

体制を整えている。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

①名古屋市内の生活困窮者自立支援の窓口（生活困窮者自立相談支援事業） 

「名古屋市仕事・暮らしサポートセンター（なごサポ）」を市内 3 か所（名駅・金山・大曾根）

に置いている。家が無い方については福祉事務所に紹介して一時保護所や緊急宿泊所へ案内する。 

福祉事務所が閉まっている夜間や休日は「名古屋市緊急つなぎ宿泊モデル事業」を実施してい

る「自立支援事業なかむら」を利用して、緊急一時宿泊を案内する（単身男性のみ）。複数人世帯

や女性のホームレスの場合、緊急宿泊所に直接依頼して後日福祉事務所に報告する。支援として

は現金を渡せないため、来談者が帰ってしまう場合もある。食べる物や住むところが無いほどに

困窮している人は、生活困窮者自立支援の窓口でなく、福祉事務所に直接行くことが多い。「名古

屋市仕事・暮らしサポートセンター（なごサポ）」自体があまり知られていない印象もある。 

ケースワーカーがシェルターの振り分けを決めている。施設側にも拒否権があるので、不適切

な依頼であれば、断る。しかし、必ずつなぎ場所を作る。この点が昔とは違う。 

 

②生活保護の窓口との関係 

生活保護の窓口がすべて割り振る。ただし、体調を崩したなどの例外時は別として、生活保護

のケースワーカーが施設まで来ることはない。しかし、入所した方の戸籍謄本を役所から見せて

もらえるなど、支援員としては安心できる部分もある。生活困窮者が施設に直接来た場合も、ま

ずは市役所に連れていかなければならない。 

 

③生活保護と生活困窮者自立支援の連携 

自立支援センターへの入所を依頼する区が、入口から出口まで責任を持つ。ただし、自立支援

センター入所中の生活保護利用は、医療単給のみとなる。基本的に自立支援センターでは無料低

額診療事業（中川区の掖済会病院）を優先的に活用するが、平日の午前中のみしか利用できない。

その場合、区に生活保護の医療単給をお願いする。 

自立支援センターからの退所時に仕事が決まらないケースや転居費用が貯まらなかったケース

については区から転居費用を受けられる。 

名古屋市の場合、過去に保護廃止になった人が再び困窮して生活保護を再申請するケースにつ

いて、過去の廃止理由を調べつつ、検証のために自立支援センターに入所させることがある。こ

の場合、センター側としても過去の生活保護受給歴を確認できる上、福祉事務所に寄せられた本

人の訴えを事前に把握できる。それゆえ、自立阻害要因を確認しやすい。 
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④名古屋市の一時生活支援事業 

一時保護事業は、アセスメント期間における最初の入居先として活用している。利用者の多く

は単身男性、単身女性である。緊急宿泊所は、一時保護所で受け入れられない場合の入所先であ

る。例えば、夫婦などが来談した場合、旅館を借上げて緊急宿泊所とする。「自立支援事業あつた」

は女性も入居可能、「自立支援事業なかむら」は単身男性のみ、「宿所提供施設熱田荘」は世帯向

け、自立支援住宅は集団生活が苦手な方向けの入居先となる。 

 

⑤自立支援センターの利用対象者やその支援 

リーマン・ショック以降、いわゆる長期の路上生活者の入所は少ない。派遣労働者や家賃滞納

者の住居喪失が入所理由のほとんどを占めている。センターの中心的支援は就労支援であるが、

ここ数年は家計管理が必要な高齢者や、臨床心理士の判定や精神科の受診が必要な発達障害者も

が増加している。 

障害が疑われる方や 65 歳以上の方（最低生活費をいくらか上回る年金を受給している方）は本

来の支援対象ではないが、そうした方の入所もある。それゆえ、障害者基幹相談支援センター、

発達障害者支援センター、県障害福祉課、区福祉係、地域包括福祉センター、知的障害者更生相

談所、障害者グループホーム、医療機関等と連携している。民間の老人ホーム、福祉事業者等と

の連携もできてきた。 

とにかく高齢者が増えている。働きたい人には仕事を進め、半就労・半福祉で生活してもらっ

ている。ただし、稼働年齢層でない方に無理やり就労を勧めることはない。また、年金が 2 か月

で 30 万近くもらえるような人もいる。その場合、生活保護を受けても仕方がないので、とりあえ

ず自立支援センターに入居してもらう。4か月分の年金が入った後でアパートに転居してもらう。

名古屋には高齢者を受け入れるアパートが多い。 

安易にステップを進めすぎると再び路上生活に転落する人もいる。当施設は昔ながらの自立支

援センターなので、利用者を厳しく追い詰める支援をしている。給料明細一つとっても、持って

くるように厳しくしている。本人に気づきが無い場合、また繰り返してしまう。 

 

⑥アウトリーチ 

中村区、中区、熱田区に名古屋市の保護援護生活相談進を配置して市内の公園を巡回している。

警察 OB の方も協力してくれている。無料低額宿泊所に入りながら小銭集めで缶拾いしている方

もいて、誰がホームレスでそうでないかが分からないこともある。 

 

◆出口 

①アフターケア 

アフターケアは全職員で行っている。利用者が退所した後、担当だった職員がアフターケアを

行う。土日関係なく、アフターケアを行う。電話やアパートへの訪問もあれば、施設に訪問する

場合もある。一緒に役所まで行って生活保護を申請したり、病院に同伴する。予算は、アフター

ケアで区分けせずに、全体で請求している。アフターケアの月次報告は役所に伝えているが具体

的な内容は伝わっておらず、法人の努力はあまり伝わっていない。 
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②障害者の受入れ先 

来年度から植田寮（更生施設・救護施設）の指定管理を受ける。障害者の受け入れも増える見

通しである。救護施設を出た後に障害者のグループホームなどを作るなど、経営を広げていきた

い。 

 

③一時保護事業 

一時保護事業は、生活保護の要否判定や各種社会福祉施設入所の際の一時的な宿泊先を提供し

ている。女性も利用可能で最長 4 週間滞在できる。生活保護のケースワーカーが福祉事務所でア

セスメントを行うが、一時保護所の職員も生活の様子をケースワーカーに報告している。転宅す

る方には細かいシートを作っている。ボーダーの人は一定期間入所しないと判別できない。長い

人では 1 年くらいかかる。時間をかけないとその後の生活が破綻する。 

名古屋市の区役所に相談した後に一時保護所に入るというルートになる。その後、他の施設に

振り分けられる。一時保護所が無理な場合のみ、簡易旅館借り上げの緊急宿泊援護事業を利用す

る。緊急宿泊援護事業は基本単泊だが、実際は数週間入所している場合もある。 

 

④一時保護事業とその利用者の進路 

一時保護事業の利用者のうち、施設を拒む人や他の施設に入れない人には住み込みを勧める。

こうした就労自立層（約 5%）は 30～40 代と若い。自立支援事業に移る人（16.6%）も合わせる

と、約 20%が就労自立となる。 

生活保護層（居宅保護 25.9%、入院 4.1%）は年齢と関係なく存在する。相談員は来談者に生活

保護と生活困窮者自立支援の 2 つのルートを説明するが、それを聞いた来談者が一番好む選択肢

が、生活保護で転宅費用を受けてアパートに入居するというものである。名古屋市は、転宅費用

を支給する際も一時保護所での 2 週間の生活研修を求める。一時保護所の職員がシートを作って

担当の区役所に送り、そのシートを確認したケースワーカーが可否を決定する。 

増えているのは施設入所層（更生施設 22.1%、救護施設 0.1%、宿提施設 1.1%、無料低額宿泊

所を含む老人ホーム 11.5%）である。リーマン・ショック後の 5 年ほどは居宅保護が 8 割以上だ

ったが、ここ 5 年で変わってきた。現在最も多いのは更生施設、次に自立支援センター、3 番目

が居宅保護である。名古屋市が転宅をすぐには認めずに施設を噛ますため、更生施設や自立支援

センターが増加している。 

健康状態と入所先の関係について見ると、健康状態が良いケースから健康状態がすぐれないケ

ースの順に、自立支援センター、更生施設笹島寮、更生施設植田寮、という順になる。ただし、ケ

ースワーカーが見ている健康状態は、あくまで内科疾患だけで、発達障害などの精神的なところ

は見えにくい。 

その他の自立（年金貯蓄等 0.6%、友人宅 0.7%、親族援助 0.0%）は、実際は、一定のお金を受

けたタイミングで無断退所してしまうケースであり、望ましくない。必ずしも住宅を見つけて対

処するわけではない。無断退所（4.5%）は少なくなった。リーマン・ショック前までは施設入所

を支援方針としていたが、当時は一時保護所も汚く、無断退所が多かった。今は居宅保護のシー
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トで点数を付けられるので部屋をきれいにするようになった。 

 

⑤地域居住、不動産屋 

居宅保護先はどこかの区に偏っているわけではない。中村区からの相談が多いが、中村区に転

居先するわけではない。一応自分の区に転居するように指導しているが、必ずしも自分の区に転

居するわけではない。 

基本的に、居宅保護の人は自分で転居先を見つける。不動産業者が施設の前で利用者に声をか

けて、アパートへの入居を勧めている。施設職員を介さず直接利用者に話をする。そうした業者

は、保証会社を独自に持っていて、一般的な全国展開の会社よりも審査が低いので、そのあたり

で入居はしやすい。 

 

◆名古屋市の特徴 

大阪のように、野宿・簡易宿泊所・就労・ケアセンターを使いまわすようなルートは、名古屋

市にはない。昔は笹島寮が 1 日 500 円、1 か月 7000 円で低額で泊まれていた。 
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1-1-3. 横浜市(生活自立支援施設はまかぜ) 

 

◆受け入れ 

①窓口 

各区役所が生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の窓口を直営で運営している。生活保

護の窓口と同じ窓口である。2015 年の生活困窮者自立支援制度導入時に、保護課から生活支援

課と改称し、両者を一体的に運営している。窓口には、形式上は、生活困窮者自立支援担当と生

活保護担当が存在する。しかし、現実には、各職員が制度をまたいで利用者を対応している。生

活保護を担当していた職員が、生活困窮者自立支援制度も担っている。それゆえ、年金があるた

めに生活保護を受けられないようなホームレスの方が窓口に来ると、他の支援を考えずに、安易

にはまかぜに受け入れを依頼してくる場合もある。「生活保護でなければはまかぜ」という感覚

が残っているのかもしれないが、もっと他の支援も考えるべき時期に来ていると思う。 

 

②アウトリーチ 

横浜市内に野宿している人の状況を把握するため、アウトリーチしている。地域住民からの通

報を聞いてから対応することが多い。夜間相談もある。看護師も同行しているので、今年は特に

健康なのかどうかを積極的に聞いて回る。路上からはまかぜに入りたいという人がいれば、アウ

トリーチの職員が区役所に同行する。 

 

③利用者 

2017 年度の入所者数は 740 名（内、女性 29 名）で、退所者数は 758 名（内、女性 31 名）で

あった。昔はお盆休み、ゴールデンウィーク、年末年始など、仕事が無い時期に入所者が多かっ

た。今はそういう傾向が薄まった。2017 年度の 1 日の平均利用者数は 131 名（2016 年度は 125

名）である。なお、はまかぜでは往還を認めている。禁止期間もない。東京の施設を出て、はま

かぜに入所する人もいる。 

2017 年度の平均年齢は 50.7 歳（2016 年度は 51.6 歳）で、女性は 53.6 歳（2016 年度は 49.9

歳）である。女性の利用者を見ると。精神的な障害を持っている人が多い。女性相談所など他の

施設を断られて入所するケースが見られる。 

利用者は流動的である。別の地域から入ってくる利用者がおり、別の地域に出て行く利用者も

いる。東京都や川崎市から来る人は多い。地方から仕事を求めてくる人も多いが、傾向を読み取

るのは難しい。施設は生活自立可能な方を想定したつくりであり、利用条件は ADL の自立した人

である。ただし、実際には生活自立困難な方も入ってくる。けがをしてしまったり、他の利用者

を巻き込んでしまったりする恐れがあるので、担当の区役所にできるだけ早く次の受け入れ先を

見つけてもらうようにしている。 

2018 年 10 月 3 日現在、130 名（このうち女性は 5 名）がはまかぜを利用している。そのう

ち、就労中は 17 名、求職中は 5 名ほどである。残りは、治療を受けたり、支援プランを考えて

いるところである。利用者の定員は 250 人である。 
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利用者層は、生活困窮者自立支援法施行前後で大きく変化はないが、少し幅が広がった。路上

生活者の入所は減少している。最近は路上を経ない方も多い。つまり、年金収入があるがゆえに

生活保護は受けられない高齢者などが来る。若年層も増加しているが、若年層は友達の家や住み

込み就労を見つけるとそちらに移ってしまうので、腰を据えて相談できない。日雇労働者の数は

減少しており、むしろ、派遣を登録している方やピッキングで生計を立てている方が入所するケ

ースが圧倒的に多い。 

 

④女性 

はまかぜは寿地区(路上生活者が多い地域)にあるので、女性については、女性相談所に対応を

依頼する。しかし、女性相談所は家庭内暴力の被害者を主な対象としているため、路上やネット

カフェで暮らしている女性を受け入れてくれないこともある。また、女性相談所には携帯電話を

持ち込めないため、女性相談センターよりもはまかぜを希望する人もいる。 

はまかぜは、建物の 2階を事務所と女性のフロア、3 階を食堂と喫煙所、4 階～7階を男性フ

ロアとして使っている。女性には、できるだけ早くアパートに入ってもらえるように勧める。し

かし、一人でアパートに住めない人多く、しっかりした治療を必要とする人が多い。基本的には

まかぜの入所期間は 3か月である。 

退所後、行き場の無い方もいる。救護施設に入れない方も多い。精神的に疲弊して入院する場

合も多い。行き場がなくて最終的に女性の簡易宿泊所に入れる場合もある。川崎では女性の施設

は満床なことが多い。 

 

⑤課題 

一時生活支援事業の存在を知らない人が多い。アパートで家賃を滞納した人に「早めに行政に

相談していれば何とかなったかもしれない」と伝えると「もっと早く知っていればよかった」と

ショックを受ける人も多い。 

はまかぜは就労支援中心なので、その他の支援に関しては他機関にスムーズにつなげたい。就

労支援の対象でない人や就労プログラムに従いたくない人にどういう支援を行っていくべきか、

といった新しい提案を模索している。 

また、困っている人が見えにくい。よほど困らないと本人から相談に来ない。アウトリーチが

積極的に機能すればよいと思う。 

はまかぜの利用者は、区役所経由が多いので、はまかぜの機能を活かすためにも、まずは区役

所の職員にはまかぜのことを分かってもらう必要がある。区役所で説明も行っている。 

 

◆出口 

①就労支援 

自立のためには、貯蓄が重要である。貯蓄してアパートで就労自立してもらうことを一番のゴ

ールにしている。限られた期間の中でどれだけ資金を貯めてもらえるかが肝になる。 

求職費用（交通費、食事、散髪代など）ははまかぜで支給する。採用後も、はまかぜで就労支

援を受けている間は、1食 500 円、2食 1000 円までははまかぜで支給する。交通費に関しては、
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最初の 1 ヶ月、はまかぜが支給する。給料をもらう 2 ヶ月目以降は自費で出してもらう。退所が

近くなると、協力してくれる不動産に家を探してもらう。 

就労支援を受ける条件は、はまかぜで金銭管理を受けることとアパートへの入居を目指しても

らうことである。目的達成のためには、入所期間を 3 ヶ月から 6 ヶ月に延長する人もいる。 

はまかぜの就労支援プログラムを拒む人も存在する。金銭を預けたくない人、ルールを守りた

くない人、はまかぜの食事を嫌う人、干渉されたくない人などである。その場合、入所期間(3

ヶ月)は延長しない。3 ヶ月目に「やっぱりプログラムを受けて就労し直したい」と言う場合に

は延長する。支援員は、粘り強くプログラムへの参加を促している。 

 

②出口 

退所後に再び野宿する人もいる。生活困窮者自立支援制度ができる前までは「仕方がない」と

いうスタンスだったが、生活困窮者自立支援制度ができてからは、プランを立てて支援をしてい

るので、「期日が来たので退所」ということを無くそうと努めている。やみくもに期間を延長す

るのでなく、「退所後に路上じゃないどこが先を見つける」という話し合いをして延長する。 

2017 年度 758 名の退所者は、生活保護受給 317 名（41%）、簡易宿泊所 239 名(簡易宿泊所で生

活保護 213 名)、アパート 77 世帯(アパートに住みながら就労 37 世帯)などとなる。 

就労自立層の平均入所期間は 6 ヶ月である。ホームレス自立支援法のときは 1年使えたが、生

活困窮者自立支援では 6 ヶ月である。貯金ゼロの状態で入所してお金を貯めてアパートに入居す

るいうプロセスなので、6 ヶ月だと難しい。例えば、月 18 万円の給料から月 12 万円を貯めて

も、3 か月で 40 万円も貯まらない。アパート契約したときに家賃 5万円だと、初期費用 25 万円

と家財道具 10 万円で 35 万円の出費となる。差し引き数万円の貯金のみしかのこらない。自立後

に余力がない。職員としても、十分な準備をさせられないまま送り出してしまっていると感じ

る。ギリギリ再延長することはあるが、再び 6 ヶ月延長して計 1 年入所してもらうことはない。 

はまかぜでの、相談、適性診断、就労支援(履歴書作成の手伝いなど)で求職スキルが上がる人

は多い。一方で、不安定な仕事につくと仕事が続かない。 

就労自立する人のアパートについては、協力的な不動産屋（川崎市でも実績がある）がかなり

無理な条件でも見つけてきてくれる。本人の希望に合わせて、他社の物件まで仲介して勧めてく

れる。利用者からしても、住みたいところに行けるのでモチベーションが目に見えて良くなる。

審査も通してくれる。はまかぜの利用者は緊急連絡先さえ持っていない人も多いので、利用者さ

ん同士が緊急連絡先同士になっても通してくれる。寿のホームレス支援団体の支援者が緊急連絡

先になることもある。 

一方で、選択できるコースが少ない。生活保護、施設（更生施設、救護施設、養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム）、就労してアパート(あるいは住み込み)しか選択肢がない。地域につなげ

るという点で、まだ課題がある。生活自立が難しい高齢の方が簡易宿泊所で生活保護を受けるケ

ースについては、ここ 1 年ほど、地域包括支援センターにつなげて見守りをしてもらっている。

ただし、年金をもらってアパートで暮らしている方については、まだ、なかなか地域につなげら

れていない。 
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川崎市は先の火災で簡宿保護を行わなくなったので、居宅保護が進んでいるかもしれない。た

だし、横浜市とあまり大きく違いは無く、東京も厳しい。簡易宿泊所の後にアパートに入るステ

ップはある。アパートでの自立できる人は、積極的にアパートに転居させる。もちろん、寿の簡

易宿泊所を好む人も多い。駅からのアクセスも良く、見守りもある。面倒見の良い簡易宿泊所は

人気がある。あくまで旅館営業法で、アパートではなく簡易宿泊所として営業しているが、実際

は、ヘルパーも来たり、生活保護も受けたりと居宅のような使い方をしている。 
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6-1-2. 自立支援センターのある大都市の新参型 

 

6-1-2-1. 川崎市(中高年事業団やまて企業組合) 

 

◆概要 

川崎市のホームレス支援事業として巡回相談事業、野宿者健康診断、衛生改善事業、越年対策

事業などをやっている。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

福祉事務所の来談者を見ると、路上、公園、漫画喫茶、社員寮、アパートから自ら相談に来る

人がおり、病院、保護観察所、警察からの紹介で来る人もいる。入所者は 40～60 代の現役世代が

多く、年間新規入所者は概ね 400 名である。 

入所直前までマンガ喫茶などに寝泊まりしていた住居喪失不安定労働者の入所は、全新規入所

者の 4 割にのぼる。マンガ喫茶から来る人の大半は 40 代以下である。 

規則を守らない人、酒を飲めないとケンカする人、上下関係が好きな人、窃盗癖がある人、風

呂に入らない人、LGBT など、集団生活に馴染めない方を受け入れるのは難しい。 

川崎市には「川崎市生活自立・仕事相談センター(だい job センター)」が 1 つある。一般的な

生活困窮者への対応は「川崎市生活自立・仕事相談センター」で行う。たとえば、各区の保護課

に生活困窮者が来ると、「川崎市生活自立・仕事相談センター」に回す。「川崎市生活自立・仕事

相談センター」は各区保護課にも出張している。 

家が無い人の場合、各区保護課の窓口に回す。例えば、巡回相談や「川崎市生活自立・仕事相

談センター」でホームレスであることを把握した場合、まずは保護課窓口につなぐ。 

自立支援センター入所者する人は、福祉事務所の窓口に来所するケースが圧倒的に多い。「川崎

市生活自立・仕事相談センター」から一時生活支援の意味で自立支援センターに繋ぐこともある

が、多くはない。 

自立支援センター入所者のうち医療が必要な人には医療単給で生活保護を受けてもらう。ただ

し、基本的に健康診断（結核、レントゲン）の費用は自立支援センターの予算に組み込まれてい

る。 

 

◆出口 

①出口の支援 

自立支援センター日進町では、入所者の住所変更、健康診断、年金調査、その他(運転免許、マ

イナンバーカード、年金、各種福祉手帳、銀行口座の住所変更)を手伝っている。また、福祉につ

なげるために、要介護認定、障害福祉サービス、生活保護の申請、単身生活訓練なども行う。 

それ以外に、自立に向けた貯蓄の準備やアパート探しを手伝う。就労支援としては、週 2 回ハ

ローワーク川崎から相談員が訪れる。面接交通費の支給、通勤交通費の支給なども行っている。 

 

②退所先 
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進町を含む川崎市全体の自立支援センターからの自立割合は、就労自立 2 割、福祉自立 4 割で

ある。残りの 4 割は非自立（無断退所等）である。自立者のうち生活自立が可能な人はアパート

を借り、そうでない人はグループホームや高齢者施設等に入る。 

昔は苦労したが、最近はアパート探しで苦労することは無い。保証会社が多く、緊急連絡先さ

えあればよい。緊急連絡先付きの保証会社もある。ゼロゼロ物件もある。 

自立支援センターを退所して市営住宅に入るケースは滅多に無い。抽選に間に合わない。入所

前に応募していた人が稀におり、そういう場合、市営住宅に入ることもある。 

無料低額宿泊所を勧めることは無い。ただし、本人が無料低額所を探してくることもある。日

進町側に強制力は無いので、そういう場合は無料低額宿泊所に入る。そういうケースが年に 1、2

件ほどある。簡易宿泊所も無料低額宿泊所と同じで、1、2 件ほどある。 

 

③リピーター 

リピーターで多いのは住み込み就労自立である、福祉アパートに入居した方の再入所は滅多に

無い。自立支援センター自体に利用回数制限は無いが、出入り禁止になった人はいる。 

 

6-1-3. 一時生活支援事業を使わない(或いは無い)ところの生活困窮者自立支援窓口 

 

6-1-3-1. 大阪市阿倍野区・住之江区・西成区・北区生活困窮者自立相談支援主任 

 

◆窓口および窓口での振り分け：阿倍野区の場合 

①他県から来る方 

「大阪に行けば仕事があるだろう」ということで大阪に来る方が多い。他県から来るケースが

多い。刑余者も非常に多い。「区役所に行けばお金を貸してくれると聞きました」という相談も

ある。事業が倒産して不渡りで家を無くした人も最近多い。今日 1日で 3 件あった。「ネットカ

フェにいた」という若者はほとんどいない。 

 

②事業失敗、DV、8050 

2019 年の 8月だけで「家を無くした」という人が 5 人いた。事業失敗の方 2 名、京都から大

阪まで相談にきた 30 代女性 1 名、70 代の母と 40 代の息子の母子が来た。事業失敗の方につい

ては、生活保護に繋いだ。母子については社員寮を持つ会社が雇ってくれた。京都から来た女性

については、女性用シェルターに紹介した。家が無い男性の場合、三徳生活ケアセンターに紹介

することが多い。 

 

◆窓口および窓口での振り分け：住之江区の場合 

①住み込みの紹介 

家が無い場合、働きたい方には、社員寮を持つ会社を紹介することがある。大阪から福島県ま

での切符まで出して雇ってくれる福島県の業者もいた。株式会社ハンドクラップも家を失った方

で住み込み希望の方を受け入れている。ただ、窓口では職業紹介ができないので、電話を貸して
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あげて職業紹介会社に繋ぐ。来談者は電話を持っていない人が多い。電話を貸すことも就労支援

になる。 

 

②市営住宅への入居 

市営住宅に入れることもあり、最低家賃で二年まで住めるようにしている。とりあえず家を確

保してから就労支援を行う。 

 

◆窓口および窓口での振り分け：北区の場合 

①即日宿泊は時間との戦い 

既に家を失った方の場合、昼までに手続きを済ませないと、午後に検診を受けられない(注：

三徳生活ケアセンターに入寮するためには検診が必要)。だから、時間との闘いとなることが多

い。じっくり聞取る時間もない。 

 

②多様な来談者：LGBT、精神疾患、自営業の破たん 

北区の場合、LGBT の方も多い。精神を病んでいる方もいる。大阪希望館があるが、そこに馴

染めない人をどうするか、というのが一つの課題である。 

また、北区の家賃は 10 万円ほどである。それゆえ、一般の人も何かのきっかけで家を失いや

すい。アパートに住んでいる人であっても、一瞬で家を失う。自営業者の破たんも多い。普段高

級車に乗っていても、カードの借金が多くて現金が無い場合も多い。 

持ち家で住んでいたとしても、8050 の人の場合、親を失った途端に生活が破綻する。 

 

③住み込み、ホームレス自立支援施設、生活保護の振り分け 

生活に困窮した人は、まず保護課(生活保護を担当している部署)に来る。保護課で「働きた

い」という意思を表明した場合、生活困窮者自立支援の自立相談支援事業の窓口に回される。そ

こで、住み込み寮に流すか、ホームレス自立支援施設に流すかを相談者と共に決める。 

 

◆窓口および窓口での振り分け：浪速区の場合 

基本的に支援調整会議をするが、できない時もある。DV で家を逃げ出して生活困窮者自立支

援の窓口に来る人も多い。今晩の宿を探すとなると、時間に余裕が無い。 

大阪市と言っても、区によって来談者の相談内容が全く違う。ワンルーム暮らしの人が多い区

もあれば、そうでない区もある。 

また、生活困窮者自立支援の窓口には職業紹介所の資格が無いので、仕事の紹介が難しい。

「自治体からの紹介」とは言えない。電話を貸すくらいの対応になる。 

これまでは三徳生活ケアセンターに流していたが、最近は新しい流れもある。 
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6-1-3-2. 大阪市西区・港区・東淀川区・城東区生活困窮者自立相談支援主任 

 

◆窓口および窓口での振り分け：港区の場合 

 

①「家族関係の悪化」、「生活保護に届かない」、「仕事の経験が無い」、「障害」 

港区では「港寮と社協の連合体」で生活困窮者自立支援を動かしている。実務は港寮から派遣

されてきた人が担当している。窓口に来るのは、家族関係の事例が多い。離婚してしまって、そ

の後の居住先を探している方などのケースである。あとは、虐待のケースも見られる。家族関係

が悪化して、家族と離れたいという人も来る。2 週間くらいどこかの建物に入ってもらって、そ

の間に頭を冷して仲直りと言うケースもある。全く収入が無ければ生活保護になるが、資産が生

活保護の基準を上回っている場合もあるので、世帯分離して生活保護を適用することもある。家

族を養えないから生活保護を受給したいという相談もある。 

仕事の経験が無いケース、障害があるケース、ハローワークに行っても就労できそうにないけ

ーすは生活保護を実施する。生活保護を適用することになると基本的には生活困窮者自立支援の

担当者の手を離れる。しかし、ケースワーカー(生活保護の担当者)が気にしなければ、生活困窮

者自立支援の担当者も関わる。生活困窮者自立相談支援の窓口で来談者に寄り添ってきた場合、

急にそれを絶つのは適切でないこともある。ただ、制度上、非公式の関わりになる。 

 

②振り分け 

港区の場合、基本的に家が無ければ生活保護で対応する。「家は無いけど、生活保護は嫌だ」

というケースには生活困窮者自立支援で対応する。家が無い場合、基本的に、三徳生活ケアセン

ター、ホームレス自立支援センター、救護施設で対応する。港寮から派遣されてきた担当者が生

活困窮者自立支援を動かしているので、そのあたりの紹介は非常にスムーズに進められる。生活

保護は審査に時間がかかるが、「多分適応できるだろう」ということであれば救護施設に入れ

る。後で資産が見つかっても、後で生活保護の給付から差し引けばよい。福祉事務所で判定を受

ければ入れる。人材派遣会社の住み込みを紹介することもある。面倒見が良い企業であれば紹介

することもある。そういうケースは就労支援の一環としてプランに記録する。警備会社の住み込

みなど、良い面と悪い面を伝えつつ、選択肢として紹介する。そういうところが合わなそうな人

は紹介しない。 

基本的にハローワークを通じて相談に来る人が多い。ハローワークは、携帯電話を持っていな

い求職者には打つ手が無いので、区役所を紹介する。 

 

◆窓口および窓口での振り分け：東淀川区 

 

①誰が担当するか？ 

生活保護に移った後でも、生活困窮者自立支援の担当者が関われないことはない。ただし、東

淀川区の場合、生活困窮者自立支援の相談者が非常に多い。大阪でトップ 3 に入る。それゆえ、

生活困窮者自立支援の担当者は、生活保護に移った人にまで関わる余力が無い。ケースワーカー
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の判断と生活困窮者自立支援の担当者の判断が食い違う場合があるので、生活保護に回した人に

生活困窮者自立支援の担当者が関わり続けると軋轢が生じることもある。全体的に見ると、自分

で収入を確保できない人が多かったので、生活保護に回すことが多かった。 

 

②引越費用の相談 

最近は、家を借りる費用に困る人が多い。引っ越しの費用が無いという相談が多い。家財が備

え付けのところに住んでいた人は、引っ越すとなると家具から揃えなければならない。家具を買

うお金を貸したり、中古の家電を安く譲ってくれるところを紹介する。こうした支援では、社会

福祉協議会のネットワークが生きる。 

 

③緊急の紹介先 

東淀川区も家が無い人に三徳生活ケアセンターを紹介することがある。ただし、三徳生活ケア

センターは昼の 12 時までに行かないと入れない。他で 1泊しなければならない。ただ、福祉事

務所を通せば、救護施設の淀川寮に入れることがある。 

 

④不動産業者との関係 

スムーズな入居の決め手は不動産業者との関係である。普通の不動産屋だと「生活保護をこれ

から通しますから」といっても「とれなかったらどうするの？」という感じで取り合ってくれな

い。携帯電話を持っていないと話すら聞いてくれない。一時期、JCOM だと携帯電話を手軽に契

約できたが、今は厳しい。レンタルやプリペイドは高い。普通は、家が無いという案件が発生す

ると、家に入るのに 1週間くらいかかる。不動産業者に同行することもある。家は確保できそう

でも荷物を運ぶお金が無いこともある。一緒に荷物を運ぶこともある。月に新規の相談が 20 件

くらいであれば、そういう支援もできる。転居の支援自体は、本来、生活困窮者自立支援ではな

い。 

 

⑤市営住宅 

東淀川区は生活困窮者の窓口と生活保護の窓口は違うフロアだが、連携は上手く行っている。

東淀川区では、責任を持てないので住み込み寮の紹介には慎重である。三徳生活ケアセンターを

進めるのも最終手段としている。 

時間に余裕がある人は、市営住宅に繋ぐ。家賃を払えなくなる人はほぼ民間住宅に住んでいる

人であるし、市営住宅の家賃を払えなくて生活困窮者自立相談の窓口に来る人はほとんどいない

からである。ただし、東淀川区の場合、慢性的に問題を抱えている人は多いのに、支援機関が少

ないために放置されている人が多い。 

 

⑥外国人の相談 

外国人も相談に来る。中国人が多い。基本的には定住あるいは永住の人なので、他の区民と同

じ扱いとなる。ただし、定住や永住以外の場合の対応には頭を悩ませている。会社を辞めた人だ

と、ビザが無い。ビザが無いと使える制度が無い。生活保護も社会福祉協議会の貸付けも使えな
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い。食べ物の支援しかできない。「とりあえず、友達のところに行ってみたら？」としか言えな

い状況である。 

 

◆窓口および窓口での振り分け：城東区 

①来談者 

城東区の場合、人口は多いが、面積が小さい。人口密度が高い。家賃を滞納して相談に来る人

が多い。離婚したケースも多い。「離婚したので親がいる城東区に戻ってきたが、さすがに親の

家に 3 人も 4 人も暮らせない」という相談などが来る。刑務所からの出所者も相談に来る。精神

障害の方も相談に来る。「年末で精神障害の診断も受けられないから施設にも入れない」という

相談もあった。トランクルームに住んでいる人もいると聞く。車中泊もとても多いと思う。住宅

の保証会社が「こんな人おるんやけど」と認知症の方を窓口に連れてくるケースも増えた。あ

と、「家賃 7、8 万円の所に住んでいたけど、給料が下がって住めなくなった」という相談も多

い。80 歳でも働いている方が「就労所得 10 万円を稼げなくなった」と奥さんと一緒に相談に来

たケースもあった。そういう場合、介護保険の減免などと並行して、安い家を探す。債務がある

ケースであれば、は弁護士にもつなぐ。生活困窮者自立支援事業の枠を超えることもあるが、地

域のコネを生かして出来る限り対応している。 

 

②有効な資源 

家が無い方が来た場合、城東区は無料低額宿泊所を使うこともある。知り合いの不動産業者に

相談することもある。入居の初期費用 10 万円なら、大阪しあわせネットワークの社会貢献事業

の貸付で入れる。ネットカフェに 1 泊してもらうこともある。救護施設に繋ぐことは少ない。 

ひとり親世帯への貸付けは使いづらいものが多い。細かい条件が合わないことが多い。転居の

ための貸し付けもあるが、使いにくいものが多い。 

ただ、生活困窮者自立支援制度ができてから、変わったように思う。「こういう風にしたら生

活保護を受けられますよ」なんてことは、以前なら絶対言わなかった。最近ではそういうことを

言うようになった。 

 

◆窓口および窓口での振り分け：浪速区 

住居確保給付金は、支給まで時間がかかる。住居確保給付金は条件も厳しい。住居確保給付金

は貸付ではなくて給付なので、行政の要求が厳しい。書類たくさん要求されて疲れてしまう人が

多い。30 人来ても 2 人くらいしか該当しない。その上、住居確保給付金はもらえるまで 1か月

もかかる。家が無い人については、即日もらえる給付が必要である。 

その点、大阪しあわせネットワークの社会貢献事業が使いやすい。浪速区は、引越しの支援を

不動産業者に任せる。介護が必要な場合も介護事業所に任せる。そうでないと捌ききれない。そ

れに、生活困窮者自立支援で対応したとなると面倒が起きる時もあるので、他の管轄については

他に任せる。 
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6-1-3-3. 船橋市(社会福祉法人生活クラブ) 

◆概要 

最大の中核市で、件数も多い、多様な一時生活支援を行っており、住み込み寮を持つ会社とも

連携を見せている。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

①窓口 

船橋市には電話がつながらないほどに相談が入る。2018 年の 4 月から 2019 年 3 月まで、298 人

分の相談があった。引っ越し費用が無いケースや住まいが無いケースの相談もある。相談の 13%は

船橋市の生活支援課から回ってくる。他に、社会福祉協議会、ハローワーク、病院、民生委員、弁

護士、他の市の生活保護担当から相談が回ってくる。生活保護の担当課を経由しないで来る場合

も多い。 

 

②振り分け 

家が無い来談者に話を聞くと、アパートに住みたいという人が多い。施設に行くくらいならシ

ェアハウスに入りたいという方も多い。生活保護を受けての保護施設、アパート、無料低額宿泊

所など様々な選択肢を考慮する。生活保護を受けるしかない場合、特定非営利活動法人エス・エ

ス・エスや不動産業者に相談する。「一人暮らしできるか」や「就労できるか」を検討する。 

住み込み寮を紹介する場合もある。会社の人が迎えに来てくれる。そういう会社は営業にも来

る。特定非営利活動法人エス・エス・エスに送る場合も、部屋を見せ、禁酒、門限、定時の食事な

どの条件を先に伝える。それを了承した人のみ紹介する。 

障害を持っている方については、就労支援で対応すべきか、障害者のグループホームで対応す

べきか、悩ましい。船橋市には居住支援法人の「株式会社あんど」がある。グループホームをし

ている社会福祉法人と不動産業をやってる会社が居住支援法人、見守り付き支援住宅、グループ

ホームの提案、寮に住んでの支援などを提案している。 

生活保護は大切な資源となっている。体調を整えてもらってから、短期で復帰して良い仕事を

見つけるというのが理想だと思う。それゆえ、生活保護を適用する段階で水際作戦はとらない。 

 

③住み込み寮 

住み込み寮の企業としては、いくつかの企業と連携を取っている。 

 

④不動産業者との連携 

居住支援協議会とも連携しており、住居確保要配慮者、生活保護受給者、障害社を理解する不

動産業者と連絡を取っている。ただし、障害の有無は慎重に考慮している。 

 

◆出口 

現在は出口を考えることの重要性を痛感している。どのように自立していくかを考えるソーシ

ャルワークが必要。今は無料低額宿泊所を利用すると、生活困窮者自立支援が関われなくなる。 
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6-1-4. 一時生活支援事業窓口型 

 

6-1-4-1. 相模原市 

◆窓口および窓口での振り分け 

相模原市役所と一時生活受託の県社会福祉士会は一時生活支援事業を大いに活用していた。 

市役所が一体となって、生活保護と生活困窮者自立支援を運用しており、その役割分担を明確

に意識しているところが印象的。 

受託団体も、県でのホームレス支援活動に草の根的にかかわり、絆のときに県事業でのシェル

ターなどやっていた系譜が、相模原市での新規進出とその後の運用を後押しした。 

 

6-1-4-2. 豊橋市 

◆窓口および窓口での振り分け 

豊橋は生活保護と生活困窮者自立支援がシームレスにつながっている。生活保護の就労支援と

生活困窮者自立支援の就労支援があり、市の職員が就労先となりそうな派遣会社に挨拶に行くこ

ともある。 

生活保護では担いきれない居住福祉の分野に着目して、独自でシェルターを持ち始めた。無料

低額宿泊所もある。一時生活支援事業を始めてからは、無料低額宿泊所を使わなくなった。一時

生活支援事業の借り上げアパート（レオパレス）は役所から徒歩 5 分程度の距離にある。1 泊ごと

に、毎日窓口に報告と相談を行う。そもそも連泊で自由に、という想定をしていない。一時生活

支援事業の食費は 1 日 1200 円支給。40～50 歳の男性で派遣切りにあった方が多い。平均滞在日

数は 2～3 日であり、従来も 2～3 週間程度だった。 

また年に 50～60 名の相談者の大半の出口が、短い期間にて、派遣の仕事を見つけて行くところ

が最大の特徴である。生活保護は 2、3 人にとどまる。99％が就職する。課題は、フォローアップ

が出来ていない点である。 

 

◆出口 

懇意の地元の不動産業者がある。生活保護や生活困窮者自立支援を支えている。住宅セーフテ

ィネット制度への関心は未だ政策担当者の段階ではなく、居住支援協議会は未設置である。 

トヨタの下請け工場等が有り、派遣切りの方も多いが、数日で次の仕事を見つけて出ていく方

が多い。流動性が高い。相模原市同様、生活困窮者自立支援の窓口と生活保護の窓口が並んでお

り、連携は円滑である。生活困窮者自立支援→生活保護という流れで相談を行う。利用者が自分

で仕事を探し、数日で出ていく。40～50 代の男性で、派遣会社に出ていくことが多い。宿泊機能

付きのハローワークというくらいの流動性を見せている。 

豊橋市は保護率が低い。仕事がそれなりにあるので、シェルターの利用が短期間で就職に結び

つく。但し、メンタルな問題を持っている人は、やはり、対応が難しい。 
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6-1-4-3. 茨木市 

◆窓口および窓口での振り分け 

①振り分け 

生活保護の窓口を通ってくるケースと生活困窮者自立支援の自立相談窓口を通ってくるケース

は、半々ずつとなっている。働きたいと言う人は多いが、難しいケースも多い。そうなると生活

保護とならざるを得ない。 

生活困窮者自立支援の自立相談支援事業の相談件数は年間 40 件くらいであり、全体的には、

食べるものが無いケース、借金のケース、離婚したケース、失業したケース、ひきこもりのケー

スなどがある。世間話に来たケースもあり、対応は忙しい。家が無いという相談は年間 3件ほど

で、そのうち 1、2 件は住み込みに行く。一時生活支援事業の利用者は年間 3、4人である。住み

込みに行く人は一時生活支援事業の利用者としてはカウントされず、「就労支援」として扱う。 

従来は、路上生活していた方が多かったが、最近では飯場で働いていて具合が悪くなった人、

知人宅にいたけど居続けられなくなった人、社員寮にいたけど仕事を辞めた人などが相談に来

る。時代の流れかもしれない。 

派遣会社の人が連れてくるケースもある。怪我や病気で飯場で働けなくなった人も相談に来

る。生活保護の医療単給で対応することもあるが、飯場を住所とした生活保護はできないので、

病院に入ってもらう。 

一時生活支援事業の利用者は、病院から退院後に次の行き先を探すケースが多い。そういう場

合、別の住み込みを紹介したり救護施設を使う。本人の意思によるが、働けるというなら、飯場

や西成の三徳生活ケアセンターを紹介したりする。そういう人でなければ他の施設を探す。救護

ならどの自治体からでも入れる。 

女性の場合、対応に苦慮する。流し先が見つからない。一時生活支援事業の利用日数が長引く

傾向がある。能勢の救護施設「三恵園」や「大阪婦人ホーム」があるが、待機者が多い。家族の

ところに戻れるかをたずねることになる。 

住み込みに行かない人は「ナミキハウス」という徒歩 10 分くらいのところにある建物を使

う。「ナミキハウス」はグループホームのような一軒家である。大阪府の北ブロックにある自治

体なら、どの自治体も利用できる建物であり、使い勝手が良い。部屋が無ければ「高槻温心寮」

という救護施設やホテル・旅館を使う。「高槻温心寮」は生活保護でなくても使える。ホテル・

旅館とは契約を結んでいる。契約費を払って使っている。 

一時生活支援事業を利用する場合、普通は 2週間くらい使う。次の居所を探す間のつなぎと言

える。次の居所を探しに行っても「入りたくない」となると、時間がかかる。施設に拒否感が無

い人に対しては施設を紹介する。気に入らなくて立ち去る人もいる。施設に入れば生活保護にな

るし、その場合、生活困窮者自立支援から生活保護に担当が変わる。生活保護の「居宅保護」が

可能かどうかを見るために救護施設に入ってもらうこともある。「ナミキハウス」に入った人に

毎日会いに行くわけではないが、電話で連絡はとっている。24 時間ではないが管理人が要るの

で、管理人に様子を聞いている。利用者に生活困窮者自立支援の窓口に来てもらっている。来れ

ない方については、こちらから伺っている。 
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茨木市は生活困窮者自立支援を直営でやっている。茨木市では市の社会福祉協議会がやってい

るのは仮設シェルターの経営くらいである。直営は珍しいのかもしれないが、なんで直営なの

か、私たちにはわからない。 

仕事ができるなら、一時生活支援事業を使わないで住み込みに行く人もいる。そのまま住み込

みに行った人は「就労支援」としてカウントする。そういうケースも月に 2 件ほどある。 

 

②住み込み寮 

住み込み寮を持つ企業が営業に来る。柔軟に対応してくれる。住み込みだと、大阪府でなく、

北海道や東北に寮をもつ企業も来る。勤務地にこだわりが無ければそういうところに流す。 

ネットカフェからの SOS は少ない。精神障害をお持ちの方が来ることはある。でも自ら SOS を

発信することがあまりないと思う。一時生活支援事業を紹介しても乗ってこない方もいる。それ

でそのまま路上に居座る人もいる。飯場から来る人は 40～60 代が多い。20、30 代という感じで

はない。 



 
 

 
133 

 

6-1-4-4. 東大阪市 

◆窓口および窓口での振り分け 

①窓口 

福祉事務所は 3 ヶ所あり、本庁には無い。生活困窮者自立支援の自立相談支援事業の窓口は本

庁のみである。東大阪市は生活困窮者自立支援の自立相談支援事業を直営でやっているので、予

算執行の関係上、生活困窮者自立支援のケースについて本庁で全て把握している。 

生活困窮者自立支援法関連の総相談件数は年間約 880 件であり、そのうち、一時生活支援事業

関係は年間 14 件(2019 年 4 月～2020 年 1 月まで)である。路上生活者は 9 名であり、以前と比べ

るとかなり少ない。今でも路上を月 3 回くらいはアウトリーチしているが、今の路上生活者は支

援を受けるのに消極的な人たちが多い。 

元は路上生活者対策がメインだったが、家賃が払えなくなったケース、失業で家を失ったケー

ス、ネットカフェで寝泊まりするケースが増えたので、一時生活支援事業としてもそっちを見る

ようになった。今も路上にいるような方は一時生活支援事業を使わない人たちだと考えている。

それゆえ、東大阪市は一時生活支援事業を路上に行く前の段階の人たち向けの支援と捉えてお

り、以前からそういう考え方があった。 

 

②一時生活支援事業 

一時生活支援事業では、普通はビジネス旅館を使っている。家を失った理由は、他県から来た

ケース、退職後家賃を滞納して家を追い出されたケース、退職して社宅を出ることになったケー

ス、両親と仲が悪くて家を出てきたケース、お金を他に使ってしまって家賃滞納したケースな

ど、様々である。多重債務者の方も一定程度見られる。 

大阪府は一時生活支援事業の宿泊先として使う建物を「北ブロック」の建物と「南ブロック」

の建物とにリスト化している。北ブロックに属する自治体なら北ブロックの建物をどれでも使え

る。南ブロックも同様である。その建物が自分の自治体にあるかどうかは関係ない。「共通」と

いうのもあり、これはブロックに関係なく使える。旅館の場合、ホームレスが宿泊していると知

られると営業に差し支えるので一時生活支援事業の宿泊先として使う建物のリストは公表されて

いない。ビジネス旅館は一泊 7000 円であり、この他、食費として 1日 1500 円分の QUO カードを

支給する。1食 500 円で 3 食だから 1500 円を支給する。全員をに流すと決まっているわけでは

なく、空いているところに入ってもらっている。 

一時生活支援事業でどこかに宿泊することになった人とは、必ず連絡を取っている。ハローワ

ークに行くのは、利用者本人にお願いしている。生活保護で居宅保護する前に、様子見に一時生

活支援事業を使っている自治体もあるが東大阪市はそういうのはない。 

ネットカフェから来たという来談者もいるが、そういう人は飯場を転々として支援を受ける直

前にネットカフェにいた人だと認識している。ネットカフェで食うや食わずの状態にまで陥って

しまってスマホで検索して支援について知った人が多い印象である。最近は「役所に行けばどう

にかなる」と考える人が増えたと思う。 

住むところが無いと窓口に来た人の全てに一時生活支援事業の建物に入ってもらうわけではな

い。「祖母に保証人になってもらうようお願いしてアパートを借りてもらって生活保護の居宅保
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護」というケースもある。生活保護以外であれば、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度で家

を確保したりする。年金をもらえる人の場合、一時生活支援事業を利用した後に自主退所したり

もする。 

 

③住み込み寮 

住み込み寮を持つ業者が、窓口に営業に来ることもある。東大阪市は直接そういうところに流

しはせず、生活困窮者自立支援の就労準備支援事業(アソウヒューマニーに委託している)を通

す。アソウヒューマニーは就労準備支援事業で就職希望者と受け入れ希望企業をマッチングして

いるので、受け入れ希望企業として登録してもらっている。 

 

④使っている入居支援 

他の地域では大阪しあわせネットワークの社会貢献事業で 10 万円出してもらって入居支援し

ているようだが、東大阪市でも大阪府社協老人施設部会の社会福祉貢献事業も使っている。た

だ、食べ物の支援くらいで使うことが多い。 
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6-1-4-5. 沖縄県(公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会) 

◆概要 

沖縄特有の歴史的経緯から合併が進まなかったので、面積に比べて自治体数が多い。人口密度

も高く、100 万都市に匹敵する。自治体数が多いので相談窓口も多く、利用者の視点に立てば、ア

クセスしやすい環境にある。その結果、利用状況が高くなっている。沖縄県は市町村合併する予

定もない。失業率、母子世帯割合が全国で最も高い。公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会は

各種就労支援事業を受託した経験を持っており、生活困窮者自立支援事業には 2013 年のモデル事

業の頃から参加している。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

①窓口での振り分け 

県庁の下には 5 つのブロックがある。その各支部の近くに公益財団法人沖縄県労働者福祉基金

協会も窓口を構えている。 

来談者が就労を望む場合、シェルターにいる間に就労してお金を稼いでもらう。転宅支援も行

う。日雇いの人は短くなるが、お金を稼いでもらう場合は長くなる。 

来談者が住み込み就労を望む場合、県内にも県外にも仕事先がある。旅費も受け入れ側が出し

てくれる。建設業は一年中募集があるが、ホテル業や農業は季節性になる。ホテル業は女性もで

きるが、それ以外は力仕事になるので男性である。 

生活保護となる場合、申請期間中にシェルターに入ってもらう。生活保護決定までは一時生活

支援事業の予算から費用を出し、決定後は生活保護費から費用を出すという取り決めになってい

る。就労不可であれば生活保護になる。生活保護に移った後は、生活保護のケースワーカーの担

当下に入るが、生活困窮者自立支援の相談員も関わりを絶つわけではない。 

DV 被害者の場合、時間がかかることが多い。シェルターの後は、母子支援施設といった公設シ

ェルターに移動してもらう場合が多い。 

何も決まらないで去っていく人が全体の 3 割ほど存在する。 

転宅支援に関して、基本的には保証金が必要な場合が多い。保証金が必要なく転居できる大家

を紹介してくれる不動産業者も存在する。 

 

②一時生活支援事業 

公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会は、生活困窮者自立支援法の複数の事業（自立相談支

援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、人材養成研修）をパッケージとして沖縄県から

受託している。ただし、一時生活支援事業については、管理に時間がかかるため、NPO 法人ファミ

リーサポート愛さん会に管理を任せている。 

沖縄県の場合、2015 年までは非常設型シェルターのみだった。しかし、季節性はあるものの、

利用者が存在することから、2016 年度からは常設型も設置している。 

沖縄県では年度ごとに一時生活支援事業を始める自治体が増えている。基本的に、他自治体か

ら受け入れることはしない。県外から入ってきた利用者に関しては、来談者の希望に即して那覇

市で受けたり沖縄県で受けたりする。 
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公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会は沖縄でも那覇市でも生活困窮者自立支援を受託して

いるので、那覇市や沖縄県での連携は取りやすい。 
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6-1-4-6. 那覇市(公益財団法人労働者福祉基金協会) 

◆概要 

公益財団法人労働者福祉基金協会は、那覇市において、生活困窮者自立支援法の 3 事業(自立

相談支援事業、一時生活支援事業、就労準備支事業)、ホームレス巡回相談事業、生活保護受給

者向け就労準備支援事業の 5 つをパッケージングで受託している。その上で、一時生活支援事業

については、(再委託ではなく)賃貸借契約で特定非営利活動法人プロミスキーパーズに任せてい

る。再委託だと、送迎、見守りも一時生活支援事業の費用に含まれるが、賃貸借契約だと、送迎

や見守りは自立相談支援員が対応するという違いがある。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

①生活保護と生活困窮者自立支援の連携 

那覇市の保護管理課で生活保護の相談を受ける。その所管が生活困窮者自立支援も担当してい

るので、生活保護と生活困窮者の支援の連携は取れている。生活保護に相談に来た人が生活困窮

者自立支援の自立相談支援機関に流れてくることは頻繁にある。 

生活困窮者自立支援の一時生活支援事業に 100 人来るとすると、50 人弱は生活保護に到る。

そのほとんどが福祉事務所からの来たケースである。 

生活保護の申請の際に居所があると通りやすいので、一時生活支援事業を通して居所を決めて

もらうことがある。逆に、自立相談窓口に来た人で、居所が決まっている人が、生活保護を希望

していれば、そのまま生活保護につなぐこともある。 

 

②他機関との連携 

救護施設は利用していない。女性相談所、児童相談所、刑余者が持つシェルターとの連携は密

にしている。特に、女性相談所とは密に連携を取っている。女性相談所が、女性相談所に相談に

来た方を「今日はもう時間が遅いから」、「定員いっぱい」などの理由で一時生活支援事業に紹介

することもある。場合によっては、自立相談支援窓口に来た女性を女性相談のシェルターに紹介

することもある。一時生活支援から女性相談所のシェルターにつなぐこともある。 

刑余者の場合、更生保護施設「がじゅまる沖縄」があるが、「更生の意思があります」と断言

できる人しか受け入れない。それゆえ、「がじゅまる沖縄」に入れなかった人は一時生活支援事

業で受け入れる。自立準備ホームなど、届け出だけで設立が可能な施設はいくつかあるので、そ

こから一時生活支援事業に流れてくることもある。 

 

③他の自治体からの受入れ 

他市町村からの受け入れはしていない。県外から来た人について、「那覇に移住したい」とな

った場合は那覇市で受け入れることはある。「こちらの自治体では一時生活支援事業をやってい

ないので、那覇市に受け入れて欲しい」という依頼は受け付け難い。 

  



 
 

 
138 

 

6-1-5. 生活保護と生活困窮者自立支援のミックス型 

6-1-5-1. 新宿区 

◆窓口および窓口での振り分け 

 

①窓口 

ホームレス支援、生活保護、生活困窮者自立支援の窓口の 3 つの窓口の横並びにある。同じ相

談員が両方説明する。以前は生活困窮者自立支援専用の窓口があったが、2019 年の 4 月に組織改

正で、それを生活福祉課に変えて生活保護と密接な連携を取る体制とした。生活保護で居宅保護、

生活困窮者自立支援による居住確保、路上生活支援、という 3 つの選択肢がある。 

 

②振り分け 

ネットカフェで暮らしていることがわかると、生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業を使

う。新宿区は、ホームレス自立支援センターと新宿区のシェルターを、特定非営利活動法人新宿

ホームレス支援機構(NPO 新宿)、中高年事業団やまて企業組合、社会福祉法人東京さくら福祉会な

どに委託しており、出口として就労先を見つけてもらうようにしている。 

生活保護の場合、まずは無料低額宿泊所で保護し、のちに生活保護の居宅保護で敷金礼金を出

してアパートに入ってもらう。 

居所の無い人の支援で最も多いのは、ホームレス自立支援センターに入所パターンであり、全

体の 6 割、7割にのぼる。他の区だと余裕があるが、新宿はホームレス自立支援センターの入所を

待機することになる。1週間から 2ヶ月ほど待機する。 

あまり派遣を勧めていない。シェルターにいる人は、自ら仕事を見つけて出ていく。高齢者に

対しては、「こちらの施設だったらエレベーターもあります」というような助言を行っており、新

宿の無料低額宿泊所などを使っている。 

外国人の来談者も 1、2件ある、このほとんどは在留資格のある外国人からの相談である。国籍

はイランやアフリカ系の人も含めて様々である。ただし、在留資格をきちんと把握しないままに

相談を受けているケースもある。 
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6-1-6. 生活困窮者自立支援も民間団体もあるが調査は生活保護オンリー型 

6-1-6-1. 市川市 

◆窓口および窓口での振り分け 

①窓口 

家もお金もなければ、生活保護を適用して無料低額宿泊所を使う。「市川市生活サポートセンタ

ーそら」が生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業、一時生活支援事業、就労準備支援事業、

家計相談支援事業を一体で受託している。このほか、特定非営利活動法人エス・エス・エスが自

立支援住宅、ホームレス支援、巡回支援と相談所、シェルターを実施している。市川市の路上生

活者は行徳地域に多く、特定非営利活動法人エス・エス・エスが南行徳公園の管理事務所を借り

て、シャワー、洗濯炊事場、街角相談所を提供している。 

 

②振り分け 

「生活保護受けたい」と保護の窓口に直接来るケースがある。ネットカフェや刑務所から来る

方もいる。「NPO ガンバの会」のシェルターから生活保護の申請が 20～30 件はある。 

生活保護を申請に来たけど寝る場所が無いという方も来る。その場合、特定非営利活動法人エ

ス・エス・エスや NＰＯ法人さくら福祉推進協会を紹介するパターンもある。 

「家があるが出なければならない」という方や「家を失うかもしれない」という方は、「市川市

生活サポートセンターそら」につなぐ。無料低額宿泊所につなぐ際には、ある程度吟味する。市

外のケースは 3 ヶ月後に市を居住地にして市費に変更する。 

居宅保護をする場合、生活保護手帳の記述に則り、お金の面や生活面で居宅保護が可能かを判

断する。住民票が無い場合や電話が無い場合は就労から遠いため、居宅保護できない。この場合、

特定非営利活動法人エス・エス・エスや NＰＯ法人さくら福祉推進協会の無料低額宿泊所や、認定

NPO 生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会のシェルターなどにつなぐ。「生活保護を申請した

いが少しお金を持っている」という方については、「市川市生活サポートセンターそら」に回す。 

あと、生活保護を受けたくない人、社会性がある人、自分で頑張りたい人については、一時生

活支援事業を紹介する。ただし、一時生活支援事業では家と食事しか提供しないので、生活支援

ができない上、生活費も支給できない。それゆえ、生活支援や当面のお金が必要なケースについ

てはホームレスの自立支援住宅（特定非営利活動法人エス・エス・エスが受託しており、見守り

や金銭管理もある）で生活保護を適用する。居宅生活を希望する場合は、すぐに生活保護を申請

する。 

ホームレスの方も来るが、ホームレスの方は東京と千葉市の境目で路上生活している方であり、

あまり相談にも来ない。支援団体が連れてくるケースがほとんどである。路上生活が長い方は病

院に入ることはあるが、再び路上に戻る。路上生活者に対しては「市川市生活サポートセンター

そら」が生活困窮者支援の一時生活支援事業として対応することが多い。一方、それ以外の、家

の無い方やネットカフェを転々としている方は生活保護で受ける。 

平成 30 年度の「市川市生活サポートセンターそら」の実績だと、新規相談者が 518 名、そのう

ち住まいが無い方や住まいを失うおそれがある方が 42 名であった。42 名が相談に来る直前にど

こにいたかを見ると、友人宅へ居候していた方が 9 名、路上にいた方が 17 名、ネットカフェにい
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た方が 16 名だった。このうち、仕事を持っているのが 4人、老齢年金 4 人であった。 

 

◆出口 

一時生活支援事業で使える部屋の数は限られている。平成 30 年度の新規相談では 5 名だった。

3 ヶ月、6 ヶ月でプランをまわしていくが、部屋が空いていないと使えない。 

一時生活支援事業で使える部屋が空いてなければ、生活保護にまわすか、警備会社や建設会社

の住み込み寮を紹介する。住み込み寮を持つ会社が営業に来る。会社と連絡を取ると、ある程度

のアフターフォローもできる。職種は、技能職ではなく、手元作業が多い。 

障害を持っている方や病気を持っている方は、認定 NPO 生活困窮・ホームレス自立支援ガンバ

の会の会につなぐ。生活支援を実施するケースについては「市川市生活サポートセンターそら」

に回す。 

市川市の一時生活支援事業は、就労につなぐ基本ルートであり、生活保護や無料低額宿泊所へ

の繋ぎではない。 

特定非営利活動法人エス・エス・エスは、市川荘、行徳、女性向けの 3 つを持っている。NＰＯ

法人さくら福祉推進協会は男性用シェルターと女性用シェルターを持っており、女性用を DV シェ

ルターとして使っている。 

就労支援をハローワークの窓口で行っており、生活保護の就労支援の一環という位置づけであ

る。生活困窮者自立支援法としての就労支援は「市川市生活サポートセンターそら」が行ってい

る(自立相談支援事業の就労支援員)。 

出口としては、失踪が多い。生活保護で一般アパートに移るケースはあまりない。無料低額宿

泊所に暮らしながら就労して生活保護を抜ける人もいる。 
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6-1-7. 生活保護オンリー型 

6-1-7-1. 尼崎市 

◆概要 

ヒアリングの主テーマが飯場の変遷と生活保護であったため、一般的な不安定居住の話題には

なっていないことをお断りしておく。 

30～40 年前、尼崎市には従業員寮が大小併せて 150 ヶ所以上(入寮者 5000 人)存在すると言わ

れていた。これらの従業員寮に暮らす労働者は、住民票や健康保険無しに就労できた。ただし、

尼崎市の生活保護行政は、労働条件および生活の視点から、飯場を居住地として認めなかった。

飯場住民の外来には、現在地保護や行路病院で対応した。ただし、20 年前からの飯場は変容し

た。飯場の数や従業員の数は、ともに減少傾向を見せている。 

労働基準法、建築基準法、雇用保険法の改正により、飯場の住居、労働条件、外的条件はある

程度改善した。しかし、近年は、不法滞在者等の温床になっている。時代の変遷により、日雇労

働者の住処という性格は薄まりつつある。 

現在の飯場には稼働年齢層が少ない。かつての労働者たちは年老い、救護施設、介護保険施

設、無料低額宿泊所、サービス付き高齢者向け住宅、病院、サポーティブハウスへと移ってい

る。飯場を追われて路上生活者となると、その多くは生活保護を受ける。ただし、生活保護を嫌

がる人も少なくない。 

 

◆窓口および窓口での受け入れ 

①サービス付き高齢者住宅、西成のサポーティブハウス 

サービス付き高齢者住宅は月 1 万円ほどしか小遣いを使えないので、窓口ではあまり勧めてい

ない。それでも入らざるを得ない場合もある。尼崎市から大阪市西成区のサポーティブハウスに

移る人は多い。尼崎市の職員としては、実施責任も変わるため強くは勧めない。 

 

②住民票、行路病院、外国人 

外部から尼崎市の飯場に来る人は、昔から、基本的に住民票を取らない。よって社会保険も無

い。不安定な住まい（飯場）に住んでいるので、身体に不調があると現在地保護で行路病院に入

院することになる。飯場は行政と距離を取っているため、飯場の管理者ではなく、本人自ら相談

に来る。 

35 年ほど前は、家が無いという理由だけでは生活保護を申請できなかった。当時の場合、市

役所が現在地保護で行路病院に入れていた。医者によるアセスメントの結果によってその後アパ

ートに入ってもらっていた。 

最近は、飯場も社会保険に加入しており、普通の病院を使えるようになった。それゆえ、行路

病院を使うことが減った。行路病院自体が減少している。最近では、住民票無しの労働者を雇っ

ている飯場は大きな仕事を受けられない。 

 

◆出口 

①飯場での生活保護申請 



 
 

 
142 

 

基本的に 2畳程度の個室の飯場では生活保護を実施しない。有料老人ホームや無料低額宿泊所

にすれば生活保護申請を認める。 

飯場にいる人が結核や入院で相談に来て、現在地保護を受けることはある。また、病気以外の

理由で申請に来た方に対しては、居住地保護にして飯場以外のところに出す。 

 

②広義のホームレスへの支援 

家が無いという理由で生活保護が下りると周知されたため、「とりあえず福祉事務所に相談に

行けばよい」という認識が広がってきている。 

また、尼崎市の場合は生活保護のスティグマが働きにくい。生活保護を実施する際は、特定非

営利活動法人大東ネットワーク事業團の無料低額宿泊所か救護施設を活用する。居宅保護が適切

かを事前に判定するための期間として、こうした期間を挟む。借金のある場合や病気を患ってい

る場合は、救護施設を活用する。有料老人ホームは、そういう用途では使いにくい。 

無料低額宿泊所に入所中は、特定非営利活動法人大東ネットワーク事業團の職員や寮長が生活

支援および見守りを行う上、行政職員とのやり取りも担う。行政職員は、担当のケースワーカー

と自立支援員（嘱託職員。生活支援員と就労支援員）がいる。ケースワーカーは 1～2 週間に 1

度の頻度で訪問している。 

救護施設は大阪府や兵庫県の施設を活用している。施設の特性によって使い分ける。例えば、

刑余者には三徳生活ケアセンターを紹介する。 

居宅保護が可能になったが、これは東京の派遣村運動の影響が大きい。関西の場合、大阪市が

居宅保護を避けたが、尼崎市は居宅保護を進めた。 

 

③絆再生事業のやり方、ドヤの活用 

貧困・困窮者の「絆」再生事業では事業費の全てを国の補助金で賄えた。当時は、NPO 法人神

戸の冬を支える会がホテルを借り上げて県域で支援していた。しかし、貧困・困窮者の「絆」再

生事業から生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業に変わるタイミングで国庫補助率が引き下

がった。それゆえ、尼崎市は生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業を実施しなかった。 

ただし、貧困・困窮者の「絆」再生事業を契機に旅館を借り上げてシェルターとする仕組みが

生まれた。以前は簡易宿泊所で生活保護を実施しようとしても、簡易宿泊所が受けてくれなかっ

た。しかし、貧困・困窮者の「絆」再生事業の時に NPO 法人神戸の冬を支える会が簡易宿泊所を

説得した。以降、こういう保護のやり方が生まれた。ただし、簡易宿泊所の経営が厳しいため

か、現在は簡易宿泊所にホームレスは入っていない。 

 

④周辺市（西宮市、伊丹市など）の支援 

中間施設となりうるような資源は、周辺市にはほとんどない。周辺市の生活保護の担当職員は

飯場の存在や行路病院を使うという選択肢を知らないと思う。 

特定非営利活動法人大東ネットワーク事業團の尼崎市の無料低額宿泊所を西宮市や神戸市が利

用することがある。ただし、実施責任は分けている。また、尼崎市の無料低額宿泊所に空きが無

い場合、尼崎市から大東ネットワークが持つ大阪市の無料低額宿泊所に入れたこともあった。そ



 
 

 
143 

 

の場合、実施責任は尼崎市が持った。これらは法的に決まっているわけではなく、地域ルールで

ある。 

有料老人ホームに関しては、住所地特例がないので自治体間で軋轢が生まれることもある。

2018 年の 10 月からは実施責任は分けるようになった。 
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6-1-8. 住み込み寮も紹介するハローワーク 

6-1-8ー1. 台東区(ハローワーク上野の「就労支援コーナーたいとう」) 

◆概要 

台東副区長、東京労働局長、上野公共職業安定所長の三者が生活保護受給者等生活困窮者への

就労支援を一体的に実施するための協定を締結し、生活困窮者を対象にしたハローワークの職業

相談窓口「就労支援コーナーたいとう」を平成 27 年 1 月 14 日から台東区役所内に開設した。 

「就労支援コーナーたいとう」にはハローワークの職員が常駐しており、生活保護の相談に来

た方に個々のニーズに合った求人情報提供、職業相談、職業紹介などを行っている。「就労支援

コーナーたいとう」のような「就労支援コーナー」は東京都内の他の区にもあり、上野(台東

区)、池袋(豊島区)、足立区、大森(大田区)、板橋区などにある。「就労支援コーナー」を置かな

い区は、週に一度、区役所の福祉課で巡回相談を行っている。 

 

◆窓口および窓口での振り分け 

①窓口 

台東区役所の 3 階に「就労支援コーナーたいとう」がある。2 階に生活保護を扱う保護課があ

るので、そこと連携している。「就労支援コーナーたいとう」ができる前から、ハローワークの

一部に就労支援窓口はあった。他の区でも似たようなことをしているが、窓口の形態は様々であ

る。ハローワーク上野の場合、「就労支援コーナーたいとう」を役所の中に入れた。 

 

②振り分け 

最初は台東区役所の 2階にある保護課で保護する。最初は働ける状態ではないので、生活支援

を提供しながら働ける状態を確保する。働けるようになったら、保護課のケースワーカーがその

方を「就労支援コーナーたいとう」に紹介する。 

「就労支援コーナーたいとう」はハローワークなので、家が無い人には住み込み就労を紹介す

る。ホームレス自立支援施設を使う場合、台東区役所が窓口になる。住居確保給付金の手続きも

台東区役所が窓口になる。来談者が「シェルターに入りたくない」と言えば住み込みの仕事を紹

介する。そうしたことを台東区役所が振り分けている。 

平成 30 年度の実績を見ると、「就労支援コーナーたいとう」の総相談件数は 1607 件で、1607

件のうち 520 件をハローワークに繋ぎ、この 520 件のうち 205 件が就職した。 

来談者を見ると、男性が圧倒的に多い。85%は男性であった。年齢層は圧倒的に 40～60 代が多

い。20 代は上手く就職している印象を受ける。平成 30 年度の場合、30 代の就職率が低かった

が、これは平成 30 年度に特殊なケースが多かったためと思われる。その他の年代は 6 割くらい

が就職する。 

就職先の職種は、サービス業が多い。ほとんど飲食関係であった。他には、保安、警備、清掃

にも就職する。これらは「就労支援コーナーたいとう」の就労支援実績であり、生活保護の受給

者も生活困窮者も含まれている。ただし、ほとんどは生活保護の受給者である。 

住居喪失のおそれのある方や住居を失った方についても、平成 29 年の 12 月くらいから積極的

に受け入れるようになり、2019 年の 9 月までに約 101 名が相談に来た。そのうち、まだ住居は
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あるが住居を失うおそれのある方が 7 名だった。その 7名は生活困窮者自立支援法の住居確保給

付金につないだ。残りの 94 名は生活困窮者で住むところが無い方だった。 

 

③利用者 

台東区には山谷地区があるので保護率が非常に高い。さらに、簡易宿泊所があるのでホームレ

スが集まる。「ネットカフェから来た」という来談者はあまり見ない。完全にお金が無くなって

から相談に来る人が多い。山谷があるので、台東区以外の方もおり、住民票が台東区でない場合

も相談に応じる。就職先の会社が住民票を取ってきてくれることもある。 

 

④貴重な「即住み込み可能」 

住み込みを探しに来た 36 名のうち、住み込みに入ったのは 29 名だった。36 名の平均年齢は

47 歳で、20～70 代まで幅広い。70 代が 2 名おり、20 代が 3 名いたが、ほとんどは 30～50 代だ

った。このうち住み込みに入った 29 名の就職先は、交通誘導が 15 名、土木 12 名、ステージの

舞台設営 1名、福祉施設の調理 1名だった。ほとんどは警備か土木に就職した。 

「家が無いので住み込み希望」という人には、こういう就職先を紹介する。即日対応してくれ

る会社は少ないので、自然と即日対応している会社を紹介する。ただし、夕方の 4 時半以降に相

談に来るとどこも紹介できないので、次の日にまた来てもらう。そういう場合、次の日に再び来

る人は少ない。即日住み込みで受け入れてくれる企業は多くないので、就職先企業は数社に絞ら

れてくる。「住み込み可能」という会社はあるが、「即面接、即受け入れ」という会社は多くな

い。 

 

⑤住み込みでの低い定着率 

36 名のうち 29 名が就職したが、29 名の定着率が低い。29 名のうち、寮に 1～2 泊して仕事を

せずに失踪した方 4 名、一日だけ仕事をして失踪した方 3 名、一週間後に失踪した方 4 名と、ほ

とんどが一週間以内に失踪した。失踪なので理由も聞けない。普通は携帯電話も持っていないの

で、理由を聞けない。偶然ハローワークを再訪した人に失踪の理由を尋ねると「飯場の住み込み

みたいな部屋だった」、「体力的についていけない」と話していた。 

住み込みを探しに来た 36 名を性別で見ると、男性 34 名、女性 2 名だった。女性のうち、60

代前半の女性は介護老人保健施設の住み込み調理の仕事に就いた。38 歳の女性は住み込み警備

の仕事に就いた。 

 

⑥即日住み込みを受け入れてくれる企業 

住み込みを受け入れている企業については、求職者を紹介する中で、自然と 10～12 社ほどを

ピックアップした。あまりひとつの企業に集中させるわけにもいかないので、振り分けはしてい

る。急な対応が必要であり、即日で住み込み寮に入れるところでないとうまくいかないので、

「一ヶ月後に来て下さい」という会社では意味が無い。即日受け入れてくれる企業を紹介してい

る。 
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住み込みを募集している企業の数をカウントしたことはないが、「即日入寮可能」というとこ

ろは少ない。オリンピックの建設ラッシュで交通誘導の会社が多い。犯罪歴が無くて体がしっか

りしていれば、採用される。土木となると、経験が無いとできないので交通誘導に行く。交通誘

導の仕事全体を見ると、住み込みは 1 割くらいだが、そのうち即日対応してくれるところに紹介

している。 

「即日住み込み」の場合、来談者が午前中にハローワークに来て、昼の 12 時に会社の面接を

受け、午後の 2 時に法定研修を受け、即現場に行く。住み込み警備だと、日給 8000～9000 で、

週 5 日働く。ただし、短期で失踪する方が多いのは気になる。50 代の方だと比較的定着率が高

い。 

 

⑦即日住み込みを希望する人が多いわけではない 

「即日住み込み」を希望する人は、一般的には多くない。生活保護は自立した環境を目標にす

るので、生活保護から住み込みの仕事へ移行する人もほとんどいない。 

ホームレス自立支援施設の人に住み込みを紹介することも無い。ホームレス自立支援施設も 6

ケ月の支援を受けて自立した環境で生活することを目標としているので、出口としてはアパート

を想定している。ホームレス自立支援施設を使っている人の場合、住み込み寮は認められないと

思う。 

一般的に、住み込みを希望する方は少ない。景気が悪かったころは今よりは多かったが、それ

ほど多くはなかった。他の地域には住み込み希望の方がいるかもしれない。住み込みと言ったら

製造業だと思うし、住み込み希望の方は京浜工業地帯のどこかでは多いかもしれない。 

 

◆その他 

劣悪な住み込み寮でないかを考慮すべきと思うが、ハローワークとしては労働基準法に触れて

いない限り紹介する。ただし、過去に指導を受けたことがある企業については、そのことを来談

者に伝える。 

ところで、住み込み寮を希望する人のほとんどは、携帯電話を持っていない。それゆえ、就職

した後のことを確認できない。携帯電話を持っている方には就職後に連絡を入れるが、携帯電話

を持っていない人には仕事を続けているかも確認できない。基本的に、企業に任せている。住み

込み寮に入っても、お金の管理ができない人は続かないと思う。住み込みだと、日給の半額をそ

の日にもらい、残りは月末にもらう。お金の使い方が荒いと暮らしが続かない。「就労支援コー

ナーたいとう」で就職が難しい人向けの受け入れる企業を開拓しているということはないが、今

後、積極的に開拓していきたい。 
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6-1-9. 民間団体 

6-1-9-1. 認定 NPO 生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会 

◆概要 

まず全体的な背景を述べておく。市川市は、多様な入口を持っており、生活保護、一時生活支

援、ガンバの３つ流れがあると考えてよい。そして一時生活支援を受けている一路会と、ホーム

レス支援の老舗のガンバの会が、人材も一時生活支援のほうに協働で派遣しており、きめ細かな

支援をされている。また場所柄倉庫街ともいわれるエリアでもあり、派遣業界さんとの関係も有

しており、福祉マインドで連携を取っているところが注目される。生活保護のほうでは、エスエ

スエスの宿泊所さんとの関係の中で、不安定居住層を受け入れている。最近住居確保給付金がた

いへん増えてきている。なお市役所の窓口では、生保と生困は並んで同時にやっているので、そ

の意味では、密な連携を取っている。 

 この中でガンバの会は、支援の歴史が長いので、市川市にとどまらないインテイクとなり、

入口としては、生活保護や一時生活支援のまだ前にいるなかで、まず独自のシェルターで受入、

その後生活保護を利用しながら、地域居住にもっていく方式となっている。地域のそうした方々

の居場所としても、さまざまな拠点を持っており、地域福祉的にも重要なサービスハブであると

いえる。なお、一時生活支援を受託している一路会は、障がい者支援から出発し、千葉県独自の

中核地域支援センターで、市川・浦安地域をうけており、そこでの支援実績の蓄積がある。 

 

◆入口から次への支援 

居所のない人の扱いに関し、一時生活はなかなか空きがないので、多くの場合、市川市は生保

で受けて、エスエスエスの利用へとつなぐ。市川があいてなければ、千葉や船橋にふることもあ

る。そのなかで、他のさくら福祉協議会の宿泊所にはあまりふっておらず、たまにガンバに来る。

一時生活のほうからもたまに来るという状況である。 

 また自立準備ホームももっており、弁護士会からふってくる。社会福祉支援制度、起訴猶予、

執行猶予で受け入れてくれるか、という形での受け入れとなっている。またシェルターも定員 12、

3DK を 6 室でもっている。長い人は 3 ヶ月だが短期での利用をメインにしている。 

 ネットカフェから直接来る事例が多い。こうした相談は、市川だけに限らず広範であり、こ

こから千葉市までの間から多い。埼玉、群馬、茨城からも多い。23 区からは少ない。シェルター

利用者の半分ほどは、ネットで調べてくる。メールも頻繁にある。 

 

◆出口 

地域でのアパート居住のほかに、老人ホームをもつことになった。24 時間生活支援をやってお

り、生活支援は生活クラブがやっている。概して施設で支援するほうが楽であり、アパートに入

ってて支援するのは大変である。無低の取り締まりのセットで、日住が導入される。どう対応す

るか検討中。 
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6-1-9-2. 特定非営利活動法人神戸の冬を支える会 

◆窓口および窓口での振り分け 

特定非営利活動法人神戸の冬を支える会に入ってくる相談は多く、相談のルートも多い。特定

非営利活動法人神戸の冬を支える会は、居宅保護につなぐの支援を徹底している。一時生活支援

事業もほとんどは、居宅保護までのつなぎである。 

こういったことは、自治体間に相違がある。加古川市は一時生活支援事業で対応し、場合によ

っては派遣につなぐ。姫路市は一時生活支援も救護施設で行っているので、出口も救護施設が多

い。神戸市が居宅保護を実施できる理由は、神戸市にゼロゼロで受けれる「社会的不動産業者」

が存在するためである。 

 

◆受け入れ 

①生活保護の窓口や生活困窮者自立支援の窓口との関係 

神戸市の福祉事務所に相談者が来た場合、神戸市の生活困窮者自立支援の窓口(自立相談支援窓

口)を通さず、直接、特定非営利活動法人神戸の冬を支える会に流れてくる。 

兵庫県庁には生活困窮者自立相談支援事業の専門部署が無い。県庁に窓口が無い。電話とメー

ルの相談を受け付けているのみである(2017 年 12 月ヒアリング時点)。 

兵庫県は生活困窮者自立支援の自立相談支援窓口を NPO 法人ワーカーズコープに委託している

ので、特定非営利活動法人神戸の冬を支える会も NPO 法人ワーカーズコープの職員とやり取りを

する。 

 

②神戸市の対応 

かつて神戸市の福祉事務所ではホームレスの相談を断っていた。神戸市が「住所不定者（のち

に「ホームレス」と変更）」に対する生活保護を認めていなかったためである。住所の無い人は、

更生施設でも「福祉事務所に行ってもらわないと困る」と門前払いされていた。 

それゆえ、神戸の冬を支える会は、路上生活者の方に住所を付与する支援を行った。住所とし

て、ドヤや敷金なしのアパートなどを活用していた。当時は、アパート入居のための敷金補助す

ら出なかったので、苦しい支援であった。 

ただし、貧困・困窮者の「絆」再生事業を契機に、兵庫県全県体制で支援が進む中、神戸市も兵

庫県の他の市に合わせて生活保護給付や敷金支給を行うようになった。 

 

③ドヤ 

2003 年頃までは、ドヤで生活保護の居宅保護を実施していた。ドヤはほとんどが 4 万 2500 円

であり、住宅扶助が出ていた。ただし、1 畳の部屋からそれ以上の部屋まで、部屋は様々だった。

家賃が 4 万 2500 円より低い部屋もあった。ドヤに入った後は転居も少なかった。 

2003 年頃からは、これを商いの機会とみなす不動産業者が増え、「保証人無し」、「敷金・礼金無

し」で入居を認める不動産会社が出てきた。そうしたアパートでも居宅保護を行うようになった。

こうして連携を持った不動産会社を通じて、年間 100 件ほど利用している。長田区、兵庫区、垂

水区などに多い。 
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生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業が始まった後も、シェルターを介さずに直接アパー

トに入居する場合が多い。神戸市だけでも、シェルターを介さないアパートへの入居が 75 件(2017

年)あった。兵庫県全体だと、年間 150 はあるだろう。 
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6-1-9-3. NPO 法人ふれんでぃ 

◆概要 

川崎市には日雇い労働者が多かった。現場上がりの人が非常に多い。路上生活者も多い。 

無料低額宿泊所をやっていた特定非営利活動法人エス・エス・エスのうち、一部が NPO 法人ふ

れんでぃになった。特定非営利活動法人エス・エス・エスは生活保護受給者を受け入れている

が、川崎市の NPO 法人ふれんでぃは基本的に住み込みの仕事をしている人向けの建物である。 

NPO 法人ふれんでぃを作った理由は、仕事をする高齢者を支えるためである。一般的な無料低

額宿泊所は二段ベッドなので、高齢者が住めない。それゆえ、高齢者でも暮らしやすい建物を作

った。また、ホームレスの方向けの施設だと誰も入らないので、住み込み寮にした。バスを購入

して仕事の送迎もしているし、会社がいろいろなところに仕事を取りに行く。入居者が働きなが

ら暮らせる場所を作った。 

建物の 2～5階に 69 名が居住しており、2 階に事務所、3 階に食堂がある。部屋は 4畳半で、

家賃は食事付きで月 6万 9 千円である。家賃のみであれば、4 万 2 千円となる。月 10 万円以上

が手元に残る。作業請負会社なので、顧客から「明日何人送って下さい」という注文を受ける。

朝は全員現場に行ったか確認する。病院への送迎や区役所での手続きに同行することもある。 

 

◆受け入れ 

①求人 

最初は上野駅や周辺の公園や地下で人手を探した。しかし、コンテナーボックスを手がける株

式会社加瀬倉庫の仕事を受けるようになり、生活保護を受けずに食べて行ける人が増えた。ただ

し、住所も身分証も無い人がいたので、自ら仕事を作ることにした。それで警備業を始めた。警

備だと 60 歳以上でも働ける。現在、60 人ほどの入寮者のうち、40 人ほどは警備で働いている。 

生活保護を受けると抜け出せない。できるだけ生活保護に行かず、働く意欲を維持してもらっ

て次のステップを目指してもらう。ここをステップに他の会社に行く人もいる。どうしても生活

保護が必要な人については、そういう人向けの会社に回す。 

 

②ハローワーク 

上野のハローワークからの紹介で来る人もいる。川崎市のハローワークの紹介で来る人もい

る。福祉局のケースワーカーは職業を紹介できないと聞いている。 

 

◆出口 

アパートに引越す人もいる。住み込みの寮は食事の時間や入浴の時間が決まっているので、そ

うした規則に合わない人もいる。アパートに転居した方と連絡が続く場合もあるが、連絡が続か

ない場合もある。 

 

◆その他 
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生活に困窮している人が多いので、福祉的な支援が必要だと感じる。民間で動く場合にも、行

政と協力しながら、相談なりフォローなりをしたい。オリンピックが終わったら、苦しい状況に

なるかもしれない。警備業以外の事業も開拓したい。 
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6-1-9-4. 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 

◆概要 

仙台市内の青葉区、および市内から 30 分の郊外などで支援している。無料低額所としてアパ

ート 9 棟 50 部屋と、グループホーム 3 棟 11 部屋をもっている。 

 

◆受け入れ 

例えば、無料低額宿泊所の「愛子ハウス」には 14 部屋の個室(通常 13 部屋、緊急用 1 部屋)が

あり、9 名が生活保護、2名が年金で入居している。救護施設での生活が難しい方を受け入れる

ことがある。 

受け入れが難しいのは、集団が難しい人、入浴を拒否する人、インシュリンが必要な人、精神

的に不安感をお持ちの人、集団生活でトラブルを引き起こす人、便失禁など介護が必要な人など

である。男性が多いが、女性でもし男性ばかりの部屋であってもよければ受け入れることもあり

うる。 

自立準備ホームから来る人、刑務所から直接来る人、病院から直接来る人なども見られる。い

ったん特定非営利活動法人ワンファミリー仙台のシェルター(一軒家。二段 4 ベッドで 8 名)に入

ってから、同法人の無料低額宿泊所に入る方が多い。仙台市では、特定非営利活動法人ワンファ

ミリー仙台が仙台市の補助無しに自前で支援している。 

 

◆支援 

服薬管理、食事提供、見守りなどが主であり、現行制度として役立っているのは生活保護、年

金などである。 
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6-2．社員寮・住み込み寮 

社員寮・住み込み寮調査については、協力してくれた企業・事業所に配慮し、社名を匿名化し

たうえで表記を行う。第 4 章で取り上げた社員寮・住み込み寮調査に協力していただいた企業も

混じっているが、異なる記号を割り振っている。 

 

6-2-1. 株式会社 A 

◆概要 

大手ゼネコンの 2 次、3次の下請けをしており、ホワイティうめだ、ヨドバシカメラ、此花下水

処理、大和川高速道路などの現場作業を請け負っている。企業として労働者を確保したい。 

日雇いだけでなく、季節労働に携わってくれる労働者を募集している。定住を嫌がる自由な方

がたくさん来るが、単に労働力の確保とよりよい生活環境の配慮を考えている。 

106 名の労働者を抱えており、そのうち 81 名が寮で暮らしている。残りの 25 名は自宅からの

通勤である。 

 

◆受け入れ 

①求人 

基本的に、インターネット、タウンワーク、看板広告で求人している。最近、労働者の確保が

難しい。自立相談支援事業の窓口との関係性は、会社にとってもメリットである。 

 

②生活困窮者自立支援の窓口から 

浪速区や阿倍野区の自立相談支援事業の窓口と連絡を取ることがある。自立相談支援事業から

の方が今も 11 名住んでいる。大東市、東大阪市、阿倍野区、浪速区などと連絡を取っており、こ

れまで 20 人ほど紹介を受けた。そのうち、10 人くらいはここに合わなかった。心に病がある方、

人と接するのが苦手な方は難しい。コミュニケーションが取れずに現場で事故が起きてしまうと

まずいので、誰でも受け入れられるわけではない。 

 

◆出口 

一時的な労働が多いので、普通の会社よりも離職率は高い。1 日で出ていく人もいる。知らない

間にいなくなってしまう場合も多いため、出口として自立相談支援事業へつなぐことができるケ

ースはまだ無い。 
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6-2-2. 株式会社 B 

◆概要 

札幌の派遣会社から名古屋展開、そして石垣島にも寮がある。 

主に引きこもりの若者を受け入れ、愛知県で一ヶ月間の訓練をしたのち、石垣島の空港での雇

用、石垣島での農業などにつなげている。 

◆受け入れ 

札幌のホームレス支援団体、保護観察所、札幌刑務所、名古屋保護観察、児童養護施設、行政

などからの受け入れが中心でインターネットや紙面での求人はしていない。スタッフは 44 人から

3 年で 440 人にふえている。辞める人がいなければスタッフは増えるため人手不足という感覚に

はならない。名古屋では三菱重工との関係がある。単価を上げるため、飛行機関係の技術を学べ

るような仕組みをつくっている。 

 

◆就労先 

石垣空港のハンドリング業務、保安警備、機内清掃ターミナル、宮古島でも保安警備業務をは

じめた。空港保安警備業務の資格もつスタッフがおり、福利厚生、社会保険をかけて業務委託を

受けている会社へスタッフとして出向している。 

 

◆その他 

札幌のニートや引きこもり、不登校の若者の自立支援の自立支援を行っている団体「耕せにっぽ

ん！ 」との連携しており、札幌の若者を石垣島で農業就労へとつなげている。 

 

 

6-2-3. 株式会社 C 

◆概要 

福祉マインドがある。傷病時、社会保険で対応し、長期化した場合は生活保護に繋ぐ。青葉区

との連携もあり、半福祉半就労→全福祉、あるいは半福祉半就労→就労のパターンが見える。社

会保険への加入も勧めている。 

川崎駅前から横浜市に移って 7 年、最初は単価の安い 8500 円の仕事だったが、今は一般並みに

給料も上がった。仕事は全て請け負いで、今は製造業派遣を行っていない。株式会社加瀬倉庫、

警備会社、横浜市関係、みなとみらいの歩道橋などを主な仕事先となっている。マンションの全

般補修の警備が多いが、スポットなので、ほぼ個人配置となる。資材の搬入や足場の組み立て解

体のときに必要なので、日単位で行く場所が変わる。 

東急電鉄の社員寮だったものを寮として使っている。寮内すべて 7 畳の個室である。当初は相

部屋もあったが、今は全て個室である。安い値段で貸してもらっている。10 年以上暮らしている

方もおり、家庭的雰囲気づくりに配慮している。 

新規開拓も含めた企業開拓や就労管理を行っている。上野のハローワークでも悪い噂はない。

中は少々古いが、汚いというほどではない。給料は、日払いや週払い、現金払いや口座振り込み

がある。入寮者はパチンコ、競馬、競輪に行く方が多い。貯金はしてない印象を受ける。 
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◆受け入れ 

①求人 

求人はハローワーク中心で一部をインターネットで募集している。就労意欲を見て採用してい

る。就労意欲を重んじで、相手企業に迷惑をかけないことをモットーに、一種の社員教育を面接

からやっている。月に数人の応募があり、部屋が空いている限り面接して受け入れる。近年、「日

払い＋住み込み」という広告で、重宝されている。 

 

②「就労支援コーナーたいとう」を通じた採用 

3 割は上野のハローワークから入ってくる。日雇い労働の応募はハローワーク経由でやってい

るので、山谷や寿との関係は薄い。上野に生活困窮者向けの「就労支援コーナーたいとう」がで

きてからは、そこを通じて入ってくる人が増えた。 

 

6-2-4. D 株式会社 

◆概要 

仙台に本拠地がある。地域や子会社などで仕事内容、キャパシティが違う。三重では、110 人、

全国で 3000～4000 人。製造業系は基本ワンルームタイプの寮がある。仕事の形態は製造業派遣、

自動車系、鈴鹿、ホンダの仕事がある。滋賀という地域柄、関西エリア、北陸エリアも担当して

おり、出張面接にも赴く。工場は京都が少なく大阪に多い。 

派遣寮は、分散型ワンルームである。いくつかのレオパレスを会社として契約しており、部屋

数は滋賀で 20 部屋ある。通勤している人もおり、23 名のうち、有期雇用 4 人、無期雇用 19 名で

ある。新卒社員もおり、5 年を超えたら無期雇用になる。家賃、水道光熱費、食費は給料から天引

きしている。 

◆受け入れ 

①求人 

望む人材がなかなか来ないので、ハローワークは使っていない。求人はネット媒体、紙媒体を

メインにしている。ネットの応募は非常に多い。昔は、求人応募の段階で Quo カード 1000 円を渡

していたが、それをやるとそれが目的になってしまう。今は、入社祝い金を出しており、1ヶ月間

きっちり働いてくれた場合に支払う形にしている。出勤率 100％の場合は、インセンティブとして

5 万円を出している。 

 

②採用条件 

前払いや入社祝いなど、お金で釣るような会社が多い業界のなか、そういう方法には否定的で、

きっちり続けられる人を受け入れている。面接＝採用ではない。 

規模の小さい事業所なので、そういうことはできない。続けられそうな人を採用する。面接時

に、その人の短所と長所を聞く。また、「自分はそれでいいのか、落ちるのは簡単だが、上がって

いくために何をするのか？」と話し合う。「そのためには仕事すべき、まじめに仕事すべき、与え

られたことは嫌なことも含めてやれば、結果は出てくる」と話している。 
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③面接後の関わり 

原則、入社後すぐに社会保険の加入してもらう。面接してすぐに現場に連れて行くことはない。

しばらく考える時間を与え、工場見学もさせて、1 週間から 10 日くらいの金銭的な余裕をもって

いる人を雇用する。「今住んでいる寮を明日には出ないといけないので採用して下さい」という応

募もあるが、そういう人は受け入れない。 

 

◆出口 

仕事が続かないケースもある。仕事を生業としてやらないとお金がはいってこないのに、お金

のことばかり考える応募者は続かない。お金の節約ができない人は続かない。生活を立て直すた

めに来ている人もいるが、一週間の分を金曜日に口座に振り込んでも月曜日には無くなっている

人も多い。「ギャンブルするな」、「女遊びするな」と言って、辞めていく人もいるが、そういう人

は求めていない。派遣で転々とする方もいるが、最後は福島で原発、命をかけていくという事に

なると思う。そういった人をどうやれば救えるのだろうか。 

 

◆要望 

生活が不安定な人を受け入れるには、規制緩和も必要だと思う。住民票、社会保険、年金、マ

イナンバーが無い人は働けなくなってきている。 

会社は社会保険を無理やりかけるが、半年も経たないうちに行政が税金、自動車税、保険など

の給与差し押さえに来る。差し押さえの部分を会社から天引きするケースもある。 

社会保険に入りたくないという人を雇うわけなので、民間の借金の精算だけでなく、滞納され

ている税金などを全部免除することも必要かと思う。 

 

6-2-5. 株式会社 E 

◆概要 

会社としてはこれまで進学塾、テープ起こし、WEB 制作などやってきて、人材派遣業も行ってい

る。物販や商売の売上げが落ちたので、人材派遣業を 12 年ほど前にスタートした。人材派遣業は、

製造業派遣や自動車部品などが中心である。京丹波、川西、草津、近江八幡の寮はワンルームタ

イプであり、月 3～4 万円である。 

 

◆受け入れ 

①求人 

12 年前に人材派遣を始めた当時は、お金が無かった。福祉的な考え方や社会貢献も考えていな

かった。広告費が無かったので、西成の三角公園まで出向いて、職業訓練中の人や路上生活中の

人にメガホンで「働く場所と、住まいを提供するので、来ませんか？」と呼びかけた。今は一般

公募を行っている。 

 

②生活困窮者自立支援窓口との関係 
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各自治体、社会福祉協議会、シェルターから連絡をもらうと、迎えに行く。それで、寮で受け

入れて仕事をしてもらっている。西成労働福祉センターには登録していない。営業範囲は、西成、

西淀川、港区、柏原、天王寺、あべの、萩サポート、池田、高槻などである。 

引きこもりの方、住居不安定の方、家庭内暴力を受けた女性、子ども家庭支援センター、釜ヶ

崎支援機構、大津市役所などから連絡が来たことがある。自治体の窓口から連絡があれば、遅く

ても翌日には迎えに行く。役所の相談窓口で、住民票を発給する。そこから待機寮に入れて、送

り迎えして仕事に行ってもらう。定着したら、近くで賃貸マンションを借り上げて入ってもらう。

いろいろな自治体に重宝されているが、関りができない自治体もある。 

 

③採用条件 

強姦、放火は断っているが、それ以外は受け入れている。刑務所から出た日に事件を起こして、

警察に逮捕されてしまった例もある。 

 

④多様な方を採用 

ひきこもりだった方の場合、週 2～3 日の仕事からスタートする。自己管理ができない方が多い

ので、遅刻を機に辞めてしまう方も多い。それゆえ、最初は朝起こしに行く。電話で起きれるよ

うにする。身体障害者の方もいる。通常通り仕事できる上に障害年金もあるので、10 年ほど働い

ている方は 700 万円の貯金がある。しかし、うまく行かない人もいる。面接で「どこで何をやっ

てでも、生活を立て直す気があるか？」と確認する。派遣従業員は 100 名前後で、半数以上が就

労困難者である。他の事業所よりも、定着率は高いと思う。半年でやめる比率は 2～3 割未満であ

る。 

 

⑤金銭管理の難しさ 

以前は 1 日働いたら 5000 円を渡していた。しかし、お金を渡すとパチンコやお酒に使ってしま

うので、現場で認めてもらうまでは 1 日 2000 円を渡している。税金や携帯電話の料金など、全て

それで賄ってもらっている。食事は自分たちで自炊している。自転車で通えるところばかりなの

で、送迎も困らない。 

社会保険は必ず入れる。税金や社会保険を滞納しているケースがほとんどなので、必ず差し押

さえが来るが、自治体によっては融通を聞いてくれる所も多い。月に 5～6 万を差し押さえて天引

きする。相談があればサラ金にも対応するが、大きい金額のものはあまりない。以前、住んでい

た不動産の家賃滞納が多い。 

 

◆出口 

どうしようもない人もいるが、「出ていけ」とは言えない。やめてもらうことが難しくなってい

る。派遣先から「来るな」と言われても、本人が行く気だと辞めさせられない。なので、面接のハ

ードルが上がる。窃盗など、警察に逮捕されたケースも数件あった。勝手に出ていってしまった

場合のゴミ処理費用の負担などが課題である。 
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6-2-6. 株式会社 F 

◆概要 

建築土木現場の警備が多い。都内を中心としており、千葉県や埼玉県にも事業所がある。寮は

ワンルームタイプで、直行直帰が基本となる。会社を立ち上げて 6年目である。 

 

◆受け入れ 

300 人の警備員がおり、185 人が住み込みである。警備の仕事なので、前科があると採用できな

い。それ以外はほぼ採用する。不安定な労働者を雇用しているという認識はあり、2 割が出社しな

い可能性を考慮してシフトを組みんでいるほか、3～4 割が毎月入れ替わる。 

どこの警備会社も人の受け入れに必死で、居住環境を重視した取り組みを行っているが、なか

なか厳しい。定着率を上げる取り組みを社内で進めていきたいと考えている。 

 

6-2-7. G 株式会社 

◆概要 

寮の形態は全てワンルームである。通勤は徒歩、自転車、送迎など様々である。食事の提供は

基本的に無い。仕事が無い時はカップ麺などが提供される。 

もともとは請負(アウトソーシング)から、小泉改革を経て、住み込み派遣会社になった。請負

のときは、集合寮が多かった。請負の時は製造ノウハウなどを蓄積できたが、責任リスクもあっ

た。今は派遣が増え、人出しだけをやっている案件がほとんどである。 

 

◆受け入れ 

①求人 

求人は自社サイトが多いが、他のメディア、インターネット、ハローワークも使う。2 ヶ月契約

で結ぶことが多いため、ハローワークに登録できない案件もある。ハローワークは 3 ヶ月以上の

契約を求められるためである。 

 

②生活困窮者も採用 

会社全体で約 3000 人の派遣スタッフがいる。その 50～60 人(2％)が生活困窮者自立支援や生活

保護からの受け入れである。全ての事業所で生活困窮者自立支援や生活保護から受け入れている

わけではない。受け入れているのは、東京、名古屋、大宮が中心である。 

現時点の 50～60 人を見ると、2～3ヶ月で自立(派遣ではなく、一般就労)するケースが多い。一

方で、1 割くらいは連絡がつかなくなる。3～4割が自立して入れ替わっていくので、常時 50ー60

人くらいとなる。自立せず、G 株式会社に落ち着く人もいる。3 年くらい勤めている人もいる。そ

ういう人は前借りもなく、普通に暮らしている。生活困窮者よりも通常応募の方がいなくなる割

合が圧倒的に多い。お客さんと重大なトラブルを起こしていなくなるケースもあり、苦労もある。

税金や金融機関から滞納しているケースも多く、債務整理などの対応も行っている。 

 

③生活困窮者自立支援との関わり 
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生活困窮者自立支援に関わるきっかけになったのは、リーマン・ショックだった。当時、役所

（正確に市役所と連携している役所内のハローワーク）経由の相談が増えてきたため、役所との

関係ができた。最初は、名古屋市から市役所内の名古屋ハローワークから G 株式会社へ問合わせ

があった。 

住居やお金が無いという状況に会社としてどのように対応するか、考えている。生活困窮者は

一般の募集で来た方と違う。「仕事のことを理解してもらわないと長続きしない」という意識で接

している。資料も作っている。 

G 株式会社としては、普通の会社と異なり、日雇派遣は自由度が高い(例えば、給料の前借り制

度など)。それゆえ、支援ができる。そもそも、長く勤めるとは考えていない。会社を踏み台にし

て生活を立て直して欲しい。社長には、生活が落ち着いたらやりたいことをやって欲しいという

思いがある。仕事をやめて、やりたいところに行って欲しいと思っている。 

生活困窮者に対する支援は、基本的に個人ではなくチームで行っている。全国でやると、担当

者の考えにばらつきがあるだけでなく、一般の方と一緒に扱ってしまうスタッフもいる。そのた

めの社内資料も作っている。生活困窮者の中でも、居宅喪失、経済的困窮、DV が増えていると感

じている。生活困窮者自立支援窓口、生活保護窓口、ハローワーク、パソナ、中高年事業団やま

て企業組合を通じて、営業所に直接相談が来る。18 時に連絡が来ても、スタッフがいれば対応す

る。無理な場合はホテル代を出して泊まってもらう。 

 

④受入れの例 

DV 被害のケースがあった。新潟から DV 被害で逃げてきた女性が埼玉県大宮市で、区役所に相

談した。寮付きで住まわせて仕事をしてもらった。2 ヶ月経ったら社会保険を払わないといけな

いが、マイナンバーも無かった。住民票は前のところにあるので、住民票を取りに行くのも危険

だった。転居届を出すのも危険だった。それゆえ、警察や役所と連携して転出先がわからないよ

うに処理した。 

引きこもりや就労経験が無い実家住まいのケースもあった。短時間の就労をメインに、就労訓

練のような形で、徐々に働けるようになってもらった。製造請負でやっている 8 時間の仕事は、

4 時間の仕事 2 つに分割しても問題無い上、月に 2 日、月に 1 日しか無い仕事も多い。そういう

仕事とマッチさせた。中には、10 人 1 チーム、月に 1 回、10～17 時(2 時間休憩で実働 5 時間)の

仕事もあるので、就労訓練に使いやすい。しばらく営業所の人がサポートすれば軽度の知的の方

でもできる仕事が多い。他にも、時給は下がるが、きつくない仕事や高齢者が働ける職場もある。 

病気で長期療養が必要なケースもあった。将来的に仕事に復帰できる可能性がある場合、役所

に相談して、医療扶助、住宅扶助（家賃相当）のみをかけてたケースもあった。生活扶助(食品の

現物支給)の分は G 株式会社が持ち出しで出した。 

障害者も雇っている。G株式会社は障害者雇用率を達成している。相模原市や世田谷区の障害者

施設とタイアップしている。一般就労枠として、単純作業を 8～10 名くらいやっている場所もあ

る(相模野の駅前など)。就労継続支援 A 型事業や就労継続支援 B 型事業は、いずれも利用してい

ない。 
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◆出口 

寮に入っていていて定年を迎えると、年金をもらえるのであれば、家の賃貸借契約を会社から

本人に切り替えることもある。 

無料低額宿泊所との直接の関係は無いが、宿泊所に居住している人が直接求人を見て応募して

くることもあった。この場合、しばらく宿泊所から通ってもらい、寮に引っ越ししてもらった。

宿泊所を退所する必要があるが、特定非営利活動法人エス・エス・エスなどはスムーズに出して

くれた。 

 

6-2-8. 株式会社 H 

◆概要 

釜ヶ崎の寄せ場にルーツのある、全国展開する人夫出し業者の関東の支社の一つ。寄宿舎（飯

場）のある営業所と通勤者の手配のみの営業所とがある。応募者は、居住地を考慮して、近い営

業所に振り分けられる。基本的に社会保険に加入させており、定期的な健康診断も行っている。

手取りの日当が通勤 1 万 2 千円、入寮者 1 万 3 千円。寄宿舎に入った場合の寮費は 2,000〜3,000

円。社会保険料の半分は会社が持つので、月 20 日程度仕事に出て、1 日 2 千円の社会保険料でま

かなう計算。別会社が警備業もしている。 

 

◆受け入れ体制 

 求人の基本はタウンワークで、その他のネット求人サイトも使い分け、スポーツ新聞などさま

ざまな媒体を用いている。知り合いからの紹介もある。年齢、経験不問で、ある程度の体力があ

って、現場でのコミュニケーション能力があれば、よほど態度のおかしな人間でない限り、採用

する。金銭管理については、社会保険料の扱いなどを説明して念押し、現金手渡しの給与から必

要経費を徴収している。 

行政の窓口から相談を受け、仕事を紹介したり、寄宿舎に入れたりしながら、債務の処理を手

伝ったり、生活指導をするケースもある。巨額の社会保険滞納者に、自社の弁護士を入れて、役

所と返済計画の話をつけたケースも。「雇ったからにはフォローしてやらないと」「使えないから

バイバイでは人は集まらない」という考え。 

ネットカフェから寮に入ったり、自宅のアパートを引き払って寮に入ったりというケースもあ

る。 

 

◆入職後・退職時の対応 

基本的にクビにはしない。本人納得のうえで退職願を書かせる。また、本人が辞めるというの

を引き止めるようなこともしない。音信不通になった者には、内容証明付きの解雇予告通知を送

り、手続きを踏んだ上で解雇するようにしている（しかし、内容証明を受取拒否した者が、しば

らくして「また働きたい」「寮に入りたい」とやってくるケースも）。 

大阪の方には、長年働いた功労者を対象として、生活保護で入居できる施設が設けられている。 
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6-2-9. 株式会社 I 

◆概要 

2020 年に創業 58 年を迎える、とび土工業者。ゼネコンの第一次下請として、鳶職人の専門性

の高い仕事を担っている。創業当時から最近までは、釜ヶ崎の寄せ場（西成労働福祉センター）

を利用していた。しかし、徐々に釜ヶ崎で職人が確保できなくなり、地域の労働者の高齢化も進

んだことから、釜ヶ崎での求人は行わなくなり、2005 年までにすべての飯場をたたんでいる。

これを機に、当時の職人層は自社の直雇に変更し、現在は社会保険にも加入させている。職人た

ちの下で働く労働者にかんしては、大手の人夫出し業者を利用したり、地元の若者同士の「小さ

なコミュニティ」を利用して確保している。 

 

◆受け入れ体制 

創業当時から 2005 年までは、社員をトップとして、職人のまとめ役として付き合いのある職

長（番頭）数人が責任者として、早朝、釜ヶ崎で職人や労働者を集め、そのまま現場へ向かうよ

うなスタイルで仕事をしていた。会社の土地に 3 つの寄宿舎（飯場）を設け、そこに労働者を確

保するようなこともしていた。番頭の配偶者が飯場で労働者の食事を作ったり、生活管理をして

いた。 

現在、大手の現場では入場者に対する管理が厳しいため、人手が足りない時に利用する人夫出

し業者も大手を利用している。それ以外には、地元の若者から働き手を得ている。社員の子ども

だったり、人伝に働きたいと言ってきたりする。3 人か、多くて 10 人くらいの小さなコミュニ

ティ。直雇の場合もあれば、下請けとして契約している場合もある。彼らは自分の家を持って、

通ってくる。暴走族とまではいかないが「やんちゃ」をしていた子たち。 

 

◆入職後・退職時の対応 

釜ヶ崎で求人していた頃の人たちは、今思えば「ややこしい」人が多く、身内との連絡が取れ

なかったり、本人が取りたがらなかったりした。「郷里に帰って家業を手伝う」「老後はゆっくり

したい」などと言って辞めていったが、辞める理由として「若いやつについていけなくなった」

というパターンが多かった。当時は年金受給資格のある人はほとんどおらず、最後まで残った人

たちは、生活保護を受けることになった。生活保護を受給できるまでの手伝いは会社で行った。 

 

 現在は、職人は社員化して厚生年金に入っているので、将来、生活保護になるという人はい

ないだろう。持ち家のある人もいるし、妻帯者もいる、子どももいる。職人の定着率は高く、辞

める人はほとんどいないが、職人の域まで到達できるものが少ない。 

 

6-2-10. 歓楽街宗右衛門町の無料案内所 

◆概要 

他の事業所の建設・土木や警備業の請負い派遣業とは異なり、歓楽街にある無料案内所で、店

舗案内やホスト、飲食店での労働を紹介している。家なし、金なし、身分証明書なしの店舗に直

接来る求職者がほとんどであるため、住み込み形式の寮を近くに用意し、20 万円から 25 万円の
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月給を得ることができる。盛り場の近年の変容、とくに暴対法の影響で客引きなども取り締まり

がきつくなり、インバウンドの影響で盛り場のホテルが外国人家族で満杯となり、深夜まで遊べ

なくなあったこと、酒離れの影響もあり、キャバレーへの男性客案内もあるが、ホストクラブへ

の女性客案内がメインの仕事である。 

住み込み寮については、月額 5000 円と低廉であり、出口が自分で家賃を払うワンルームマンシ

ョン居住となっているため、そういう状態までにもっていく「リハビリ」施設としての位置づけ

にあたる。福祉という観点での支援ではなく、頑張ろうとする人への応援であり、おじさん支援

は他の層に比べ欠如している中、圧倒的に多い男性の 30 歳～40 歳代へのおじさんにハッピーに

なってもらう応援であることをモットーにしている。経済包摂のひとつの典型であるが、社会保

険などの負担などはない。今までの不安定居住層の一つのターゲットとしてみていなかった、歌

舞伎町か宗右衛門町か錦くらいの日本を代表する歓楽街で起こっている事例として、初めて福祉

の観点から調査をおこなったといってよいのではなかろうか。 

 

◆受け入れ 

①求人 

盛り場、あるいは歓楽街において日本最大の歌舞伎町と並ぶ宗右衛門町において、福祉的機能

の働くことを想起することはまずなかったと思われる。求人という表現はふさわしくなく、店舗

をかまえて、そこに求職という形で駆け込んでくる形であり、家なし、金なし、身分証明書なし、

男女問わず、年齢問わず、年に 100 人ほどで、圧倒的に 30‐40 歳代の男性である。5 年前にはじ

めてみて、こんな状況にある層の多いことに驚いた。ホストクラブへの案内のほか、キャバクラ、

飲み屋、飲食店への紹介もある。こうした案内所で働く人とは別に、男性ホスト自身もそれぞれ

であり、うまく稼げる層は、マンションを借りれるが、普通は島之内や日本橋のマンションに店

が借りて部屋をシェアするか、店内で寝泊りするケースも多い。その意味では、こうした層も不

安定居住とみることができ、歓楽街とその周辺地帯も経済包摂型のハウジンングのセーフティネ

ットになっている実態が、初めて認知されたといえる。 

 

②利用層の実態 

本人が不安定居住にあるという実感とか、社会に適応うまくできていないとかの認識が相対的

に弱く、自分の能力への過信などあり、場合によっては手帳を取るべき人もいるとみている。し

かし役所を頼ろうとか、普通に生きていこうという生き方よりは、犯罪に手を染めても仕方ない

というような意識を有している人も多い。住み込み寮で 1 年を見ていこうと思ったが、2 年半で

「化けた」人もいたので、それぐらいは見ていこうかな、と思っている。うまく退寮して自分で

マンションを借りれる事例は 1 割から 2 割に行かない程度で、それ以外は「飛んで」しまうケー

スとなる。出戻りもあり、それは受け入れているが、飛び先が歓楽街であることが多そうである。

行き場所として歓楽街しか思いつかないのかもしれない。女性への応援もあり、男性よりは自分

をきっちり考えている率は高い。ただホストにはまりすぎて風俗に流れたり、出入りを避けたほ

うがよいキャバレーから辞めるに辞めれない事例など、関わった事例で、生活困窮の窓口にもお

世話になっている。 
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③生活困窮者自立支援との関わり 

上記のキャバレーでのトラブルでの女性の支援に関し、一時的避難に福祉施設の一時居住のマ

ンションを使うことを紹介してもらうことなどで、福祉とのチャネルもできたし、何かあったら

福祉を使うというルートも使えるようになった。それもあり、障害者雇用の NPO とも連携をはじ

め、雇用や受け皿を増やしていきたい。起き上がって走ろうとする人に手助けすることでえ、新

たな応援の径を今開拓している。借金、酒、女、ギャンブル、薬などにはまる癖を持った人が大

半で、この癖をやめて人間の変わること、頑張ろうとする人への応援を心掛けている。 

 

◆出口 

どこが出口かという見方は難しいが、社員寮調査という観点からは、基本的には住み込み寮か

ら退寮して、マンション住まいに変わり通勤型に移行した時点で、出口を通過したとみるべきで

あろう。その達成率が 2 割以下という現状において、不安定居住の連鎖が、歓楽街をベースに見

られているのではなかろうか。その中で福祉が参入している稀な事例として、引き続き状況の確

認が必要である。ただ福祉的な支援という観点からすると、総じて応援者の技量と経験に基づい

た、なかなか学習してまねできるマナーではない、という印象を持つ。 

このマンション住まいに関して、不安定居住と絡めた新たな発見は、歓楽街に隣接する地域に

おいて、ワンルームマンションや LDK タイプのマンションでのシェアスタイルで、歓楽街で働く

層の居住がかなり進行していることである。また場合によっては店内居住もあるという状況のも

とで、いわゆる出口も、歓楽街周辺の地域社会という観点では極度の人口減少で、脆弱になって

いるエリアで受け止めているという実態を知ることにもなった。すぐ直近ではタワーマンション

による人口増加が見られていることからも、都心部での居住空間がもたらす雰囲気の光と影が交

錯する状況となっている。 

  



 
 

 
164 

 

 

第 7 章  建設業の不安就労者がおかれた状況 

 

建設業の不安就労者がおかれた状況 

̶̶⼤阪における飯場の求⼈動向と事業者へのヒアリングをもとに̶̶ 
渡辺拓也 

7-1.はじめに 

本稿の目的は、大阪府の建設日雇労働求人にかんする統計データと、それぞれ大阪府と千葉県

で建設業を営む業者 2 社へのヒアリング調査の結果を通して、現在の建設日雇労働市場の求人動

向と不安定就労の労働者がおかれた状況を明らかにするところにある。 

以下では、まず 1990 年代以降のホームレス問題と建設労働市場の変容とのかかわりを整理す

る。次に、統計資料をもとに、不安定就労の労働者を手配し、管理する「飯場」の広がりを把握す

る。また、飯場で働く労働者の労働条件や生活条件について、実際の求人情報を通して探ってい

く。最後に、以上の結果と、建設業社へのヒアリング調査とをすり合わせた考察を通して、現在

の建設業の不安定就労の労働者がおかれた状況を明らかにする。 

 

7-2. 建設産業と不安定就労 

7-2-1. 1990 年代以降のホームレス問題と建設労働市場の変容 

1990 年代のホームレス問題の背景には、建設業と製造業を中心とする労働市場の変容があった。

大阪の釜ヶ崎は、主に建設日雇労働力を供給する路上求人市場である「寄せ場」の系譜を引く日

雇労働者の街のひとつとして知られている。寄せ場の労働者は、景気変動に応じた人員調整のた

めに、労働市場の末端に位置付けられており、常に潜在的な失業状態にある。1990 年代の野宿者

の急増は、寄せ場の労働者の大量失業と、その背景にある建設業と製造業を中心とする労働市場

の変容によってもたらされた部分が大きい。 

釜ヶ崎の求人は、1989 年度をピークとして、1990 年代はじめに大幅に減少した。西成労働福

祉センターでは、あいりん総合センター1 階で早朝、業者と労働者が直接やりとりをする相対紹

介と、西成労働福祉センターで午前 10 時 20 分より行われる窓口紹介とがある。また、雇用形態

として、1 日だけの労働契約である文字通りの日雇い労働である現金求人と、10 日・15 日・1 ヶ

月というふうに一定の期間契約を結んで働く契約求人とがある。契約求人では、多くの場合、事

業者が所有する寄宿舎（後述する飯場）に入る。表 1・図 1 は現金求人数の年次推移を示したも

のである4。釜ヶ崎の求人数は、1995 年の阪神淡路大震災の時期に一時的な回復を見るも、その

 
 
4釜ヶ崎での求人は基本的に契約求人より現金求人の方が多いため、ここでは現金求人の推移

を参照した。なお、契約求人の増減の動向も現金求人と一致している。例外として、2001 年度

から 2006 年度まで、全産業での現金求人が 60 万〜70 万件台で推移している時期に、契約求人

は 2001 年度の 42 万 5,327 件から 2003 年度の 27 万 9,084 件まで減少したのち、2006 年度の

55 万 1,458 件まで増加している［西成労働福祉センター2019:60］。後述する飯場の動向を考慮
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後も減少を続け、しばらく横ばいの時期を経て、2007 年から 2009 年にかけて、さらに急激な現

象が見られたあと、建設業では 20 万人台で横ばい、ないし微減している。 

 

表 1・図 1 ⻄成労働福祉センター⽇雇（現⾦）求⼈数の推移 

 

 

1990 年代の求人数の激減は、当初バブル経済の崩壊にともなう不況の影響と受け止められてい

た。しかし、公共工事需要に支えられて、建設労働者数は 1997 年まで増加していたにもかかわら

ず、釜ヶ崎の建設求人数の回復が見られなかったこともあり、マクロな構造的変容のなかで、釜

ヶ崎の位置付けが変化したと考えられるようになった。この構造的変容を説明するものとして、

技術革新や合理化、寄せ場以外の求人ルートの発達などに説明の要因を求める「就業構造の変動

論」と、飯場の巨大化、飯場網の拡大といった労務管理体制の変容に着目する「飯場の巨大化論」

とがある［大倉 2005］。 

飯場とは、字義通りにとれば「飯を食う場所」であり、端的には建設業の寄宿舎を指すが、労

働者の募集、現場労働と生活の管理が一体となって運営される「飯場制度」とでも言うべき仕組

 
 

した場合、現金求人に対する契約求人の増減の割合や傾向には、別途、考察が必要であろう。 



 
 

 
166 

 

みである。1980 年代以降、新聞求人広告、求人雑誌、近年ではインターネット求人サイトなど、

寄せ場以外の求人ルートが発展した。これらの新たな求人ルートを介して集められた労働者の多

くは、飯場の寄宿舎にプールされると考えられる。寄せ場から求人された労働者も、飯場への囲

い込みが進めば、労働力の集積地であり、労働市場であった寄せ場や日雇労働者の街の存在感は

薄れていく。また、携帯電話の普及により、寄宿舎に囲い込んで管理せずとも、自宅に待機させ

て労働者を管理することが可能になった点も、状況の変化を後押ししていると考えられる。 

いずれにせよ、寄せ場の変容があらわになって以降の不安定就労の建設労働者のゆくえを探る

ためには、飯場や飯場に類する労務手配・管理の実態を明らかにする必要がある。 

7-2-2. 建設業における入場審査・社会保険加入の厳格化 

建設労働の現場では、1980 年代にはじまり、1990 年代に加速した労働の合理化や健康チェッ

クも含む管理強化によって、寄せ場労働者のような「身分不詳の労働者」が排除された。飯場は、

労働者を形ばかりの「社員」とすることえ身分不肖の労働者に「所属」を形式的に与えるという

抜け道を用意することともなった［西澤 2000］。大手元請業者の現場では、新規入場者研修や健

康チェックが強化され、健康診断を受けられなかったり、健康に問題を抱える労働者、高齢の労

働者の入場に制限が課されることになる。 

また、近年では、不安定就労層を雇用する飯場でも、社会保険の加入が進められるようになっ

ている。寄せ場の労働者は、失業手当として日雇労働求職者給付金を活用してきた。日雇労働被

保険者は、仕事につくごとに、日雇手帳に雇用保険料となる雇用保険印紙の貼付または押印を受

ける。この印紙が 2 ヶ月間で 26 枚以上ある場合、翌月は枚数に応じた失業給付を受ける権利を得

る。同様の仕組みの健康保険としての日雇健康保険がある。 

2019 年 6 月 5 日の参議院本会議で、『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律』の一括改正案が可決・成立し、2019 年 6 月 12 日に公布された。そして、2020

年秋より社会保険への加入が建設業許可の要件のひとつになった。法人及び従業員が常時 5 名以

上の個人は、社会保険への加入が義務付けられる強制適用事業所になる。現行法では、社会保険

の加入は建設業許可の許可要件ではないため、審査自体には影響しない。しかし、公共工事を請

け負う際の経営事項審査では、社会保険への未加入は減点対象であり、公共工事の入札では未加

入業者に入札参加資格を与えない自治体・団体がほとんどであると言われている。民間工事であ

っても元請ゼネコンより社会保険加入を義務付けられており加入しないと現場に入れない下請協

力会社も多い5。 

飯場の事業者の中には、労働者ではなく、個人事業主（一人親方）として契約を結ぶことで、

社会保険加入義務から逃れている事例も知られている。スポーツ新聞の求人広告にも、かつては

見られなかった社会保険を意識した記載が見られるようになっており、社会保険加入が今後の不

安定就労者に与える影響についても注意が必要である。 

 

 
 
5「建設業許可専門行政書士渡辺敏之事務所」（https://kyoka-ken.com/2020 年秋『社会保険加

入』が建設業許可要件になり/）、国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」

（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html）参照。 
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7-3. 統計データにもとづく大阪の飯場の実数の把握 

ここでは、まず、渡辺拓也［2018］にまとめた大阪の飯場の実数の推計に、新たなデータを合

わせて、飯場の求人動向を探る。 

7-3-1. 西成労働福祉センター事業報告 

西成労働福祉センターは、釜ヶ崎で行われる日雇求人の業者の登録、指導といった求人の仲介

業務を行う公益財団法人である。ここでは、まず西成労働福祉センターの事業概要をもとに、飯

場数の推移を見ていこう。 

西成労働福祉センターの事業概要［西成労働福祉センター1969;1970］には、1969 年度に事業

所登録されていた、大阪市と大阪府内に存在する飯場の分布と実数が示されている。これらを見

ると、大阪市内には少なくとも 522 件、大阪市を除く大阪府下に 276 件、合わせて 798 件の飯場

が存在していたことがわかる。 

2018 年度の事業概要［西成労働福祉センター2019］によれば、大阪市内の有効登録事業所数が

276 件、大阪府下が 256 件で、大阪府内で合計 532 事業所が西成労働福祉センターに登録されて

いるが、このうち求人実績があるのは大阪市 71 件、大阪府下 64 件で、合計 135 事業所である。

西成労働福祉センターが行なった事業所調査によれば、宿舎を抱える事業所は緩やかな減少傾向

にあるが、2018 年度では 149 件の対象事業所のうち、72.5%にあたる 108 件が宿舎ありと回答し

ている。また、宿舎に滞在する労働者のうち、「西成からの労働者」の割合は 51.5%となっており、

多くの飯場が西成労働福祉センター以外の求人ルートを利用していることがうかがえる。 

7-3-2. その他の行政データ 

飯場の実数を把握することは難しい。建設業の寄宿舎を設置する場合、建設業附属寄宿舎規程

にもとづいた労働基準監督署への届け出が必要である。しかし、寄宿舎を廃止する際には特に定

めがないため、現存する飯場数を把握する基準にはならない。また、労働基準監督署への届け出

をしていないケースが存在する可能性も考えられる。大阪府の各労働基準監督署に提出された寄

宿舎設置届の件数の推移を見ると、1990 年代はじめ頃までは、年間 100 件を超える届け出がなさ

れているものの、それ以降は減少傾向になり、2000 年代に入ると年に数件程度になっている［渡

辺 2018］。 

建設業附属寄宿舎規定によって届け出された寄宿舎は、消防法にもとづく定期的な立ち入り調

査が行われる。表 3 は、大阪市消防局が立ち入り調査対象としている大阪市内の寄宿舎数を示し

たものである。これを見ると、2016 年 11 月時点で大阪市内に 61 件の寄宿舎が存在することがわ

かる［前掲］。 

 

表 32016 年 11 ⽉現在の⼤阪市内の建設業附属寄宿舎数 
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7-3-3. 求人情報からの把握 

次に、求人情報をから大阪府内の飯場数を推計した結果である［前掲］。2015 年 12 月から 2016

年 11 月までの 1 年間、インターネット求人サイト 2 件（ハローワークインターネットサービス、

タウンワーク関西）、スポーツ新聞の求人広告 1 件（スポーツニッポン新聞・大阪版）に求人を出

している会社のうち、宿舎を持っているとわかるものを、重複を除いてリスト化した。ハローワ

ークインターネットサービスでは、ウェブ上の検索では会社名を伏せたものが存在するため、こ

れらはリストに含まれていない。スポーツ新聞は広告スペースが小さく、明記されている募集条

件もまちまちである。所在地が書かれていない場合が大半であるため、地域ごとの厳密な分布を

把握することはできない。多くの事業所は宿舎を持っていると考えられるため、「宿舎なし」と明

記されているものを除き、すべてリストに含めた。 

ハローワークとタウンワークの求人情報を照らし合わせて総合した結果、大阪市内に 204 件、

大阪府下に 303 件、大阪府内に合計 507 事業所が存在することがわかった。スポーツ新聞には、

1 年間で 320 事業所からの求人情報が掲載されていた。しかし、連絡先の電話番号をリスト上で

照会してみたところ、異なる事業所名で同一の番号を用いているケースが大量に見られた。その

ような番号が固定電話では 3 回線、フリーダイヤルでは 24 回線見られる。同一番号を用いている

事業所を 1 件と数えると、実際の求人事業所数は 230 件程度である。これらのフリーダイヤルは、

元をたどっていくと、表には出てこない、いくつかの会社名に行き着く。 

これらの集計に加え、今回は、2018 年 4 月から 2019 年 12 月までの期間に西成労働福祉セン

ターで求人を出していた事業所についてもリストを作成した。2018 年 4 月から 2019 年 3 月まで

は、あいりん総合センター1 階に設けられた「求人の森」コーナーに掲示された相対紹介と、3 階

の西成労働福祉センターの窓口に掲示される窓口紹介の求人票、あいりん総合センターが閉鎖さ

れ、西成労働福祉センターが仮移転された 2019 年 4 月は窓口のモニターに表示される求人情報

を月に 1 回写真で記録した。また、仮移転後は各月の契約・現金求人の情報が月 2 回、pdf ファ

イルでウェブ公開されるようになったため、2019 年 7 月から 2019 年 12 月分を保存した。 

これらをリスト化して集計した結果、建設業では 113 事業所をピックアップできた。このうち、

通勤のみでの求人が 7 件、不明が 4 件であり、センター求人業社 113 社のうち、宿舎ありが 102

社であった。これにより、センターで積極的に求人する事業所の大半が宿舎を持っていることが

わかった。通勤のみでの求人、不明の業者も、宿舎を持っている可能性もある。 

データを取得した時期が異なるため、その点は留意が必要であるが、センター求人業者のリス



 
 

 
169 

 

トとハローワーク、タウンワーク、スポーツニッポンのリストとを照合してみた。その結果、セ

ンター求人業者の 113 社のうち、少なくとも 35 社がセンター以外の求人手段を利用しているこ

とがわかった。タウンワークのみ一致が 11 社、スポーツニッポンのみ一致が 14 社、タウンワー

クとスポーツニッポンに一致が 2 社、ハローワークとタウンワークに一致が 1 社であり、センタ

ーに求人は出していないが、系列会社まで入れれば、スポーツニッポンとタウンワークも利用し

ているものが 1 社あった。このうち、大阪府内の業者に限ると、60 件中、23 件がセンター以外の

求人手段を用いていることが確認された。 

以上の結果をふまえると、求人データを収集した期間中に、西成労働福祉センターを利用して

求人していた業者の大半が飯場であり、求人ルートとして西成労働福祉センターのみを利用する

事業所が大阪府内では 6 割近く存在すると推計され、求人総数は減少しているものの、求人手段

としての寄せ場のニーズは根強いものであることがうかがえる6。 

 

7-4. 求人情報の分析 

ここでは、スポーツ新聞とインターネット求人サイトの求人情報を比較しながら、飯場におけ

る労働者の労働条件、生活条件を見ていきたい。スポーツ新聞は 2019 年 12 月のスポーツニッポ

ン（大阪版）の求人広告欄の建設業の求人を、重複を覗いてリスト化した。、インターネット求人

サイトはタウンワークの 2020 年 2 月 17 日～24 日 7 時まで掲載されたうち、大阪府内の建設業

の求人で宿舎ありのものに限定してリスト化した。スポーツニッポンで延べ 70 件、タウンワーク

で 55 事業所が出稿していた。ただし、タウンワークの 55 社のうち、同一のフリーダイヤルから

2 社分の求人を出している事業所が 4 件、3 事業所分、4 事業所分、5 事業所分の求人を出してい

る会社がそれぞれ 1 件ずつある。 

7-4-1. 募集職種・募集対象者 

まず、スポーツ新聞から見ていくと、募集職種のほとんどが建設作業員・土工である。軽作業

員、手元、片付け・手伝い等、ガラ出し、材料運びなど、経験や熟練が不要であることが伝わるよ

うな書き方がされている。スポーツ新聞の場合、労働条件が明記されていない場合も少なくない。

その他の職種としては、解体工、カジ工、コンクリート工、重機オペ、型枠解体職人、鳶工といっ

たものが見られる。また、建設業の求人欄ではあるものの、工場、警備員・2 級警備員、除染・中

間貯蔵施設作業員といった建設以外の仕事もあることが示されていたり、「住込賄い急募中」とい

うように、飯場の管理スタッフを併記して募集している場合もある。 

インターネット求人サイトでも、多くは建設作業員・土工である。土木作業、荷運び、片付け、

清掃、ダンプの誘導、測量手元、水撒きといった具体的な作業内容が示されている場合もあった。

その他の職種として、鳶工、コンクリート工、解体工、型枠解体、4t・8t ドライバー、職長、重

機オペ、舗装工、電気工事士、シーリングといったものも見られる。スポーツ新聞と比べると、

インターネット求人サイトでは、特定の資格や専門技術の習得を前提としたものが多い。しかし、

どちらも未経験者でも働きはじめられることを強調している。また、年齢不問であることも強調

 
 
6ただし、その 6 割の業者が求人総数に占める割合は別に集計が必要である点には注意が必要

である。 
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されている。スポーツ新聞とインターネット求人サイトでは、スポーツ新聞の方がより高齢者向

けのアピールをしている。 

たとえば、スポーツ新聞では「75 歳活躍中‼」「経験・年齢不問」「高齢者も応相談」「30 代〜70

代在籍中」「未経験の方、高齢者の方も大歓迎‼」「20 歳代〜70 歳代活躍中」「25 歳から 68 歳まで

在籍」といった具合に、68 歳という具体的な年齢が挙げられていたり、70 歳代も働いていること

が示されている。インターネット求人サイトでは、「年齢・経験不問 20 代〜60 代活躍中‼」「20

代、30 代、40 代、50 代、60 代の幅広い世代が活躍中です！年齢も経験も不問です！」「今いる

10～60 代のスタッフも、前職は美容師、ウエイター、自営業、造園業、営業、販売職など本当に

様々！」というように、幅広い世代が在籍していることをアピールしつつも、70 代まで含めたも

のは見られなかった。 

かつてその会社で働いた経験のある者に対して、「出戻り」を勧める記載も多い。たとえば、「移

籍出戻り大歓迎」「やる気があれば出戻り／初心者 OK」といったものである。「事務所メンバー一

新（出戻り多数）」という記載は、過去のしがらみは気にせずに戻ってこれる状況であることを伝

えようとしたものだろう。このような記載からは、この業界では、労働者は業者を渡り歩き、期

間をおいて同じところで働くことも当たり前であることがうかがえる。以下のように、人間関係

が良好であることをアピールする記載も見られる。 

 

スポーツ新聞：「みんな優しくとけ込みやすい環境です！」「何でも相談できる店‼優しい店

長が親身に相談に乗ります！」「優しい姐さんが待ってますよ〜」「こんな方々がワキアイア

イと仕事をしています土木・建築経験者・派遣さん元タクシードライバー・元サラリーマン

元古紙回収業・元料理人などなど」「気さくで元気な店長地方者も多数在籍うるさい人はいま

せん」「人間関係で悩んでいるあなたぜひ一度来てみて下さい誠心誠意相談乗ります」「自分

に合うか？合わないか？まず来て下さい」 

 

インターネット求人サイト：「なんでも相談してください!!／勤務期間・給与支払い方法・

働き方／あなたに合わせて選べます♪」「人間関係の良さが自慢／友達同士の応募 ok」「人間

関係の悩み一切なし！楽しく働ける職場です」「未経験スタートの方が多いので、未経験の時

の気持ちがわかる先輩ばかり。しっかりとサポートしますので安心してご応募くださいね」

「技術や知識、経験は一切問いません。ちゃんと寝坊せずに朝来てくれれば、後はしっかり

指導していきます」 

 

7-4-2. 労働条件・待遇 

建設作業員・土工の賃金を見ていくと、スポーツ新聞の最高値が 15,000 円、最安値が 9,000 円

（それぞれ 1 社）、10,000 円 3 社、10,500 円 1 社、11,000 円 12 社、11,500 円 1 社、125,00 円 5

社、インターネット求人サイトの最高値が 14,000 円 2 件、最安値 8,000 円が 3 件、9,000 円 4

件、10,000 円 19 件、10,500 円 3 件、11,000 円 5 件、115,00 円 2 件だった。スポーツ新聞の場

合、日払い（前借り可能）額だけで、日当が明示されていないケースも多く、どちらの賃金がど

ちらに比べてどうとは一概に言いづらい。 
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社会保険について、インターネット求人サイトでは、社会保険を完備していることを明記した

ものが 26 件あった。「雇用・労災（従業員 5 名未満の個人事業のため）」と書かれているケースが

1 件あった7。スポーツ新聞でも、「社保加入（手取ひびかず）」「社会保険料は会社が全額負担しま

す保険加入で暮らしも安心」という記載が見られるも、逆に「社会保険は入らなくても OK！」

「〈社保〉いりません‼」と開き直ったようなものもある。 

すでに見たように、募集の条件として経験不問であるが前提とされているが、経験や資格、免

許がある場合、優遇することが書かれているものもある。 

 

スポーツ新聞：「免許優遇、各種手当有」「各種手当・未経験 OK」「日払〜7,000 円迄可能

運転手当 1,000 円」 

 

インターネット求人サイト：「能力により優遇致します」「普免所持者歓迎／未経験歓迎!!経

験者は給与面を優遇」「年齢・学歴不問、有資格者優遇」「「経験者や車の運転ができる方は優

遇します｡」 

 

その他の待遇面では、「服支給」「作業服・道具の心配なし」「手ぶら OK‼」「手ぶらで来てくだ

さい」「身支度必要なし」（スポーツ新聞）、「作業服も準備があるので、安心して下さいね。」「制

服貸与」「制服は季節毎支給」「作業服支給」（インターネット求人サイト）といったように、身ひ

とつで働きはじめられることをアピールしている。 

その他、以下のような金銭的な付加価値として、「年内入社祝金／5 万円支給‼」「皆勤手当 1 万

／規定」「他各種手当有」「QUO カード 1 万円プレゼント」（スポーツ新聞）、「入寮祝金 1 万円、

友達紹介最大 4 万 5 千円」「入社祝い金アリ（規定アリ）」「入社祝い金 2 万円もあり‼」「残業･皆

勤手当」「皆勤手当（月 2 万円）」「勤続半年以上で年 2 回ボーナス有」（インターネット求人サイ

ト）といった記載がある。これらの金銭的な手当が、実際にどのような条件で支給されるかはわ

からないが、新規就業者の獲得、長期間の就業継続のインセンティブを意識していることがうか

がえる。 

当座の生活費がない人に向けて、日払いや週払いが可能であることを強調する記述には、以下

のようなものがある。 

 

スポーツ新聞：「日払 5000 円〜‼」「日払〜7,000 円迄可能」「日払い、週払い、大幅アップ」

「日払 3,000〜7,000 円」「日払 0〜5,000 円（決められます）」「《日払い》上限ナシ‼」「ガッ

ツリ高日当で日払い MAX」「週払〜30,000 円日払〜5,000 円」 

 

インターネット求人サイト：「日払いＯＫ」「日払い・週払いも利用できるので、急にお金

が必要になった時は本当に助かりました！」「日払いにも対応しているので､目先の収入をま

 
 
7「雇用保険と労災保険はついているが、従業員 5 名未満の個人事業であるため、強制適用事

業所から外れるので、健康保険、年金は労働者個人持ちになる」という意味か。 
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ずは日給で稼いで､生活が安定してきたら安定の月給制へ移行…なんてことも可能です｡」「日

払い･週払いＯＫ」 

 

7-4-3. 生活条件・生活環境 

宿舎の利用料を見ると、スポーツ新聞の場合、「寮費 2300 円広々個室（3 食付）」「食事バツグ

ン 3 食付、光熱費込、個室 2,000 円」というものを除けば、基本金額が明記されていない。ただ

し、「なんと‼出向するまで寮費は無料‼」「寮費・食費 1 週間無料」といった記述や、12 月の求人

であることもあって、「年末年始寮費無料！サービス！」「寮費無料サービスあり」「年末年始寮費

減額！」といった記述が目立った。インターネット求人サイトで寄宿舎の利用料が明記されてい

るものでは、「寮費格安:2700 円／日額即入居ＯＫ」「寮費 1 日 3300 円で…3 食付、光熱費込、テ

レビ／寝具、大浴場、wifi・エアコン完備」「家賃 1000 円／日」「格安寮完備／1 日 2800 円のみ」

「☆光熱費込みで 2,650 円/日の格安寮☆」などがあった。「寮費が安いのでめっちゃありがたい

です」「格安寮費で頑張ってます」といった記述が散見されるものの、これらは具体的な金額は示

されていない。「初出向まで寮費・食費無料」といったアピールはスポーツ新聞の場合と同様であ

る。仕事の有無にかかわらず徴収される寮費は、事業者にとっては、仕事の量が少ない時期に収

支のバランスを取るために手段であり、労働者にとっては、手取りに大きくかかわる重要事項で

あるため、両者の思惑を背景とした駆け引きがあることがうかがえる。 

宿舎の設備面にかんする主だった記述には以下のようなものがある。 

 

スポーツ新聞：「個室寮／3 食付」「個室！冷暖房完備／WiFi も完備」「快適な新装寮と他

とは違う店長が待ってます‼／全館 WiーFi 完備！／浴室・洗濯機 24 時間利用 OK」「個室寮、

風呂、TV、暖房、洗濯機完備」「新築寮快適な完全個室／WiーFi、TV 付洗濯機、シャワー無

料」「1R マンション有」「WiーFi 使えます／新装・きれいな完全個室で快適生活‼」「安息静

かで清潔、プライバシー充実な個室寮各室（エアコン・冷蔵庫・ベッド完備）」「完全個室（リ

フォーム済）／WiーFi 完備／TV・冷暖・洗濯機、無料／3 食、食事付き」「リフォーム完成！

美寮で年こし」「個室寮・冷蔵庫各 1 台・薄型液晶 TV・生活応援グッズ（人気です）」 

 

インターネット求人サイト：「家電＆寝具＆食事付きの個室寮完備」「シャワー・洗濯機無

料／個室でプライベートは自由に過ごせます」「格安寮有希望者は面談後即入居 ok／ＴＶ・

wifi・家具・家電・シャワー完備／3 食付＝朝夕おかわり ok・昼はお弁当／全室個室／日用

品も揃ってます‼」「簡易家具、家電、寝具、シャワー、ご飯 3 食」「面談後即入 ok!!個室寮完

備!!／3 食付き家電・wiーfi・日用品等完備」「風呂・トイレ・キッチン付ワンルームマンショ

ンあり(家賃 1000 円/日)」「1Ｒマンション寮有」「オートロック付 1Ｒ寮完備」「ＴＶ付個室・

ＷiーＦi、冷暖房・大浴場・洗濯機利用無料・お代わり自由 3 食付」「リノベーション済みの

1Ｒマンション（洗濯機・ＴＶ・エアコン・冷蔵庫・寝具有）」「エアコン・布団・ベッド・テ

レビ・洗濯機・風呂・三食食事付き‼」「寮で一人暮らしが実現できる!!→寮は 1Ｒ・3 食・冷

暖房・シャワー・ＴＶ付」 
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基本的な設備として、個室であること、テレビや冷蔵庫、エアコンなどの家電がついているこ

と、WiーFi が利用できることや、プライバシーが確保可能であることなどが共通している。これ

らは、入寮者が求める最低限の生活条件を示しているものと推測される。その他、生活用品が付

いてくること、洗濯機やシャワーが無料で利用できるといった記述も見られる。多くはないが、

風呂・トイレ・キッチンなどが共用ではないワンルーム型の寮を用意している会社があることも

わかる。広告を一覧していて、寮が新築・リニューアル直後であることを強調するものが目立つ。

用意できる設備が似たり寄ったりのものになってしまう中で、自社の宿舎のアピールポイントを

作り出そうと、各社が頭を捻っているのだろう。 

宿舎のアピールポイントという点では、立地を強調するものも多い。これはスポーツ新聞で表

現が豊かである。 

 

スポーツ新聞：「JR 環状線「新今宮駅」東出口近く・飛田新地の近くにあります」「通天閣

まで徒歩 9 分だよ」「尼崎競艇場歩 3 分」、「大阪市内、大阪府に寮あります」、「大手スーパ

ー、コンビニ徒歩 1 分」「周辺環境バツグン／◯駅前繁華街◯もちろんパチンコ・飲み屋行き

放題／◯商店多数◯買い物に困りません！」「駅、繁華街も近く／私生活も充実」「かくれグ

ルメの町西中島」「地下鉄・阪急近くて便利飲食店、繁華街がスグ！」「きれいで静かな寮環

境‼駅近で買い物も便利！」 

 

インターネット求人サイト：「マンションから本社までは徒歩 10 分以内♪／周辺には駅や

商店街があり、コンビニやスーパーはもちろん飲食店街もあります。」「近くに繁華街あり」 

 

寮に入った場合、「貸し自転車」が利用できるとの記載はインターネット求人サイトの求人情報

のみに見られる。また、「髪色・ピアス・髭自由」「髪型・色、ピアス、ヒゲＯk」「髪型自由、ヒ

ゲも可」といった記述もスポーツ新聞には見られない。求人情報にアクセスする対象者像、ター

ゲット像がスポーツ新聞とインターネット求人サイトとでは異なっていることがうかがえる。 

その他、スポーツ新聞では、その飯場に固有のスタッフの魅力をアピールする点が独特である。 

 

「優しい姐さんが待ってますよ〜」「美人 2 人の作る賄い料理名物は豚の角煮とスキ焼！」

「××ちゃんお手製ご飯でおもてなし」「女性賄さんの温かい料理でお出迎え」 

 

それに対し、インターネット求人サイトでは、会社の定期イベントや、職員同士の交流のアピ

ールに力が入っている点が独特である。 

 

「家族で参加できるマリンスポーツ大会や年に 2 回以上行われるバーベキュー大会など

社員で行われるイベントがたくさんあります。中でも年に 1 度の忘年会は豪華景品や各種

賞金などが用意されており、社員全員が楽しみにしている一大イベントです。」 

「焼肉大会やボウリング大会、ＢＢＱなど自由参加のイベントを随時開催して交流をは

かっています。寮での休日は、個人で趣味に打ち込んだり、気の合う人同士で出かけたりと
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みんな思い思いに過ごしています。（もちろん門限はありません！）ぜひ仲間に入ってくだ

さい！」 

「平日に予定を合わせて、従業員同士でスノボに行くことも！（板を持ってない方には無

料で貸し出しますよ♪）」「経験者はもちろん未経験スタートの人も多く、皆でバーベキュー

をしたり、野球大会をしたりして楽しく交流しています！」 

「基本的に、休憩中は仕事の話はしません（笑）／月に 1・2 回程、飲み会もやってます

が、そこでも仕事の話はしません！（笑）」 

 

もっとも、掲載スペースの限られる新聞広告と、テキスト量に余裕のあるインターネット求人

広告とでは、広告作成の前提となる条件が異なる。メディアの違いが記載内容の違いを帰結して

いる部分もあるだろう。とはいえ、以上、見てきたように、両者に共通する特徴もあれば、相違

する点も見られた。 

 

7-5. 事業者へのヒアリングから 

7-5.1. ヒアリングの概要 

最後に、それぞれ大阪府と千葉県で建設業を営む業者 2 社へのヒアリングの内容を通して、建

設業における不安定就労者にかかわる労務手配や労務管理の実態を探っていこう。 

A 社の本社は大阪にあり、日本全国に営業所を展開する人夫出し業者8として知られている。A

社は、その会社の関東の支社の一つで、千葉県に事務所を構えている。宿舎を持つ営業所とは別

に、通勤者を手配する営業所があり、ヒアリングは、後者の所長の協力を得て、2020 年 1 月 21

日（火）に、同営業所の事務所を借りて行った。入寮者で 40 人弱、通勤者として約 20 人の労働

者が働いている。労働者の平均年齢は 47、8 歳で、40 代が多く、65 歳以上の高齢者もいる。A 社

には、建設の他に警備業の部門もあり、そちらの現在の最年少が 21 歳9、最高齢が 72 歳であると

のことだった。 

B 社は大阪市のとび・土工工事業を専門とする会社であり、大手ゼネコンの第一次下請けであ

る。ヒアリングは、2020 年 2 月 7 日（金）に同社の事務所にて行った。鳶職人の専門性の高い仕

事を中心として請けており、職人は社員として雇用し、手元の労働者を下請から得る体制をとっ

ている。かつては、手元の労働者も含めて釜ヶ崎から求人し、飯場に囲っていたが、現在、宿舎

は持っておらず、釜ヶ崎からの求人も行っていない。 

7-5-2. A 社のヒアリングより 

7-5-2-1. A 社の求人方法 

A 社の本社は、大阪の寄せ場を起源として蓄積した人夫出し業のノウハウをベースに、全国に

支社、営業所を展開しており、この業界での一つのビジネスモデルを構築していると言える。A 社

の求人は、スポーツ新聞や求人情報誌、インターネット求人を含む求人広告、知り合いの紹介を

基本としており、かつては立て看板による求人も行っていた。インターネット求人は営業所によ

 
 
8建設業では派遣が禁止されているが、実質的に派遣業を行う業者を「人夫出し」という。 
9かつては 19 歳もいたとのこと。 
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って複数のサイトを使い分けており、サイトによって応募の多寡が異なるという。また、行政の

窓口と連携した労働者のフォローも行っている点に特徴がある。 

募集にかんしては、年齢や経験で一律に制限をかけるようなことはない。その上で、現場労働

に耐えられる体力があるか、コミュニケーションを取れるかどうかを見るという。 

 

A 氏：多いのは 60 過ぎの高齢で経験なしというケース。経験なしでも基本オッケーだが、

来たときの第一位印象で体力あるのか、コミュニケーション取れるのかを見る。入ってしま

えば飯場と変わらない。現場では「（仕事ができなければ）馬鹿野郎！」と言わられるので、

順応性がないと。自分からコミュニケーション取れる人間でないとどこ行ってもやっていけ

ない。だめそうな人はお断りする。話をしていて、なんか違うなというのがいる。 

 

A 氏：名前も名乗らず、電話で「明日から仕事くれや」とか、「1 万くれんだろ？」とか、

「面接で電話してますよね？言い方おかしくないですか？」というと、「なんだよ、ダメなら

ダメでいいよ」とプチっとか。そういうやつもいる。 

 

A 氏が面接をして採用した人間であっても、本人の居住地や生活状況などから判断し、別の営

業所の配属となる場合もある。A 氏が現役の頃は、事務所から現場まで 2 時間かかるというよう

なこともあったが、現在は、最高でも 1 時間以内に収められるようにしているという。 

 

A 氏：今は募集の現場なり、連絡があったときに、本人の住所と最寄駅、それを聞いて、

近いところへ行かせる。そうでないと、事務所に来るまでの金もかかるわけだし。〔質問者：

管轄はそっちの営業所の番頭さんに〕譲ります。〔質問者：よそから、そっちの営業所に任せ

ますという場合も？〕そうですそうです。基本的には今、社長の考えですけど、遠くには行

かせないようにしているので。ここで、最高で 1 時間以内。私が作業員の時には、普通に 2

時間とかあったので。朝はいいんですけど、帰りがやっぱり厳しいんです。 

 

採否は面接者に一任されているものの、問題が起これば採用者にクレームが来るため、判断を

疎かにはできない。 

 

A 氏：こないだ、社長・専務を含めた通勤の会議があった。何百人と面接をやっているか

ら、「取る人間は任せるが、プラスになる人間を取れ」と。「マイナスになる人間はお前らの

直感に任せる」と言われる。それ〔筆者注：丸投げされること〕が嫌なんですけど、ここで

取った人間は俺しかわからないので。他の営業所の人間はわからない。変なの取っちゃうと

こっちにクレーム言ってくる。 

 

7-5-2-2. 労働者の待遇面 

話を聞かせて下さった通勤営業所の所長の A 氏も、8、9 年前は A 社の労働者の一人であり、

宿舎に入寮して働いた経験を持つ。現在は、賃金面も含め、労働者の待遇は良くなっているとい
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う。 

 

A 氏：今は現場自体変わっているし、業者の考え方も変わっている。自分が作業員の頃は

「死んだら迎えに行って」くらいの扱いだった。熱があっても、熱を計らせて「それくらい

大丈夫」だと言って仕事に行かされた。今はそんなの絶対やらない。本人がちょっとでも調

子悪いと言ったら行かせない。 

 

現在の通勤者の日当が 12,000 円、食費や光熱費等を含む部屋代が 1 日あたり 2,000〜3,000 円

かかる入寮者が 13,000 円の設定になっている。そのうち、社会保険料として 2,000 円が引かれ

る。A 氏が働いている当時から、源泉徴収分を引かれても、1 日働けば、労働者の手元に 10,000

円は残るようにと計算されているという。社会保険料は労働者が 2,000 円、会社が 2,000 円の合

計 4,000 円の負担となっており、1 ヶ月に 20 日仕事に出て 40,000 円を目安に計算されている。 

かつては日々働いた分の給与を現金で手渡ししていたが、社会保険加入をはじめた 2018 年 4

月からは、「普通のサラリーマンと同じような意識で働いてくれ」とお願いし、月決めの支払いに

移行、半分くらいは 1 ヶ月分をまとめて受け取るようになっている。 

問題のある従業員を解雇する際は、本人と話し合って納得の上で退職届を書かせたり、2 ヶ月

前に解雇予告通知を内容証明で郵送するなどの対応をしている。仕事に出てこなくなった場合、

2 ヶ月分の社会保険料は、会社にとって利益のない金銭的負担となり、労働者の方もその期間中

は滞納する形になる。社会保険加入時に、「社会保険残したまま次の会社行ったら知らないからね」

と本人に説明し、無断で辞めることのないように念押ししている。国民健康保険よりも社会保険

である方が、現場での信用が高く、同社では、建設部門だけでなく、警備部門でも社会保険の加

入を進めている。 

A 社では、月に 1 回宿舎で健康診断を実施している。通常検診が年に 1 回、石綿じん肺の健康

診断を半年に 1 回受けるように指導している。健康診断を受けていないと現場に入れない可能性

があり、現場で何かあると、健康診断の結果を出すように求められることがあるためである。通

常検診は無料、石綿じん肺の健康検診は 3,000 円の負担で受けられるようにしている。 

7-5-2-3. 仕事内容 

A 社が担っているのは、基本的に技能職はなく、一般土工・解体工の仕事である。ただし、玉

掛けの資格を持っていたり、運転手をやる場合などは、「玉掛け土工」「運転土工」として、資格

分の手当をつけるように、相手先に要求しているという。 

 

A 氏：技能職ではない。そういう系統もあるが、うちからは出していない。うちも玉掛け

の資格持ってるのはいっぱいいる。現場でも使うので、取らせたり、自分で取りに行ったり。

うちは基本的には下請けになっちゃってるので。業者さんはとびだったらとび専門を雇う。

それのフォローではないが、玉掛けとかは土工作業でもできる。玉掛けやるなら、資格持っ

てる分 1,000 円なり出してねと。玉掛けなら玉掛け土工、運転なら運転土工。鉄筋工もいる

けど、鉄筋工としては行かせていない。本人が行きたくないと。資格あってやってたけど、

やりたくないと本人が言うから。 
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現場でとび職人、鉄筋工などの技能職が求められる場合、それらを専門とする会社に発注され

る。A 社は、「下請け」すなわち人夫出し業的な役割を担っているということになる。 

7-5-2-4. 労務管理・生活管理 

かつて寮の管理もやっていた A 氏は、そちらの方が楽だったと述べている。生活面を含めてそ

の場で管理できる寮に対し、それぞれが住居を構えている通勤者は管理のしようがないからだ。 

 

A 氏：近場なら叩き起こしに行けるけど、限界がある。1 人でやってるので、30 人からを

相手に、話のわからない人間を相手しないといけない。コツというか、何人かやり合った人

間もいる。昔のそんな感じ、私は。おだてて使おうとは思っていない。よく言うの、前借り

させてくれとか。そういうやつに限って毎日ないし、二日にいっぺん、常に働いた分の金を

取りにくる。常に取りにきて、常に使っているのに、払うというの分かってるくせに使って

る。「どうせ働いてるから貸してくれるだろう」感がある。1 回目は出すが 2 回目は一切出さ

ないようにしている。 

 

通勤者への対応のコツ、ノウハウと言えるようなものはなく、毅然とした対応を心掛けている

ようである。接点を持てるとすれば、労働者が事務所に顔を出す時に限られており、給与を渡す

際に、様子をうかがったり、話を聞くようにしている。 

 

A 氏：コツだとかなんだとかない。個人個人でお金取りに来たときに世間話程度していて、

顔色や体調を見ながら。指導じゃないけど管理してるくらいしかない。はっきりいうと。出

てこなくなったときは、1 週間はこっちから午後一番に電話入れるなりする。解雇するとき

は、今は解雇予告通知を、内容証明でしっかり送って対応する。 

 

このような制限がある中で、行政の窓口と連携して、問題を抱えた労働者のフォローを行って

いる。たとえば、ゴミ屋敷となっている自宅に住めず、ネットカフェから通勤していた労働者に

寮に入ることを勧め、休日に少しずつ自宅の片付けをするように指導している。過去の社会保険

の滞納もあり、A 社の弁護士に相談した上で、毎月いくらかずつ返済する道筋を作らせて、働き

続けているという。 

 

A 氏：結局、こっちは人を集めるのが仕事。誰でも彼でもとはいかない。雇ったからには

フォローしてやらないと。「使えない、バイバイ」では集まらない、長続きしない。誰でもい

いなら多分もっと集まる。正直なところ。 

 

自分でアパートを借りて、通勤で働いていたが、5 万円の家賃負担が重いため、寮に入ることに

した労働者もいる。生活保護を受けながら通勤で働いていたが、収入が多くなったため、保護打

ち切りとなり、その後、寮に入ったというケースもあるという。このような相談を受けながら、

行政窓口や他の営業所とのやり取りを含めた調整を、A 氏が行っている。 
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A 社での労務管理や生活管理は、A 氏個人の裁量や負担でまかなわれている部分が大きい。基

本は朝 5 時に事務所を開けるようにとの指示を受けているが、朝 3 時半には事務所に出向く。午

前 5 時からは、各労働者から出発確認の電話がかかってくるので、それまでに他の仕事を済ませ

ておきたいのだという。仕事終わりにも電話がかかってくる。残業の有無、直帰するのか事務所

によるのかの報告を受ける。事務所の開所時間は 5 時から 17 時となっているが、事務所に顔を出

す労働者がいる場合、19 時頃までは待機しておかねばならない。通勤営業所では、1 人で 24 時

間体制で全ての対応をしなければならず、緊急の対応も事務所にいた方がやりやすい。夜勤に行

く者もいるので、「事務所にいた方が気分的に楽」なのだという。日曜日には早朝に宿舎で行われ

る健康診断に出向いて、来ていない労働者に電話をかけるようなこともしている。「自分の休みは

ないですよね、ほぼ」（A 氏）。 

 

7-5-3. B 社のヒアリングより 

7-5-3-1. B 社の求人方法の移り変わり 

1951 年設立、1962 年に法人改組した B 社は、2020 年に創業 58 年を迎える。お話をうかが

った代表取締役社長の B 氏は 3 代目になる。初代の頃は、地元で田畑を持って農業を営んでい

た。「同じ力仕事なら、建設の仕事をやってみようか」というところで、たまたま仕事をもらい

に行ったのが現在まで付き合いの続いているゼネコンで、仕事をやっているうちに屋号をもらっ

た。 

B 氏が B 社に入ったのは 10 数年前で、20 年弱前までは、早朝の釜ヶ崎に車で求人に出かけ、

手配師を介して労働者を募集し、そのまま現場に行くというようなことをしていた。 

 

初代の若い衆はそういう手配のスタイルをとっていた。その 3 人がいて、脈々とそういう

スタイルが保たれていた。楽といえば楽なやり方。本隊で足りない分を調達するという形。

しかし、とびも土工も年代が上になってきた。高齢で郷里（くに）に帰るという者がいた

り、病気で亡くなったりして、減っていった。 

 

会社の一番上に社員がいて、B 社のお抱えのような形で「番頭」と呼ばれる職長が 3 人いた。

その 3 人の下につく 10〜15 人の労働者を番頭自らが集め、統括していたという。多い時には番

頭が 7〜8 人いたが、減っていった。地元で確保する分と、そのような層との両輪で、番頭と番

頭がその都度集めてくる人員で仕事をするスタイルが 50 年くらい続いていたことになる。しか

し、番頭は社員ではなく、実質の職人は当時、B 社にはいなかった。会社にはしておらず、統括

する人間に人件費をまとめて渡し、それぞれが働いた人間に支払っていた。番頭の家の近所に、

食堂もついた寄宿舎（飯場）を建てて、働き手を住まわせていた。飯場は 3 ヶ所ほどあって、建

物は B 社が所有していた土地（元は農地）を用意して建てていた。番頭の奥さんがご飯を作っ

たり、飯場の世話をしていた。B 氏が小学生くらいの時期にはほとんど無くなった。 

番頭を中心とした手配のシステムは、釜ヶ崎の労働者が高齢化していったことと、職人を確保

できなくなったために、廃止され、2005 年頃までに飯場もすべてたたんでしまったという。そ

の際、飯場で主力として囲っていた職人たちを、社員待遇で B 社で直接雇用する形に移行して
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いる。現在では、地元の若者同士のコネクションを活用して、下働きの労働力を調達している。

とは言っても、3 人、多くて 10 人くらいの小さなコミュニティである。そうした若者たちは自

宅から通勤してくる形で働いている。また、前項の A 社のような人夫出し業者を用いる場合も

ある。現在、ゼネコンの一時下請で現場に入る際は、新規入場者研修を受ける必要がある。現場

に入る従業員の履歴を提出しなければならないとなった時に、大手の人夫出し業者は、現場に入

る従業員のデータをパソコンで打ち出してくれるので便利だという。 

 

B 氏:手書きなんてありえない。安心料と思って、そういうところを使う。そうでないと

リスキー。 

 

B 氏は、釜ヶ崎のセンターには「汚いイメージ」があるし、「あんなところ行きたくない」

「今思えば、あそこから来ていた人も、ややこしい人が多かった」10と語っていた。この言葉だ

けを聞くと、釜ヶ崎が時代から取り残されたような印象を受けるが、この背景には求人の担い手

の高齢化もあったようだ。2005 年当時で番頭たちはもう 60〜70 歳であり、現場に出て采配を

とるというような状態ではなかったという。 

7-5-3-2. 労働者の待遇 

すでに述べたように、現在では、職人は B 社の社員として雇用されており、厚生年金を含む

社会保険にも加入している。かつては釜ヶ崎のドヤ暮らしという人が多かったが、現在は普通に

家を借り、家族を形成している。 

 

B ⽒：⼀番稼いでいる職⼈で、⽉ 50 万円だから、年収では 500〜600 万円。源泉徴収は
引いている。普通の会社勤めと変わらない。うちの⼈間には厚⽣年⾦もかけている。今は職
⼈も直接雇⽤している。職⻑が 2〜3 ⼈いて、その配下がいる。ちゃんとした待遇をするこ
とをゼネコンが求めてきているというところもある。結構前から、5 年くらいかな？ 

 
地元から集められた若者たちの中には、社員として雇⽤され、社会保険に加⼊している者もい

れば、それ以前の下働きの段階のものもいる。雇⽤者が 4 ⼈以下であれば社会保険加⼊義務がな
い（強制適⽤事業所から外れる）ため、15 ⼈を 3 チームに分けるというような微調整を⾏って
いるようだとのことだった。若者たちの中にリーダーがおり、会社の体裁をとったうえで、チー

ムの人間に日当を分配するような形をとっているようだ。 
7-5-3-3. B 社の仕事内容 

ヒアリングの中で、B 氏は「とび職人を安く売りたくない」と繰り返し言っていた。 

 

B 氏：とび職人を安く売りたくない。朝も寒いうちから仕事の準備して、普通の人だった

ら気持ち悪くなるような高所で作業する。3 万円を「負からんか？」と言ってくる人もいる

 
 
10「ややこしい」の中身は、たとえば本人が怪我をした際に身内との連絡が付かない、連絡を

取られることを嫌がるといったことである。 
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が、とんでもない話だ。自分でやってみろと思う。人が寝静まった時にやらないといけない

仕事もある。 

 

また、量よりも質を重視した技術力を生かした現場が多いようだ。 

 

うちは町家の大工さんみたいな仕事はない。町家は数を組んでナンボ。1 日で 3 つの現場

を回るというのも当たり前。うちらは安全に組んでナンボ。規模は関係なく、1 日でも行

く。今は改修しかやっていない。新築工事は（工事の進捗によって増減する）人間の変化が

大きいので、うちはしんどい。うちは細かい作業の方が気質に合っている。売り上げの 8 割

が改修工事。アスベストの撤去のための足場を組むという仕事もある。それは屋内の足場。

外壁に足場を組むのは、言ったら悪いが、楽な仕事。うちは職人を安く売りたくないという

思いがある。夏休みの小学校の改修のような現場は、町家がやっているもの。 

 

建設業の大手 5 社だと、足場も鉄骨もうちみたいなとびが組む。小さい会社になるとこれ

らが分かれる。分けない方がいいと思うが、そうなっている。うちの初代の頃は、全部とび

がやっていた。「とび・土工」と言うのはそれ。分け隔てがなく、穴を掘るところからやっ

ていた。今は建設業は 28 業種にもわかれているが……。だから、とびは今でも頂点の存

在。所長の右腕になるのはとび。何でも分かっていなければならない。現場で何かあった

ら、うちに電話が来る。 

 

これらの語りから、B 社では、職人層が大切にされており、その技術力が売りになっているこ

とがうかがえる。 

7-5-3-4. 職人の確保・育成の問題 

いったん確保された職人層は定着率が高い。B 社の仕事をこなすうちに職人として成長してい

くケースもあるようだ。しかし、職人の域まで達しない人が多く、その前に出て行ってしまうと

いう。 

 

B 氏：技術を磨くには、経験しかない。あちこち行く人間もいれば、ずっといる人間もい

る。うちは出ていくのはすごく少ない。数パーセントだろう。どんな人が続くか、20 代、

40 代、50 代と幅広くいる。ただ、職人の域まで達しない人が多く、その前に出ていってし

まう。また、今は入ってくるのが少ない。 

 

職人の確保と育成は課題となっている。ハローワークに求人を出してると年に 1 人ずつくらい

は応募があったが、最後にハローワーク経由で人が来たのは 2 年前になるという。コスト上の問

題もあり、求人広告は利用していない。B 社はタワークレーンの会社の協力会社をしており、タ

ワークレーンの仕事に興味があって、人づてに連絡を取ってくるケースがあるそうで、「興味が

ある人がいたら声かけといて」と網を張るように意識しているとも言っていた。 
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7-6. おわりに 

寄せ場が衰退した構造的な要因として、「就業構造の変動論」と「飯場の巨大化論」の二つが議

論されていた。本稿では、両論の背景にある飯場の役割に着目して、統計データと求人情報、ヒ

アリング調査を通して、その動向を見てきた。 

釜ヶ崎の西成労働福祉センターの求人数の推移を見ると、1990 年代はじめと 2000 年代後半の

2 度にわたって急落する時期がある。その後、建設業の現金求人は 20 万人台で推移している。求

人情報から補足した大阪府内の飯場と西成労働福祉センターで求人する事業所とを照らし合わせ

ると、西成労働福祉センターで求人する事業所の多くは、現在も求人手段として釜ヶ崎に依存し

ている可能性が見えてくる。労働市場としての釜ヶ崎は、求人数が減少し、規模を縮小させてい

るのは確かだが、寄せ場での手配の仕組みは現在まで、途絶えることなく継続している。テクノ

ロジーが進歩した現在では、固有の場所に足を運ばねばならない寄せ場という求人手段は、淘汰

されていくもののようにとらえられがちである。しかし、寄せ場という労働市場も、ある種の技

術に支えられてはじめて機能するものである。寄せ場での求人のノウハウを持っていた人びとが、

現場労働から退いていったことも、寄せ場衰退の要因のひとつであったと考えられる。現在の建

設日雇労働者の確保も、インターネット求人サイトや携帯電話というテクノロジーで、すべてを

カバーするものではなかった。知り合い同士の伝手を頼みにしている部分は、より専門化すれば、

手配師や寄せ場の路上手配に通底するやり方であると言えよう。通勤営業所にしても、宿舎を持

つ営業所との連携が必要である。それぞれに住居を持つ労働者の管理には、人夫出し飯場の管理

で蓄積されたノウハウが活かされている。 

ヒアリング調査からは、先行研究で指摘されていた、健康チェックも含む管理強化について、

実際に現場で意識されており、対応が取られていることもわかった。近年の社会保険加入の厳格

化についても、ヒアリングだけでなく、求人広告でもアピールされており、人夫出し飯場のレベ

ルでも整備が行き届いている業者があることも確認できた。しかし、同時に社会保険加入を回避

するような調整が現場では行われている。求人広告の分析では、表には出てこないが、同じ連絡

先を用いて求人する業者の存在が浮かび上がってきた。これらの業者は、大規模な人夫出し業者

が、抱えている労働者の管理を便宜的に複数の会社に分割して行うことで、社会保険加入義務か

ら逃れている可能性がある。A 社のように、人夫出し飯場でありながら、希望すれば社会保険に

全員加入できるような体制を整えられるのは、それだけ安定した仕事の受注がなされているため

であろう。通勤時間が 1 時間以内の現場だけであるというのは、請け負う仕事を選んでいる、選

ぶ余裕があることの裏返しであり、相対的に条件の悪い仕事を請け負うような飯場の階層化が進

んでいる可能性も考慮する必要がある。 

業者は、何らかの規制が強まれば、その規制に合わせて業態を変えていく。求人に関しても、

自社が必要とする労働力に合わせて、有効な手段を模索しており、単純にテクノロジーの進歩で

置き換えられるというものでもない。65 歳を超える高齢の労働者も求人対象として念頭において

いるように、労働力不足をどう解消するかが常に課題となっている。産業の景気動向、労働力需

要といったマクロな構造的要因と合わせて、労務手配や労務管理、生活管理の方法など、事業者

側のノウハウや力量などを考慮して、不安定就労者がおかれた状況を読み解いていく必要がある。 
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第 8 章 本調査を受けた提言 

8-1．「不安定な住み込み派遣」のボリューム 

 今回調査で焦点を当てた、「住み込み派遣」であるが、「不安定な住み込み派遣」がどの程度

存在するのか、「入口調査」「住み込み寮調査」「ネット調査」の関係から量的な（粗い）試算を試

みた。 

この結果、居住の件で自立相談支援窓口の相談に来たかたのうち、40％が住み込み経験者と多

いようにみえるが、実際には、自立相談支援窓口では現在の住み込み経験者の 3.7％しか補足でき

ておらず、96.3％は生活困窮へ相談に来なかったことがわかった。 

「生活困窮の窓口は住み込み寮にいられなくなった方にリーチしてる（40％）ようで、実はし

ていない（3.7％）」という結論である。なおこの試算では、「不安定な住み込み派遣」は、11 万

7500 人となった。 

8-1-1. 入口調査から見えてきた数値 

平成 30 年度の 1 年間の実績11として住居確保給付金の利用が 5,283 件、一時生活支援の利用

6,884 件（大阪の 9,757 件は除く）あわせて、住まいの確保が難しくなり生活困窮の窓口を訪れた

人数は、少なくとも、12,167 件となっている。ただし、実施状況12において、一時生活支援事業

を実施しているのは 277 自治体（31％）のみであり、実施していない自治体も多い。 

このうち、今年度の入口調査では、北海道から沖縄まで 21 団体の協力を得て、不安定居住経験

を訴えた 575 件について調査を実施、分析を行った。 

この調査の特徴は、本人の認識を問う形式としたことである。すなわち、「住み込みの寮」が不

安定な居住形態なのか、安定した居住形態なのかは本人の主観によるものとなっており、次の数

値からも「住み込みの寮」は、安定した居所みる人と不安定な居所とみる人との認識の隔たりが

大きい居所であることがわかる。 

・ 「居所（住宅）の確保が大変になって以後の寝泊まりの場所」として、29.7％が「住み込

みの寮」と回答した。 

・ 「居所（住宅）の確保が大変になる前の直前の居所（住宅）」として、21.8％が「住み込

みの寮」と回答した。 

これらには重複があるが、全体を精査すると、234 ケース（40.6%）が住み込み寮を経験してい

るとの結果となる。これを上記の全国の相談実績に乗じると、住まいの確保が難しくなって生活

困窮の窓口を訪れた方 12,167 人のうちのうち住み込み寮経験は、4,951 人と計算される。 

 

8-1-2. インターネット調査から見えてきた数値 

過去 3 年以内に不安定居住経験をもつ 705 名から回答を得た。このうち、279 名（39.6％）が、

住み込み寮、ドヤ、飯場を利用している。その直前住居としては、「持ち家・賃貸住宅」に住んで

いたのは 17.2％のみである。残りは、知人友人宅が 20.4％、ネットカフェ等 16.1％、24 時間営

 
 
11 https://www.mhlw.go.jp/content/000542747.pdf 
12 https://www.mhlw.go.jp/content/000363182.pdf 
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業店舗 11.8％、カプセルホテル 10.4％、路上車上生活 7.2％、各種福祉施設が 13.2％などであり 

ここでも、不安定居住の受け皿として住み込み寮が見えてくる。 

しかしながら、この受け皿であるはずの、「住み込み寮」も滞在期間をみると「1 週間未満」

（22.2％）、「1 ヶ月未満（31.9％）、3 ヶ月未満（16.1％）と、7 割以上のケースが 3 ヶ月未満で次

の住まい（支援を受けるか、ほかの居住形態へ移行）している。住み込み寮の次の居所としては、 

生活保護をうけてアパート（福祉アパート含む）への移行が 26.5％、救護・更生施設が、11.8％、

ホームレス自立支援センター7.5％、一時生活支援等のシェルター利用は 3.9％である。現在、不

安定居住として住み込み寮等に住んでいる人は、702 人中「派遣寮 4.1％、飯場 1.6％、ドヤ 1％」

＝47 人である。このインターネット調査は 5 万人を対象にインターネット調査を行っているた

め、5 万人中 47 人（0.094％）となる。ここから荒っぽい試算となるが、これを総人口 1 億 2500

万人置き換えると、11 万 7500 人（0.094％）が、現在、不安定居住としての住み込み寮に居住し

ていることとなる。11 万 7500 人のうち、3.9％がシェルターに相談に来たとすると、4582 人と

なる。これは、実は 4951 人（入口調査概算値）とかなり近い数値となり、俄然信ぴょう性を帯び

た数値となる。 

 

8-1-3. 住み込み寮調査から見えてきた数値 

216 人の調査対象のうち、52.6％が「仕事やお金がなくなったりして住むところに困ったこと

がある」と回答している。これは、住み込み寮が、ある種のセーフティネットになっている実態

を表すものとも言えるが住み込み寮で働くきっかけを尋ねると 22.8％が「行政、支援機関の紹介」

と回答しており、そもそも生活に困窮してから支援機関を通じて、住み込み寮へ来たケースも多

い。この 22.8％のケースでは、一時生活支援事業で住まいを提供しながら、就労支援をすること

で、住み込み寮以外の選択肢を選ぶことができた可能性もある。 

将来展望についても質問をしているが、現在の仕事を続けるかどうかという設問に対して「可

能な限りずっと」（44.6％）、「今は考えていない」（30.4％）をあわせると、75％となっている。 

特に、今後の住まいについての設問において「現在のところでよい」（49.3％）、「他地域での住

み込み就労」（7.9％）の回答をあわせた 57.2％が、仕事と家を同時に失う可能性が非常に高い。

働けなくなった場合に行く宛があるかどうかという設問でも「ある」と回答したのは 23.4％のみ

である。残りの 76.6％は生活保護やなんらかの支援機関につながるしかない状態ともいえる。 

なお、インターネット調査では住み込み寮の次の居場所として、知人友人宅 9.3％、家族・親族

宅 11.1％であり、あわせて 20.4％となり、「（行く宛が）ある」と回答した 23.4％（住み込み寮調

査）とかなり近い数字となり、裏付けられるといえるだろう。 

住み込み寮に居住する方の正確な統計は存在しないが、不安定居住としての住み込み寮をあげ

た 11 万 7500 人以上と同等以上の、安定居住と認識して住み込み寮に居住している方がいること

が予想される。 
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8-2. 「入口」の多様性からみた不安定居住層の把捉力 

8-2-1．「入口」の個性 

本節では、不安定居住層を把捉する福祉包摂の流れにおいて、第一に「入口調査」の結果の背

景について、第 3 章の分析に補足して述べておきたい。一言でいえば、既に述べているように把

捉の仕方の多様なあり方と、把捉される層が機関によってかなり異なる≒層のばらつきがあると

いう点にある。この多様性とばらつきについては、今後の調査の全国的展開において、十分に注

意する必要があり、また不安定居住層の推計においてもより精度を高めるための予察的数値が得

られているということで、その見方について、触れておきたい。もちろんこのような不安定居住

層の把捉の仕方の多様性は、自治体の当該政策に対する個性的取り組みとして捉えると同時に、

なるべく均質なサービスを提供するべき努力目標も、個性を発揮する先進自治体から学ぶ必要も

あろう。そのための政策的リコメンデーションという意味合いもこめたい。 

まず選定機関は窓口の多様性を反映すべく、なるべく多様な機関を選定し、ヒアリングとアン

ケート調査を実施した。その類型が、第 6 章の記述に反映されているが、ここで改めて整理して

おきたい。まず類型として図 8-1 のような 6 類型が存在することを確認しておきたい。この類型

化のポイントは、2015 年度より登場した生活困窮者自立支援（「生困」）の窓口と生活保護（「生

保」）の窓口の関係性と、「生困」サイドにて任意事業である、一時生活支援事業の有無から生じ

る組み合わせをきっちり整理することにある。まずは、ホームレス自立支援事業を引き継いだ一

時生活支援事業をコントロールする「生困」サイドから窓口を整理してみる。 

図 8-1 のように、「生困」の窓口が入口の前面に位置し、かつ「生困」に一時生活支援事業が備

わっている④のケースが、制度設計に一番沿う形となっている。何がフィットしているかという

と、「生保」の措置とは異なり、給付型であり、手続きが迅速に行えるということと、「生保」で受

けにくいケースを受けることができる点にある。その意味では、「生保」一歩手前の第 2 のセーフ

ティネットであると同時に、「生保」で受けきれない最後のセーフティネットという機能も有する

からである。従って、多様な生活困窮者をキャッチする体制としては、図 8-1 の右側の機能が十

全に働き、またこの存在が周知されると、セーフティネットとしての存在感は増してくると期待
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されるし、ヒアリングからもこうした存

在感の向上が、本人から相談が入るケー

スの増加からもうかがえる。 

では、今後の全国規模の調査を行うに

あたって、福祉包摂の分野での居住不安

定層のキャッチ網について、現状を把握

し、調査依頼機関に対する範囲の決定、

一定の知見を出しておきたい。 

 

8-2-2．利用層の多様性をキャッチす

る 

≪年齢≫ 年齢層もこの④類型は、若

年層も含め、まんべんなく年齢別の利用

があり、高齢者への偏りが少なくなって

いる。また平均年齢も一般的には若めに

出ている。⑤の類型である「生保と生困

ミックス型」も、両者の連携が取れてい

るという点で「生困」の力が発揮でき、

利用者層も広くなっているといえる。 

一方、「ホームレス自立支援の伝統を有

する老舗型」の①の類型においては、ホ

ームレス自立支援以前の生活保護法の外

の、いわゆる法外援護という自治体独自

の施策の伝統から、「生保」のラインに特

別のホームレス窓口のラインを作ってい

た。それを拡充しているので、「生困」の

窓口が前面には出ず、「生保」の入口で受

けて、ホームレス自立支援のルートにつ

なぐ伝統を有していた。現在ではそれを

一時生活支援事業として位置付けている

が、「生保」へのつなぎも受け入れており、

年齢層はやや高齢者に偏る傾向が見られ、

平均年齢も高くなっている。 

 「生保」が前面に出るところは、②

や③の類型となり、今回は調査設計上、

「生困」の一時生活支援事業の実施窓口

を当初調査対象としたため、数少ない事例しか上がっていない。年齢層的には、高齢者への偏り

が一般的となるその数少ない実例として、市川市と尼崎市は相当するが、平均年齢は高くなって

① ホームレレス⾃⽴⽀援

⽣ 保
⼀ ﾎｰﾑﾚｽ⾃⽴⽀援
時
⽣ 就
活 準
⽣ 困

⑥
（⼀時⽣活⽀援事業

⺠ 間 →⼀⽣と略記）
⽣ ⽣

保 困

② ④ ⽣困ﾒｲﾝ

⽣ ⽣ ⽣ 困
保 保 ⼀ 就

⽣ 困 ⽣ 準
⼀ 就
⽣ 準

③ ⽣保オンリー

⽣
保

⽣ 困
就
準

 ⽣保＋⽣困
⑤

⽣ ⽣ 困
保 ⼀ 就

⽣ 準

図 8-1 「生保」「生困」を考慮した入口の類型化 
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いる。④の類型の中にも②の類型に近い事例はあるが、基本的に大部分の自治体がこの類型に属

し、また事例数も少ないが、全国規模の調査を組む時は、対象となる自治体の数は最も多くなる。

特に③の場合には、不安定居住層のキャッチは「生保」の入口から得ることになる。従って今後

の調査にあたっては、こうした「生保」の窓口を対象とする必要がある。 

 そして民間主体の⑥類型を見ると、「生保」へのつなぎを背景にして、しかし民間のアウトリ

ーチの影響もあり、若干高齢層にかたよりつつも広く年代にまたがり、平均年齢も高くもなく低

くもない状況となっている。間口の広い入口を有していることがわかる。生保につなぐケースが

多いので、調査の重複に注意しなければならない。 

  

≪不安定居住キャリアの捉えられ方≫ 表 8-2 の、不安定居住層の発現のありようについては、

それぞれの窓口で特徴的な個性と、一般的な傾向を合わせ持っている形の％値となっている。一

番の注目は、最も％値の大きい「ネットカフェ・24 時営業店」の利用層の％値の出方である。①

のホームレス自立支援の系譜を有する老舗において、いずれも調査全体の平均に近い 4 割強を占

めている。一時生活支援の支援体制の強力な④において、特に川崎市、北九州市、札幌市などに

おいてはそれより高く、5 割強の高い％値となっている。数は少ないが、一時生活支援が機能して

いる小規模都市においてもその％値は大変高い。そして⑥の民間においては、さらにその％値は

極めて高くなっている。「生保」の入口よりも「生困」の入口のほうが、ネットカフェ系の不安定

居住層は捉えられやすい構造がうかがえる。 

一方、社員寮・住み込み・飯場もその次に大きいが、機関別の違いが大きく出ている。 

路上の事例は古くからの老舗をはじめとする①ホームレス自立支援センターを有するところや、

⑥民間団体、そして④一時生活支援に精力的に取り組んでいるところで、一定程度路上生活のキ

ャリア層を受け入れている。ホームレス支援からの伝統の有無に左右されるところも大きく、機

関別の％値のばらつきは大きい。 

その他の不安定居住キャリアに機関別分布については、ホテル・ドヤ、福祉施設の利用は地域

性を反映するものと思われが、知人宅の利用については、ばらつきは大きく出ており、一定の解

釈は難しい。 
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表 8-2 機関別不安定居住のキャリア分布 

 

その他の変数について、特に不安定居住の種類件数や不安定居住の期間、また不安定居住にな

る直前の仕事の状況についての機関別回答の％値を、表 8ー〇で掲載している。これについても

ネットカ
フェ/24時
間営業

住込みの
寮・飯場

路上／車
中

福祉施設 知人宅
ホテル・

ドヤ
刑務所 その他

度数 35 24 18 15 11 26 13 8 88

％ 41.2% 28.2% 20.5% 17.6% 12.9% 30.6% 15.3% 9.4%

度数 42 42 32 29 24 31 1 5 104

％ 44.7% 44.7% 31.1% 30.9% 25.5% 33.0% 1.1% 5.3%

度数 34 43 26 18 11 15 5 8 83

％ 44.2% 55.8% 31.8% 23.4% 14.3% 19.5% 6.5% 10.4%

度数 34 20 20 13 20 9 5 3 49

％ 89.5% 52.6% 40.8% 34.2% 52.6% 23.7% 13.2% 7.9%

度数 12 7 11 6 5 2 0 1 27

％ 52.2% 30.4% 41.4% 26.1% 21.7% 8.7% 0.0% 4.3%

度数 18 6 2 3 4 1 0 0 23

％ 78.3% 26.1% 8.7% 13.0% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0%

度数 0 1 2 0 1 0 1 0 4

％ 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0%

度数 2 0 0 1 1 0 0 0 2

％ 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

度数 7 6 2 0 1 2 1 2 13

％ 58.3% 50.0% 15.4% 0.0% 8.3% 16.7% 8.3% 16.7%

度数 7 10 9 5 3 0 1 2 15

％ 50.0% 71.4% 60.0% 35.7% 21.4% 0.0% 7.1% 14.3%

度数 3 1 1 4 1 0 0 1 7

％ 42.9% 14.3% 14.3% 57.1% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3%

度数 1 3 7 4 5 4 0 8 15

％ 6.7% 20.0% 46.7% 26.7% 33.3% 26.7% 0.0% 53.3%

度数 1 2 2 0 1 3 0 0 5

％ 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0%

度数 2 3 3 2 1 3 2 0 10

％ 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 10.0% 30.0% 20.0% 0.0%

度数 15 11 8 2 2 1 1 0 23

％ 68.2% 50.0% 34.8% 9.1% 9.1% 4.5% 4.5% 0.0%

度数 1 4 0 2 1 0 0 0 5

％ 20.0% 80.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

度数 0 3 4 1 3 0 1 0 9

％ 0.0% 60.0% 44.4% 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0%

度数 6 3 4 0 6 2 0 0 9

％ 66.7% 33.3% 44.4% 0.0% 66.7% 22.2% 0.0% 0.0%

度数 8 4 5 6 3 2 1 1 11

％ 72.7% 36.4% 45.5% 54.5% 27.3% 18.2% 9.1% 9.1%

度数 10 10 8 6 5 6 2 2 10

％ 100.0% 100.0% 80.0% 60.0% 50.0% 60.0% 20.0% 20.0%

全体 度数 238 203 165 117 109 107 34 41 512

％ 46.5% 39.6% 32.2% 22.9% 21.3% 20.9% 6.6% 8.0%

④（一部②）一時生活支援事業窓口型

％値の大きい順に左から右に並べている（複数回答）

合計

①　自立支援センターのある大都市の老舗型

大阪市　三徳
生活ケアセン
ター
横浜市　はま
かぜ

名古屋市一時
保護事業

④　自立支援センターのある大都市の新参型

川崎市

北九州市

⑤左ルート　生困も民間団体もあるが調査は生保オンリー型

札幌一時生活
支援協議会

相模原市

豊橋市

東大阪市

岡山市・きづ
な

広島市

中間市

沖縄県

那覇市

⑤　生保と生困ミックス型

新宿区

神戸の冬を支
える会

全体

市川市

③　生保オンリー型

尼崎市

⑥（一部⑤）　民間団体

ワンファミ
リー仙台

市川　ガンバ
の会
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説明がなかなか困難な機関別ばらつきがみられる。 

このばらつきは、地域性もさることながら、「生保」「生困」のそれぞれの特性を十分え発揮し

た中で、ある程度均質化していくべきと考えられる。そうすることで不安定居住層の把捉の深化

につながると考えられる。ヒアリングでも明らかになったが、「生困」の登場もあり、ＳＯＳを発

信する層の駆け込み先に、こうした「生困」の窓口が選ばれることも多くなってきていることも

判明した。一時生活支援の拡大とその事業の更なる周知が求められる。 

 

表 8-3 不安定居住のその他の指標に関する機関別分布 

 

団体
不安定
居住先
数

不安定
居住年
数

度数
正社員・
自営業

派遣・請
負・契
約、アル
バイト、
日雇い

無職 度数

大阪市　三徳生
活ケアセンター

1.3 3.8 97 27.5% 62.6% 9.9% 91

横浜市　はまか
ぜ

1.6 6.0 108 46.3% 42.6% 11.1% 108

名古屋市　一時
保護事業

1.5 4.1 87 29.4% 58.8% 11.8% 85

川崎市 2.1 8.3 48 22.4% 67.3% 10.2% 49
北九州市 1.2 1.9 27 11.1% 66.7% 22.2% 27

札幌一時生活支
援協議会

1.1 2.0 30 6.7% 56.7% 36.7% 30

相模原市 0.5 0.3 8 62.5% 25.0% 12.5% 8
豊橋市 2.0 0.5 2 0.0% 100.0% 0.0% 2
東大阪市 1.2 0.2 13 7.7% 46.2% 46.2% 13
茨木市 0.0 1.0 1 0.0% 100.0% 0.0% 1
岡山市・きづな 1.6 4.2 16 20.0% 60.0% 20.0% 15
広島市 1.1 0.5 8 12.5% 62.5% 25.0% 8
中間市 0.5 0.6 37 28.9% 42.1% 28.9% 38
沖縄県 1.4 3.4 5 50.0% 50.0% 0.0% 4
那覇市 1.4 0.6 9 0.0% 57.1% 42.9% 7

新宿区 1.3 4.0 24 4.3% 87.0% 8.7% 23

市川市 1.6 7.6 5 0.0% 80.0% 20.0% 5

尼崎市 0.9 7.0 8 11.1% 44.4% 44.4% 9

ワンファミリー
仙台

1.8 3.3 10 50.0% 40.0% 10.0% 10

市川ガンバの会 2.1 5.3 12 9.1% 54.5% 36.4% 11
神戸の冬を支え
る会

3.9 8.9 10 33.3% 33.3% 33.3% 9

合計 1.4 4.2 565 27.1% 55.9% 17.0% 553
合計

④　自立支援センターのある大都市の新参型

④（一部②）一時生活支援事業窓口型

⑤　生保と生困ミックス型

③　生保オンリー型

⑥（一部⑤）民間団体

⑤左ルート　生困も民間団体もあるが調査は生保オンリー型

①　自立支援センターのある大都市の老舗型
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